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１ 政治資金規正法の目的

この法律は、政治団体や政治家などによる政治活動が公明かつ公正に行われるように、政治活動の

ための資金（政治資金）の収支の公開やそのやりとりなどを規正して、民主政治の健全な発達に寄与す

ることを目的としています（政治資金規正法（以下「規正法」という。）第１条）。

政治資金の規正については２つの考え方があります。一つは、政治資金の流れを広く国民に公開し、

その是非についての判断は国民に任せるという考え方（収支報告書の提出義務とその公開制度）です。

もう一つは、政治資金のやりとりを直接制限するという考え方（量的な面からの制限、寄附を提供する

側に着目した質的な面からの制限、その他公正なやりとりを実現するための措置）です。

２ 政治団体とは

政治団体（規正法第３条第１項）

「政治団体」とは、次に掲げるいずれかの要件に該当する団体をいいます。

① 政治上の主義若しくは施策を推進し、支持し、又はこれに反対することを本来の目的とする団

体

② 特定の公職の候補者を推薦し、支持し、又はこれに反対することを本来の目的とする団体（いわ

ゆる「後援団体」はこれに該当します。）

③ 上記①、②の団体以外の団体で、次の活動を主たる活動として組織的かつ継続的に行う団体

ア 政治上の主義若しくは施策を推進し、支持し、又はこれに反対すること。

イ 特定の公職の候補者を推薦し、支持し、又はこれに反対すること。

政党（規正法第３条第２項）

「政党」とは、上記 の政治団体のうち、次のいずれかの要件に該当するものをいいます。

① 国会議員を５人以上有するもの。

② 前回の衆議院議員総選挙、前回又は前々回の参議院議員通常選挙のいずれかの全国を通じた得

票率が２％以上であるもの。

資金管理団体（規正法第１９条第１項）

「資金管理団体」とは、政治家（公職にある者、公職の候補者及び公職の候補者となろうとする者）

のために政治資金の提供を受け、政治家の政治資金を取り扱う政治団体です。政治家がその代表者で

ある政治団体のうちから１団体に限り指定することができます。

【資金管理団体を指定した場合のメリット】

① 政治家が政党から受けた寄附を、自分の指定する資金管理団体へ寄附（特定寄附）する場合に

は、寄附の量的制限が適用されません。

② 自己資金を寄附する場合、量的制限のうち「個別制限（年間 万円）」が適用されないため、

総枠制限（ 万円）の範囲内で寄附することができます。

③ 公職選挙法により、選挙前の一定期間（例えば、任期満了による選挙の場合は、任期満了の日

の９０日前から選挙の期日まで）は、自分の後援団体への寄附は禁止されていますが、その後援

団体が資金管理団体であれば寄附することができます。

※ 平成１１年１２月３１日までは、会社、労働組合等の団体がする政治活動に関する寄附を年間

５０万円まで受けることができましたが、平成１２年１月１日からは禁止されています。

【資金管理団体による不動産の取得等の制限】 ※平成１９年８月６日施行

資金管理団体は、土地若しくは建物の所有権又は建物の所有を目的とする地上権若しくは土地の

賃借権を取得し、又は保有してはならないこととされています。

なお、施行前から引き続き所有している不動産については適用されませんが、当該不動産につい

ては、用途その他の個々の利用の現況を収支報告書に記載しなければなりません。
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国会議員関係政治団体（規正法第１９条の７、第１９条の１６の３）

「国会議員関係政治団体」とは、次に揚げるいずれかの要件に該当する政治団体をいいます。

① 国会議員・候補者（候補者となろうとするものを含む。）が代表である資金管理団体及びその他

の政治団体（１号団体）

② 租税特別措置法第４１条の１８第１項第４号に該当する寄附金控除の適用を受ける政治団体の

うち、特定の国会議員・候補者を推薦し、又は支持することを本来の目的とする政治団体（２号団

体）

③ 政治上の主義又は施策を研究する目的を有する政治団体で、国会議員が主宰するもの又はその

主要な構成員が国会議員である政治団体（いわゆる政策研究団体）

④ 政党支部であって、国会議員に係る選挙区の区域を単位として設けられているもののうち、国

会議員・候補者が代表者であるものは、１号団体とみなされます。（みなし１号団体）

⑤ 国会議員関係政治団体以外の政治団体（政党及び政治資金団体を除く。）のうち、各年中におい

て次のいずれかに該当する寄附の金額が１，０００万円以上となった政治団体（１，０００万円以

上となった年及びその翌年において国会議員関係政治団体であるものとみなされます。）

・同一の国会議員関係政治団体（上記③を除く。）から受けた寄附の金額（国会議員関係政治団

体に係る公職の候補者が同一の者である２以上の国会議員関係政治団体から受けた寄附にあ

っては、その金額の合計）

・同一の上記③に該当する国会議員関係政治団体から受けた寄附の金額

なお、国会議員関係政治団体は、国会議員関係政治団体以外の政治団体に対して寄附をするとき

は、当該政治団体に対し、文書で、当該寄附が国会議員関係政治団体からの寄附である旨、当該寄附

をする国会議員関係政治団体の名称及び主たる事務所の所在地、当該国会議員関係政治団体に係る

公職の候補者の氏名等を、併せて通知しなければなりません。

また、上記⑤の政治団体について、各年中において、⑴同一の国会議員関係政治団体（上記③を除

く。）から受けた寄附の金額（国会議員関係政治団体に係る公職の候補者が同一の者である２以上の

国会議員関係政治団体から受けた寄附にあっては、その金額の合計）又は⑵同一の上記③に該当する

国会議員関係政治団体から受けた寄附の金額が 万円以上となったときは、当該金額が 万

円に達することとなった寄附に係る上記の通知を受けた日から７日以内に、その旨、当該寄附に係る

公職の候補者の氏名及びその者に係る公職の種類等を県選挙管理委員会へ届け出なければなりませ

ん。

【国会議員関係政治団体について】

① 国会議員関係政治団体の有する金銭については、国債証券等又は金銭信託による運用に係るもの

を除き、銀行その他の金融機関への預貯金の方法により保管しなければなりません。

② 令和９年１月１日以降、収支報告書、人件費以外の経費で１件１万円を超える支出に係る経費の

領収書等の写し、政治資金監査報告書及び確認書は、オンラインにより提出しなければなりません。

③ 会計責任者は、政治資金監査を受けるまでの間に、収支報告書に記載すべき翌年への繰越しの金

額が、収支報告書に記載すべき年の１２月３１日又は解散等の日における預貯金口座の残高を確認

することができる書類（以下「残高確認書」という。）に記載された残高の額と一致しているかどう

かを確認しなければなりません。

④ また、会計責任者は、翌年への繰越しの金額が預貯金口座の残高の額と一致しないことが判明し

たときは、政治資金監査を受けるまでの間に、その旨及びその理由を記載した書面（以下「差額説明

書」という。）を作成しなければなりません。

⑤ 代表者は、収支報告書の記載に係る会計責任者の職務が法の規定に従って行われるよう、会計責

任者を監督しなければなりません。また、代表者は、随時又は定期に、次の事項を確認しなければな

りません。

・会計帳簿、明細書、領収書等、領収書等を徴し難かった支出の明細書等、振込明細書、残高確認

書及び差額説明書が保存されていること。

・会計帳簿には収入及び支出の状況が記載されており、かつ、会計責任者が当該会計帳簿を備え

ていること。
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国会議員関係政治団体（規正法第１９条の７、第１９条の１６の３）

「国会議員関係政治団体」とは、次に揚げるいずれかの要件に該当する政治団体をいいます。

① 国会議員・候補者（候補者となろうとするものを含む。）が代表である資金管理団体及びその他

の政治団体（１号団体）

② 租税特別措置法第４１条の１８第１項第４号に該当する寄附金控除の適用を受ける政治団体の

うち、特定の国会議員・候補者を推薦し、又は支持することを本来の目的とする政治団体（２号団

体）

③ 政治上の主義又は施策を研究する目的を有する政治団体で、国会議員が主宰するもの又はその

主要な構成員が国会議員である政治団体（いわゆる政策研究団体）

④ 政党支部であって、国会議員に係る選挙区の区域を単位として設けられているもののうち、国

会議員・候補者が代表者であるものは、１号団体とみなされます。（みなし１号団体）

⑤ 国会議員関係政治団体以外の政治団体（政党及び政治資金団体を除く。）のうち、各年中におい

て次のいずれかに該当する寄附の金額が１，０００万円以上となった政治団体（１，０００万円以

上となった年及びその翌年において国会議員関係政治団体であるものとみなされます。）

・同一の国会議員関係政治団体（上記③を除く。）から受けた寄附の金額（国会議員関係政治団

体に係る公職の候補者が同一の者である２以上の国会議員関係政治団体から受けた寄附にあ

っては、その金額の合計）

・同一の上記③に該当する国会議員関係政治団体から受けた寄附の金額

なお、国会議員関係政治団体は、国会議員関係政治団体以外の政治団体に対して寄附をするとき

は、当該政治団体に対し、文書で、当該寄附が国会議員関係政治団体からの寄附である旨、当該寄附

をする国会議員関係政治団体の名称及び主たる事務所の所在地、当該国会議員関係政治団体に係る

公職の候補者の氏名等を、併せて通知しなければなりません。

また、上記⑤の政治団体について、各年中において、⑴同一の国会議員関係政治団体（上記③を除

く。）から受けた寄附の金額（国会議員関係政治団体に係る公職の候補者が同一の者である２以上の

国会議員関係政治団体から受けた寄附にあっては、その金額の合計）又は⑵同一の上記③に該当する

国会議員関係政治団体から受けた寄附の金額が 万円以上となったときは、当該金額が 万

円に達することとなった寄附に係る上記の通知を受けた日から７日以内に、その旨、当該寄附に係る

公職の候補者の氏名及びその者に係る公職の種類等を県選挙管理委員会へ届け出なければなりませ

ん。

【国会議員関係政治団体について】

① 国会議員関係政治団体の有する金銭については、国債証券等又は金銭信託による運用に係るもの

を除き、銀行その他の金融機関への預貯金の方法により保管しなければなりません。

② 令和９年１月１日以降、収支報告書、人件費以外の経費で１件１万円を超える支出に係る経費の

領収書等の写し、政治資金監査報告書及び確認書は、オンラインにより提出しなければなりません。

③ 会計責任者は、政治資金監査を受けるまでの間に、収支報告書に記載すべき翌年への繰越しの金

額が、収支報告書に記載すべき年の１２月３１日又は解散等の日における預貯金口座の残高を確認

することができる書類（以下「残高確認書」という。）に記載された残高の額と一致しているかどう

かを確認しなければなりません。

④ また、会計責任者は、翌年への繰越しの金額が預貯金口座の残高の額と一致しないことが判明し

たときは、政治資金監査を受けるまでの間に、その旨及びその理由を記載した書面（以下「差額説明

書」という。）を作成しなければなりません。

⑤ 代表者は、収支報告書の記載に係る会計責任者の職務が法の規定に従って行われるよう、会計責

任者を監督しなければなりません。また、代表者は、随時又は定期に、次の事項を確認しなければな

りません。

・会計帳簿、明細書、領収書等、領収書等を徴し難かった支出の明細書等、振込明細書、残高確認

書及び差額説明書が保存されていること。

・会計帳簿には収入及び支出の状況が記載されており、かつ、会計責任者が当該会計帳簿を備え

ていること。

⑥ 会計責任者は、収支報告書を提出するときは、あらかじめ、代表者に対し、収支報告書が政治資金

規正法の規定に従って作成されていることについて、収支報告書及びこれに併せて提出すべき書面

を示して説明しなければなりません。

⑦ また、代表者は、会計帳簿等に関する随時又は定期の確認の結果及び会計責任者による報告書提

出時の代表者に対する説明の内容並びに政治資金監査報告書に基づき、会計責任者が政治資金規正

法の規定に従って収支報告書を作成していることを確認し、その旨を記載した確認書を会計責任者

に交付しなければなりません。

⑧ 会計責任者は、収支報告書を提出するときは、代表者により交付された確認書を収支報告書に添

付しなければなりません。※オンライン提出

⑨ また、あらかじめ、収支報告書、会計帳簿、領収書、残高確認書及び差額説明書に基づいて翌年へ

の繰り越しの状況が収支報告書に表示されていること等について、政治資金適正化委員会が行う研

修を修了した登録政治資金監査人による政治資金監査を受け、その報告書（政治資金監査報告書）を

収支報告書に添付しなければなりません。※オンライン提出

⑩ 収支報告書には、人件費以外の経費で１件１万円を超える支出に関し、その明細を表示するとと

もに、その経費に係る領収書等の写しも添付しなければなりません。※オンライン提出

⑪ 収支報告書の提出期限は５月末日（１月から５月までの間に衆議院議員の総選挙等があった場合

は、６月末日）となります。

⑫ 人件費以外の経費で１件１万円以下の支出に係る領収書等の写し（少額領収書等の写し）の開示

請求があった場合、団体の会計責任者は選挙管理委員会から提出命令を受けた日から２０日以内に

少額領収書等の写しを提出しなければなりません。

国会議員関係政治団体については、令和９年１月１日以降

に提出する収支報告書等からオンラインによる提出が義務化

されたことから、次ページを参照の上、令和８年３月末まで

に、必要な準備を完了させるようお願いします。

【政党助成法について】

政党助成法は、議会制民主政治における政党の機能の重要性にかんがみ、国が政党に対し政党交付

金による助成を行うこととし、このために必要な「政党の要件」、「政党の届出」、その他「政党交付金

の交付に関する手続き」を定めるとともに、その使途の報告その他必要な措置を講ずることにより「政

党の政治活動の健全な発達の促進及びその公明と公正の確保を図り、もって民主政治の健全な発展に

寄与すること」を法律の目的として定めている。（政党助成法第１条）

○ 使途報告が必要な支部とその提出先

次の１～３の政党支部の会計責任者は、使途等報告書及び監査意見書等を、その年の１２月３１日

の翌年（１月１日）から２ヶ月以内（この間に総選挙又は通常選挙があったときには３ヶ月以内）に、

当該支部政党交付金を支給した政党の本部又は支部の会計責任者に提出しなければなりません。

１ 支部政党交付金の支給を受けた支部

２ 支部政党交付金による支出をした支部

３ １２月３１日現在において、支部政党交付金を積み立てた支部基金の残高を有する支部

また、政党支部の会計責任者は、支部交付金の交付を受けた本部又は支部に使途等報告書を提出し

たときは、当該本部又は支部に提出した日の翌日から７日以内に県選挙管理委員会にも提出してくだ

さい。この場合、添付書類は監査意見書のみで、領収書等の写しは必要ありません。

なお、支部交付金を受けた場合、その収入を収支報告書にも記載することとなりますので、遺漏の無

いよう留意してください。
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３ 政治団体の諸届出等
諸届出一覧表

届出の種類 届出期限 届出内容 添付書類

政治団体設立届

※郵送不可

その組織の日、又は

政治団体となった日か

ら７日以内

・目的

・名称

・主たる事務所の

所在地

・主たる活動区域

・代表者

・会計責任者

・会計責任者の職務

代行者

（それぞれの氏名、

住所、生年月日、

選任年月日）

・支部の有無

・税の優遇措置の

有無

・綱領、党則、規約、

会則等

・政党の状況等に

関する届

（政党支部のみ）

・支部証明書

（政党支部のみ）

・国会議員氏名届

（国会議員が主宰する

政治団体又は主要な

構成員である政治団

体のみ）

・国会議員関係政治団体

に該当する旨の通知

又は被推薦書

（国会議員、知事、

県議の候補者等を後

援する団体のみ）

届出事項の異動届

※郵送不可

その異動の日から

７日以内

同 上

（異動事項の新旧）

綱領等の内容に異動が

あった場合は、当該綱領

等

政治団体解散届
（ ～ 本部は支部

に代わって届出可）

解散又は目的変更等に

より政治団体でなくな

った日から３０日以内

その年月日 その日現在における収

支報告書及び領収書等

の写し

資金管理団体指定届 指定から７日以内

（届出義務者は団体で

はなく政治家となる。

以下の「異動届」「指定

取消届」も同様）

公職の種類、団体の

名称、所在地、代表

者の氏名及び指定年

月日

宣誓書

資金管理団体届出事項

の異動届

異動の日から７日以内 同 上

（異動事項の新旧）

宣誓書

資金管理団体指定取消

届

指定取消後７日以内 指定取消年月日 宣誓書

資金管理団体でなくな

った旨の届

その事実が生じた日か

ら７日以内

公職の種類、団体の

名称、所在地、代表

者の氏名及び事由発

生年月日

宣誓書

※ 収支報告書については、１１ページを参照してください。

届出（提出）先

山梨県選挙管理委員会事務局 〒 甲府市丸の内一丁目６－１ 県庁別館１階

電話 ０５５－２２３－１８２９
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３ 政治団体の諸届出等
諸届出一覧表

届出の種類 届出期限 届出内容 添付書類

政治団体設立届

※郵送不可

その組織の日、又は

政治団体となった日か

ら７日以内

・目的

・名称

・主たる事務所の

所在地

・主たる活動区域

・代表者

・会計責任者

・会計責任者の職務

代行者

（それぞれの氏名、

住所、生年月日、

選任年月日）

・支部の有無

・税の優遇措置の

有無

・綱領、党則、規約、

会則等

・政党の状況等に

関する届

（政党支部のみ）

・支部証明書

（政党支部のみ）

・国会議員氏名届

（国会議員が主宰する

政治団体又は主要な

構成員である政治団

体のみ）

・国会議員関係政治団体

に該当する旨の通知

又は被推薦書

（国会議員、知事、

県議の候補者等を後

援する団体のみ）

届出事項の異動届

※郵送不可

その異動の日から

７日以内

同 上

（異動事項の新旧）

綱領等の内容に異動が

あった場合は、当該綱領

等

政治団体解散届
（ ～ 本部は支部

に代わって届出可）

解散又は目的変更等に

より政治団体でなくな

った日から３０日以内

その年月日 その日現在における収

支報告書及び領収書等

の写し

資金管理団体指定届 指定から７日以内

（届出義務者は団体で

はなく政治家となる。

以下の「異動届」「指定

取消届」も同様）

公職の種類、団体の

名称、所在地、代表

者の氏名及び指定年

月日

宣誓書

資金管理団体届出事項

の異動届

異動の日から７日以内 同 上

（異動事項の新旧）

宣誓書

資金管理団体指定取消

届

指定取消後７日以内 指定取消年月日 宣誓書

資金管理団体でなくな

った旨の届

その事実が生じた日か

ら７日以内

公職の種類、団体の

名称、所在地、代表

者の氏名及び事由発

生年月日

宣誓書

※ 収支報告書については、１１ページを参照してください。

届出（提出）先

山梨県選挙管理委員会事務局 〒 甲府市丸の内一丁目６－１ 県庁別館１階

電話 ０５５－２２３－１８２９
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届出義務違反

政治団体には、前記 のように各種届出の義務が課されていますが、これらの届出を怠った場合

には、次のように政治資金の授受について制限を受け、又罰則の適用があります（これ以外にも政治

資金規正法違反には様々な罰則の適用があります）。

① 政治団体設立届（規正法第８条、第２３条）

政治団体は、設立届がされた後でなければ政治活動（選挙運動を含む）のためにいかなる名義を

もってするを問わず、寄附を受け、又は支出をすることができません。

＜罰則＞５年以下の禁錮又は１００万円以下の罰金

② 収支報告書（規正法第１７条第２項、第２３条）

政治団体が、毎年の収支報告書を２年連続して提出期限までに提出しない場合には、設立届が

されていない団体とみなされ、政治活動（選挙運動を含む）のため寄附を受け、又は支出をするこ

とができません。

＜罰則＞５年以下の禁錮又は１００万円以下の罰金（収支報告書提出義務違反）

４ 政治団体の会計経理

会計帳簿の備付け及び記載

① 会計帳簿の備付け（規正法第９条第１項、政治資金規正法施行規則（以下「規正規則」とする。）

第６条）

会計責任者は、会計帳簿（収入簿・支出簿・運用簿）を備え、それに当該政治団体の全ての収入、

支出及び運用を記載しなければなりません。

② 領収書等の徴収（規正法第１１条第１項、第１９条の９）

会計責任者は、１件５万円以上の全ての支出について領収書を徴さなければなりません。また、

国会議員関係政治団体の会計責任者は、全ての支出について領収書を徴さなければなりません。

③ 会計帳簿の記載（規正規則第６条）

ア 収入簿

「収入簿」には、収入を、①個人の負担する党費又は会費、②寄附、③あっせんされた寄附、

④匿名寄附（政党のみ）、⑤機関紙誌の発行その他の事業による収入、⑥借入金、⑦本部又は支

部から供与された交付金に係る収入、⑧その他の収入、の８項目に分けて記載してください。

イ 支出簿

「支出簿」には、支出を各項目（収支報告書記載要領欄の支出項目分類を参照のこと）ごとに

分けて、支出を受けた者の氏名及び住所（団体にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地）

並びにその支出の目的、金額及び年月日を記載してください。

ウ 運用簿

「運用簿」には、金銭等の運用を、①預金又は貯金、②国債証券等、③金銭信託、の３項目に

分けて記載してください。

③ 会計帳簿の保存（規正法第１６条第１項）

会計責任者は、会計帳簿、明細書及び領収書等を、収支報告書の写しが公表された日から３年を

経過する日まで保存しなければなりません。

※ 様式は、 ①以降のものに準じて作成してください。なお、この会計帳簿は県選挙管理委員

会に提出していただく「収支報告書」とは異なり、提出していただく必要はありません。

会計帳簿（収入簿・支出簿・運用簿）の様式

① 収入簿

項 目 摘 要 金 額 年月日 備 考
１ 個人の負担する党費又は会費

２の１ 寄附（政党匿名寄附を除く。）

個人からの寄附

法人その他の団体からの寄附

政治団体からの寄附

〔寄附のうち寄附のあっせんによるもの〕

個人によるもの

法人その他の団体によるもの

政治団体によるもの

２の２ 政党匿名寄附

３ 機関紙誌の発行その他の事業による収入

機関紙誌の発行事業

政治資金パーティー開催事業

政治資金パーティーの対価に係る

収入の内訳

１ 何 々

２ 何 々

：

合 計

１ 何 々

２ 何 々

：

小 計

１ 何 々

２ 何 々

：

小 計

１ 何 々

２ 何 々

：

小 計

合 計

１ 何 々

２ 何 々

：

小 計

１ 何 々

２ 何 々

：

小 計

１ 何 々

２ 何 々

：

小 計

（合 計）

１ 何 々

２ 何 々

：

合 計

１ 何 々

２ 何 々

：

小 計

１ 何 々

２ 何 々

：

小 計
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会計帳簿（収入簿・支出簿・運用簿）の様式

① 収入簿

項 目 摘 要 金 額 年月日 備 考
１ 個人の負担する党費又は会費

２の１ 寄附（政党匿名寄附を除く。）

個人からの寄附

法人その他の団体からの寄附

政治団体からの寄附

〔寄附のうち寄附のあっせんによるもの〕

個人によるもの

法人その他の団体によるもの

政治団体によるもの

２の２ 政党匿名寄附

３ 機関紙誌の発行その他の事業による収入

機関紙誌の発行事業

政治資金パーティー開催事業

政治資金パーティーの対価に係る

収入の内訳

１ 何 々

２ 何 々

：

合 計

１ 何 々

２ 何 々

：

小 計

１ 何 々

２ 何 々

：

小 計

１ 何 々

２ 何 々

：

小 計

合 計

１ 何 々

２ 何 々

：

小 計

１ 何 々

２ 何 々

：

小 計

１ 何 々

２ 何 々

：

小 計

（合 計）

１ 何 々

２ 何 々

：

合 計

１ 何 々

２ 何 々

：

小 計

１ 何 々

２ 何 々

：

小 計
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ア 個人からの対価の支払

イ 法人その他の団体からの対価の支払

ウ 政治団体からの対価の支払

政治資金パーティーの対価に係る

収入のうち対価の支払のあっせん

によるものの内訳

ア 個人によるもの

イ 法人その他の団体によるもの

ウ 政治団体によるもの

その他の事業

４ 借入金

５ 本部又は支部から供与された交付金に

係る収入

６ その他の収入

何 々

① 何 々

② 何 々

：

① 何 々

② 何 々

：

① 何 々

② 何 々

：

内訳の計

① 何 々

② 何 々

：

① 何 々

② 何 々

：

① 何 々

② 何 々

：

内訳の計

何 々

：

内訳の計

１ 何 々

２ 何 々

：

小 計

合 計

１ 何 々

２ 何 々

：

合 計

１ 何 々

２ 何 々

：

合 計

１ 何 々

２ 何 々

：

合 計

収 入 の 総 額

 
 
 
 
 

② 支出簿

支 出 の 目 的
金 額 年 月 日

支出を受け

た者の氏名
備 考

項 目 摘 要
１ 経常経費

人件費

光熱水費

備品・消耗品費

事務所費

２ 政治活動費

組織活動費

選挙関係費

機関紙誌の発行

その他の事業費

ア 機関紙誌の

発行事業費

イ 宣伝事業費

ウ 政治資金パ

ーティー開催

事業費

エ その他の事

業費

１ 何 々

２ 何 々

：

合 計

１ 何 々

２ 何 々

：

合 計

１ 何 々

２ 何 々

：

合 計

１ 何 々

２ 何 々

：

合 計

総 計

１ 何 々

２ 何 々

：

合 計

１ 何 々

２ 何 々

：

合 計

１ 何 々

２ 何 々

：

小 計

１ 何 々

２ 何 々

：

小 計

１ 何 々

２ 何 々

：

小 計

１ 何 々

２ 何 々

：

小 計

合 計
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② 支出簿

支 出 の 目 的
金 額 年 月 日

支出を受け

た者の氏名
備 考

項 目 摘 要
１ 経常経費

人件費

光熱水費

備品・消耗品費

事務所費

２ 政治活動費

組織活動費

選挙関係費

機関紙誌の発行

その他の事業費

ア 機関紙誌の

発行事業費

イ 宣伝事業費

ウ 政治資金パ

ーティー開催

事業費

エ その他の事

業費

１ 何 々

２ 何 々

：

合 計

１ 何 々

２ 何 々

：

合 計

１ 何 々

２ 何 々

：

合 計

１ 何 々

２ 何 々

：

合 計

総 計

１ 何 々

２ 何 々

：

合 計

１ 何 々

２ 何 々

：

合 計

１ 何 々

２ 何 々

：

小 計

１ 何 々

２ 何 々

：

小 計

１ 何 々

２ 何 々

：

小 計

１ 何 々

２ 何 々

：

小 計

合 計
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調査研究費

寄附・交付金

その他の経費

１ 何 々

２ 何 々

：

合 計

１ 何 々

２ 何 々

：

合 計

１ 何 々

２ 何 々

：

合 計

総 計

支 出 の 総 額

③ 運用簿

運 用 の 目 的
預入れ等に

係 る 事 項
払戻し等に係る事項

備考

項 目 摘 要 金 額 年 月 日
金額

預入れ

等に係

る金銭

等の金

額

収入

金額 年月日

１ 預金又は貯金

２ 国債証券等

３ 金銭信託

１ 何 々

２ 何 々

：

１ 何 々

２ 何 々

：

１ 何 々

２ 何 々

：

５ 収支報告書

収支報告書の提出（規正法第１２条第１項）

政治団体の会計責任者は、毎年１２月３１日現在で、その年（１月１日～１２月３１日）の全ての

収入・支出について収支報告書を作成し、提出することが義務づけられています。活動を停止してい

た等の理由により収支がない（収支が「ゼロ」である）場合についても、提出義務があります。

※ 収支報告書を２年続けて提出期限までに提出しない政治団体は、設立届のない団体とみなされ

ます（政治資金規正法第１７条第２項適用団体）。

その結果、政治活動（選挙運動を含む）のために、いかなる名義をもってするを問わず、寄附を

受け、又は支出をすることができなくなります。

＜例＞

令和 ７年１０月 １日 政治団体設立

令和 ８年 ４月 １日 令和７年分収支報告書未提出

令和 ９年 ３月３１日 令和７年分・令和８年分収支報告書未提出

令和 ９年 ４月 １日 法１７条２項適用団体

※提出期限の最終日が休日の場合、翌営業日が提出期限となる。

提出期限（規正法第１２条第１項、第１９条の１０）

原則として翌年の３月末日までに提出することとされていますが、当該日が休日の場合にはその

翌日が提出期限となります（期限の日が行政機関の休日にあたるときは、その翌日をもってその期限

とみなしています。以下同じ。）。

なお、翌年の１月１日から３月末日までの間に国政選挙の期間がかかる場合には、４月末日が提

出期限となります。

また、国会議員関係政治団体の報告については、翌年の５月末日までに提出することとされてい

ますが、１月から５月末日までの間に国政選挙の期間がかかる場合は、６月末日までとなります。

提出部数

提出は１部で結構ですが、団体用の控え（コピー）をとっておくようにしてください。

※収支「ゼロ」の場合に記載する様式は、次のとおりです。

（その１）表紙

（その２）収支の状況

（その１７）資産等の状況

（その２０）宣誓書

【参考】支出の明細の記載及び領収書等の写し等の添付基準

団体区分
その１４ 経常経費の内訳の記載 その１５ 政治活動費の内訳の記載 政治資金

監査報告

書の添付

明細の記載及び領

収書等の写しの添

付

明細の記載及び領収

書等の写しの添付

① 一般の政治団
体

― ―

要

支出額０円の

ときは不要

５万円以上 ―

② 資金管理団体
要

支出額０円の

ときは不要

５万円以上

要

支出額０円の

ときは不要

５万円以上 ―

③ 国会議員関係
政治団体

要

支出額０円の

ときは不要

１万１円以上

要

支出額０円の

ときは不要

１万１円以上 要
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５ 収支報告書

収支報告書の提出（規正法第１２条第１項）

政治団体の会計責任者は、毎年１２月３１日現在で、その年（１月１日～１２月３１日）の全ての

収入・支出について収支報告書を作成し、提出することが義務づけられています。活動を停止してい

た等の理由により収支がない（収支が「ゼロ」である）場合についても、提出義務があります。

※ 収支報告書を２年続けて提出期限までに提出しない政治団体は、設立届のない団体とみなされ

ます（政治資金規正法第１７条第２項適用団体）。

その結果、政治活動（選挙運動を含む）のために、いかなる名義をもってするを問わず、寄附を

受け、又は支出をすることができなくなります。

＜例＞

令和 ７年１０月 １日 政治団体設立

令和 ８年 ４月 １日 令和７年分収支報告書未提出

令和 ９年 ３月３１日 令和７年分・令和８年分収支報告書未提出

令和 ９年 ４月 １日 法１７条２項適用団体

※提出期限の最終日が休日の場合、翌営業日が提出期限となる。

提出期限（規正法第１２条第１項、第１９条の１０）

原則として翌年の３月末日までに提出することとされていますが、当該日が休日の場合にはその

翌日が提出期限となります（期限の日が行政機関の休日にあたるときは、その翌日をもってその期限

とみなしています。以下同じ。）。

なお、翌年の１月１日から３月末日までの間に国政選挙の期間がかかる場合には、４月末日が提

出期限となります。

また、国会議員関係政治団体の報告については、翌年の５月末日までに提出することとされてい

ますが、１月から５月末日までの間に国政選挙の期間がかかる場合は、６月末日までとなります。

提出部数

提出は１部で結構ですが、団体用の控え（コピー）をとっておくようにしてください。

※収支「ゼロ」の場合に記載する様式は、次のとおりです。

（その１）表紙

（その２）収支の状況

（その１７）資産等の状況

（その２０）宣誓書

【参考】支出の明細の記載及び領収書等の写し等の添付基準

団体区分
その１４ 経常経費の内訳の記載 その１５ 政治活動費の内訳の記載 政治資金

監査報告

書の添付

明細の記載及び領

収書等の写しの添

付

明細の記載及び領収

書等の写しの添付

① 一般の政治団
体

― ―

要

支出額０円の

ときは不要

５万円以上 ―

② 資金管理団体
要

支出額０円の

ときは不要

５万円以上

要

支出額０円の

ときは不要

５万円以上 ―

③ 国会議員関係
政治団体

要

支出額０円の

ときは不要

１万１円以上

要

支出額０円の

ときは不要

１万１円以上 要
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提出先

山梨県選挙管理委員会事務局 〒 甲府市丸の内一丁目６－１ 県庁別館１階

電話 ０５５－２２３－１８２９

提出方法

① 窓口へ持参

窓口で訂正をする場合、「会計責任者」の訂正印が必要ですので、収支報告書を提出する際は、

会計責任者の私印（認印で可）をご持参ください。

また、収支報告書の表紙の内容等に変更が生じた場合は、「届出事項の異動届」（資金管理団体に

ついては、あわせて「資金管理団体届出事項の異動届」）が必要になります。提出の際には、代表

者の私印（代表者を異動する場合は新代表者の印）をご持参ください。

なお、新型コロナウイルス等の感染症の拡大防止のため、届出事項に異動がない場合は、窓口へ

の提出ではなく、郵送又はオンラインにより提出いただけるよう御協力をお願いいたします。

② 郵送（推奨）
内容に間違いがないか良くお確かめの上、郵送してください。確認の結果、訂正すべき箇所が見

つかった場合、会計責任者印をご持参の上、窓口で訂正していただく必要があります。受付印を押

印した収支報告書の表紙（コピー）が必要な場合は、返信用の封筒（１１０円切手貼付）も同封し

てください。なお、届出事項に異動がある場合（①参照）、郵送では受付できません。

③ オンライン提出（推奨）
総務省の「政治資金関係申請・届出オンラインシステム」を利用して、オンラインによる提出が

可能です。システムの利用に当たっては、あらかじめログイン用のＩＤ及びパスワードを取得する

必要があります。詳細は、総務省ホームページ（ ）をご覧ください。

なお、令和９年１月１日以降、国会議員関係政治団体に係る収支報告書、人件費以外の経費で

１件１万円を超える支出に係る経費の領収書等の写し、政治資金監査報告書及び確認書は、オン

ラインにより提出が義務付けられておりますのでご留意ください。

収支報告書の写しの公表、閲覧及び情報の開示（規正法第２０条、第２０条の２、第２０条の３）

県選挙管理委員会は、収支報告書が提出された年の１１月３０日までにその写しを「県のホーム

ページ」において公表します。

提出された収支報告書は、その写しを公表した日から３年間保存され、その間は誰でも県選挙管

理員委員会事務局で閲覧及び写しの交付が請求できるようになっています。

情報の開示については、当該収支報告書の写しが公表される日前は開示決定を行わないものとさ

れています。

※ なお、総務大臣届出団体の収支報告書の閲覧及び写しの交付の請求を行う場所は、総務省とな

ります。

収支報告書記載要領及び記載例（次ページ）（規正規則第８条）

注） 各様式の記載例はあくまで記載方法を示すためのものであり、積み上げ等は一致しません。

なお、県選挙管理委員会から配布している収支報告書様式に記載する際、各様式の枚数に不足が

生じた場合は、適宜複写してください。

その他

政治資金制度についての詳細は、総務省自治行政局選挙部政治資金課作成の「政治資金規正法の

あらまし」をご覧ください。（ ）

様式（その１） （表紙）※必ず提出

該当する区分に✓
収支報告書の提出時点での状況により記載

（内容に変更がある場合は、異動届が必要）

山 梨 太 郎 後 援 会

○○市□丁目△－×

やまなし たろう こうえんかい

山梨 太郎

乙山 花子

「無」の場合は記入しない。

山梨県議会議員○○市選挙区（現職）

丙川 次郎

７

山梨 太郎

資金管理団体の指定を受けていた期間を記入。

（※１月１日から１２月３１日まで通年で指定されていた場合は、記載不要）

作成者の氏名、電話番号を記載

※県選挙管理委員会への送付用

封筒などで、作成者（事務担当

者）の氏名・電話番号が確認で

きれば、記載不要。

毎年１２月３１日現在の状況を記載

「資金管理団体の指定の有無」欄について（指定が「有」の場合）

「公職の種類」には、衆議院議員、参議院議員又は地方公共団体の議会の議員若しくは長の区分により、その職につ

いては選挙区において選挙することとされている場合には当該選挙区名を付して記載すること。

また、その職にある者にあっては「山梨県議会議員○○市選挙区（現職）」、その職の候補者にあっては「山梨県議会

議員○○市選挙区（候補者）」、候補者となろうとする者にあっては「山梨県議会議員○○市選挙区（候補者となろう

とする者）」の例により記載すること。
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様式（その１） （表紙）※必ず提出

該当する区分に✓
収支報告書の提出時点での状況により記載

（内容に変更がある場合は、異動届が必要）

山 梨 太 郎 後 援 会

○○市□丁目△－×

やまなし たろう こうえんかい

山梨 太郎

乙山 花子

「無」の場合は記入しない。

山梨県議会議員○○市選挙区（現職）

丙川 次郎

７

山梨 太郎

資金管理団体の指定を受けていた期間を記入。

（※１月１日から１２月３１日まで通年で指定されていた場合は、記載不要）

作成者の氏名、電話番号を記載

※県選挙管理委員会への送付用

封筒などで、作成者（事務担当

者）の氏名・電話番号が確認で

きれば、記載不要。

毎年１２月３１日現在の状況を記載

「資金管理団体の指定の有無」欄について（指定が「有」の場合）

「公職の種類」には、衆議院議員、参議院議員又は地方公共団体の議会の議員若しくは長の区分により、その職につ

いては選挙区において選挙することとされている場合には当該選挙区名を付して記載すること。

また、その職にある者にあっては「山梨県議会議員○○市選挙区（現職）」、その職の候補者にあっては「山梨県議会

議員○○市選挙区（候補者）」、候補者となろうとする者にあっては「山梨県議会議員○○市選挙区（候補者となろう

とする者）」の例により記載すること。
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様式（その２） （収支の総括表、個人の負担する党費又は会費及び寄附）※必ず提出

１ ０ ０ ０ ０ ０ ０

８ ６ ５ ０ ０ ０ ０ ①＋②・・・Ａ

８ １ ５ ０ ０ ０ ０ ②

６ ３ ８ ２ ０ ０ ０ Ｂ

５ ０ ０ ０ ０ ０ ① Ｒ６年分の「翌年への繰越額」と一致。

２ ２ ６ ８ ０ ０ ０ Ａ－Ｂ

１ ０ ０ 延べ人数ではなく実人数

２ ０ ０ ０ ０ ０ ０

１ ０ ０ ０ ０ ０ ０
３ ０ ０ ０ ０ ０ ０

３ ０ ０ ０ ０ ０ ０

（その７）へ内訳を記載

（その７）へ内訳を記載

（その８）へ内訳を記載

（その９）へ内訳を記載

下記 個人の負担する党費

又は会費

寄附

（その３）～（その６）の合計額

（その ）の合計額と一致。

０

０

０

０

（その７）へ内訳を記載

「街頭または一般に公開される演説会もしくは集会の会場において、政党に

対してされた匿名の寄附でその金額が千円以下のもの」のこと

「個人又は団体によって特定の政治団体又は特定の公職の候補者のために政治活動

に関する寄附が集められ、これが当該政治団体又は候補者に提供されるもの」のこと

（法人その他の団体が負担する会費等は、「寄附」となる）

参考 収入項目の分類基準表

項目 内容

１党費または会費 個人が負担する党費または会費（当該団体の規約等の定めにより集められるも

の）の合計金額及び納入した者の実人員。

※「法人その他の団体」からの党費または会費は除く（「２ 寄附（２）法人そ

の他の団体」に含める。

２

寄

附

個人 個人からの寄附（特定寄附を含む。） 政治団体が受けた、自動車・

事務所・労務等の無償提供や

物品の寄附は、金額に換算し

て計上する。

※年間５万円超（５万１円以

上）の寄附については、個

別に明細を記載する。

法人その他の団体 「法人その他の団体」から受けた寄附（党費・

会費として受けた金額を含む。）

※「法人その他の団体」からの寄附を受けられ

るのは、政党又は政党支部のみ。

政治団体 政治団体として届出がある団体からの寄附

※政党支部が、本部又は支部から受け取った交

付金は、（その５）に計上する。

政党匿名寄附 政党及び政治資金団体が、街頭又は一般に公開される講演会若しくは集会にお

いて受けた、 円以下の寄附。

この例以外は、すべて禁止。

３機関誌紙の発行その

他の事業による収入

「機関紙や機関紙誌の発行事業収入」「政治資金パーティーの開催事業収入」

「新年会・忘年会等その他催し物の会費による収入」。

具体的には、「○○機関紙発行事業」「△△政治資金パーティー開催事業」「□□

講演会開催事業」「××総会開催事業」等の名称を事業ごとに記載する。

ここで掲載した事業については、支出の２「政治活動費」の⑶機関紙誌の発行

その他の事業費のいずれかの支出として掲載される。

※これらの事業で「お祝い」等の会費以外の収入は、寄附となるので注意。

４借入金 個人または金融機関等からの借入金。

５本部又は支部から供

与された交付金に係

る収入

本部・支部間又は支部間における（選管等へ届出がある支部に限る。）交付金・

還付金・納付金・寄附等によって受けた額。

６その他の収入 上記１～５に分類できない収入額で、例えば、預金利子や労務等の無償提供に

よる寄附をした場合の支出に対応する「金銭以外のものによる寄附相当分」の

類をいう。

この項目は、１件 万円以上のものについては個別に明細を記載する。
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参考 収入項目の分類基準表

項目 内容

１党費または会費 個人が負担する党費または会費（当該団体の規約等の定めにより集められるも

の）の合計金額及び納入した者の実人員。

※「法人その他の団体」からの党費または会費は除く（「２ 寄附（２）法人そ

の他の団体」に含める。

２

寄

附

個人 個人からの寄附（特定寄附を含む。） 政治団体が受けた、自動車・

事務所・労務等の無償提供や

物品の寄附は、金額に換算し

て計上する。

※年間５万円超（５万１円以

上）の寄附については、個

別に明細を記載する。

法人その他の団体 「法人その他の団体」から受けた寄附（党費・

会費として受けた金額を含む。）

※「法人その他の団体」からの寄附を受けられ

るのは、政党又は政党支部のみ。

政治団体 政治団体として届出がある団体からの寄附

※政党支部が、本部又は支部から受け取った交

付金は、（その５）に計上する。

政党匿名寄附 政党及び政治資金団体が、街頭又は一般に公開される講演会若しくは集会にお

いて受けた、 円以下の寄附。

この例以外は、すべて禁止。

３機関誌紙の発行その

他の事業による収入

「機関紙や機関紙誌の発行事業収入」「政治資金パーティーの開催事業収入」

「新年会・忘年会等その他催し物の会費による収入」。

具体的には、「○○機関紙発行事業」「△△政治資金パーティー開催事業」「□□

講演会開催事業」「××総会開催事業」等の名称を事業ごとに記載する。

ここで掲載した事業については、支出の２「政治活動費」の⑶機関紙誌の発行

その他の事業費のいずれかの支出として掲載される。

※これらの事業で「お祝い」等の会費以外の収入は、寄附となるので注意。

４借入金 個人または金融機関等からの借入金。

５本部又は支部から供

与された交付金に係

る収入

本部・支部間又は支部間における（選管等へ届出がある支部に限る。）交付金・

還付金・納付金・寄附等によって受けた額。

６その他の収入 上記１～５に分類できない収入額で、例えば、預金利子や労務等の無償提供に

よる寄附をした場合の支出に対応する「金銭以外のものによる寄附相当分」の

類をいう。

この項目は、１件 万円以上のものについては個別に明細を記載する。
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様式（その３） （機関紙誌の発行その他の事業による収入）

様式（その４） （借入金）

１５ ０ ０ ０ ０ ０

１５ ０ ０ ０ ０ ０

３ ０ ０ ０ ０ ０機関紙「○○○」の発行事業

５ ０ ０ ０ ０ ０

５ ０ ０ ０ ０ ０

山梨太郎を励ます会 ２ ０ ０ ０ ０ ０ 令和７年 月１０日 □□□会場

○○○○銀行□支店 １５ ０ ０ ０ ０ ０ 令和７年 月 日

事業の種類及び当該事業の種類ごとの年間の収入金額を記載すること。

なお、収入と支出の差額ではないことに注意すること。また、ここに記載した事業については、「２ 政治活動費

の（３）機関誌紙の発行その他の事業費」の支出に対応しているため、必ず「アからエの各事業」に区分し、かつ

事業の種類ごとに（その１５）を作成すること。

ア 事業名は具体的に記載すること。

イ 政治資金パーティー（※）開催事業について、他の政治団体と共同で開催した場合にあっては、その旨及び当

該他の政治団体の名称を備考欄に記載すること。

※ 政治資金パーティー

対価を徴収して行われる催物で、当該催物の対価に係る収入の金額から、その催物に要する経費を差し引いた

残額を、催物を開催した者又はその者以外の者の政治活動（選挙運動を含む。）に関し支出することとされている

ものをいう（開催に関して様々な規制があるので注意すること。）。

なお、令和９年１月１月からは、何人も外国人・外国法人等（特例上場日本法人を除く。）から政治資金パーテ

ィーの対価の支払いを受けることはできません。政治資金パーティーを開催する者は、当該政治資金パーティー

の対価の支払いを受けようとするときは、あらかじめ、当該対価の支払いをする者に対し、当該対価の支払いが

政治資金パーティーの対価の支払いである旨を書面により告知するとともに、外国人・外国法人等から政治資金

パーティーの対価の支払いを受けることができない旨を書面により告知しなければなりません。 

① 借入先及び当該借入先ごとの金額を記載するものとし、「○○銀行△△支店」というように具体的に借入先

を記載すること。

② 借入先ごとの残高が１００万円を超える場合は、様式（その１７）「資産等の状況」の「シ」の有□にチェ

ックし、内訳を様式（その１８）に計上すること。

③ 借入金を年内に返済した場合にも全額計上し、返済金は様式（その１３）「支出項目別金額」の「その他の

経費」に計上し、内訳を様式（その１５）で「借入金返済」として計上すること。

様式（その５） （本部又は支部から供与された交付金に係る収入）

様式（その６） （その他の収入）

○○○党本部 １ ５ ０ ０ ０ ０ ０ ○○市◇◇一丁目△番□号

５ ０ ０ ０ ０ ０ △△市□□一丁目○番□号○○○党△△支部

２ ０ ０ ０ ０ ０ ０

２ ０ ０ ０ ０ ０ ０

預金利子 １ ０ ０ ０ ０ ０ ○○銀行□□支店

１ ０ ０ ０ ０ ０
５ ０ ０ ０ ０

１ ５ ０ ０ ０ ０

交付金を交付した本部又は支部ごとに、供与を受けた年月日順に、その名称及び主たる事務所の所在地並び

に当該交付金の金額及び供与を受けた年月日を該当欄に記載すること。

なお、当該政治団体の本部又は支部から供与された収入については、その名称を問わず、全てここでいう「交

付金」に含まれることとなるので、本様式に計上すること。

① ｢個人の負担する党費又は会費」、「寄附」、「機関紙誌の発行その他の事業による収入」、「借入金」及び「本

部又は支部から供与された交付金に係る収入」以外の収入（例えば利子収入など）について、１件あたり

の金額（数回にわたってされたときは、その合計金額）が１０万円以上のものについては、内訳を記載す

ること。１０万円未満のものについては、一括して合計金額を「１件１０万円未満のもの」欄に記載する

こと。

② 「摘要」欄には、収入の基因となった事実を「預金利子」というように具体的に記載すること。
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様式（その５） （本部又は支部から供与された交付金に係る収入）

様式（その６） （その他の収入）

○○○党本部 １ ５ ０ ０ ０ ０ ０ ○○市◇◇一丁目△番□号

５ ０ ０ ０ ０ ０ △△市□□一丁目○番□号○○○党△△支部

２ ０ ０ ０ ０ ０ ０

２ ０ ０ ０ ０ ０ ０

預金利子 １ ０ ０ ０ ０ ０ ○○銀行□□支店

１ ０ ０ ０ ０ ０
５ ０ ０ ０ ０

１ ５ ０ ０ ０ ０

交付金を交付した本部又は支部ごとに、供与を受けた年月日順に、その名称及び主たる事務所の所在地並び

に当該交付金の金額及び供与を受けた年月日を該当欄に記載すること。

なお、当該政治団体の本部又は支部から供与された収入については、その名称を問わず、全てここでいう「交

付金」に含まれることとなるので、本様式に計上すること。

① ｢個人の負担する党費又は会費」、「寄附」、「機関紙誌の発行その他の事業による収入」、「借入金」及び「本

部又は支部から供与された交付金に係る収入」以外の収入（例えば利子収入など）について、１件あたり

の金額（数回にわたってされたときは、その合計金額）が１０万円以上のものについては、内訳を記載す

ること。１０万円未満のものについては、一括して合計金額を「１件１０万円未満のもの」欄に記載する

こと。

② 「摘要」欄には、収入の基因となった事実を「預金利子」というように具体的に記載すること。
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様式（その７） （寄附の内訳）

共通事項

ア 様式（その２）に記載した「寄附」の内訳であり、「個人からの寄附」、「法人その他の団体か

らの寄附」及び「政治団体からの寄附」に分類し、それぞれ別葉とすること。なお、「寄附者の

区分」欄に、これらの区分を記載すること。

イ 同一の者からの「寄附」で、その合計金額が年間５万円を超えるものにあっては、当該「寄附」

をした者の氏名、住所、職業（団体にあっては、その名称、主たる事務所の所在地及び代表者の

氏名）及び当該「寄附」の金額並びにそれを受けた年月日を記載すること。同一の者からの「寄

附」が年間２件以上ある場合には、当該「寄附」をした者についてそれを受けた年月日順にまと

めて記載し、小計を入れること。同一の者からの「寄附」について、それを受けた年月日ごとに

記載しなければならず、「 ～ 」というように、期間をまとめて記載することはできな

い。

ウ 「寄附」のうち、イにより明細を記載した以外のものについて、「その他の寄附」欄に、まと

めてその合計金額のみを記載すること。

４ ０ ０ ０ ０ ０ ○○市◇◇一丁目△番□号 自営業

４ ０ ０ ０ ０ ０ 〃 〃

（ ８ ０ ０ ０ ０ ０ ）
１ ０ ０ ０ ０ ０ ０ △△市□□二丁目○番□号 株 ○○商事役員

山田 太郎

〃

甲野 一郎
計

１ ８ ０ ０ ０ ０ ０

２ ０ ０ ０ ０ ０ ０

２ ０ ０ ０ ０ ０

個 人

① 個人が行った「寄附」で、課税上の優遇措置を受けようとするものについては、「寄附」の合計金額が年

間５万円以下であっても、全てその明細を記載すること。

② 政党・政治資金団体以外の政治団体の場合、寄附の個別制限により、同一の者からの寄附金額は年間１

５０万円を超えることはできない。

③ 個人からの寄附のうち、特定寄附については、例えば、山梨太郎が資金管理団体の届出をした者である

場合には、「寄附者の氏名」欄に「○特 山梨太郎」というように記載すること。

※ 特定寄附とは、政治家自身が政党から受けた政治活動に関する寄附を自分の指定する資金管理団体に

寄附することをいう。

④ 遺贈によってする寄附については、「備考」欄に「遺贈」と記載すること。

法人その他の団体

政治団体

○×政治連盟 １ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ××市○○丁目△番□号 丁山 四郎

１ ０ ０ ０ ０ ０ ０

１ ０ ０ ０ ０ ０ ０
０

個々の政治団体（政党・政治資金団体を除く）間の寄附は、年間５，０００万円を超えることはできない。

また、本部又は支部から供与された交付金に係る収入は、寄附には該当しないため「政治団体からの寄附」に

含めない。

① 法人その他の団体が負担する党費又は会費は、寄附とみなされるのでこの欄に記載すること。

② 法人その他の団体は、政党・政治資金団体及び政党の支部以外の者に対しては寄附することができない。

※ 平成１１年１２月３１日までは、法人その他の団体は、政党、政治資金団体及び資金管理団体に対して

寄附することができた（同一の資金管理団体への寄附は年間５０万円まで）が、平成１２年１月１日から

は、政党及び政治資金団体に限られる（資金管理団体への寄附は禁止）こととなっている。
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法人その他の団体

政治団体

○×政治連盟 １ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ××市○○丁目△番□号 丁山 四郎

１ ０ ０ ０ ０ ０ ０

１ ０ ０ ０ ０ ０ ０
０

個々の政治団体（政党・政治資金団体を除く）間の寄附は、年間５，０００万円を超えることはできない。

また、本部又は支部から供与された交付金に係る収入は、寄附には該当しないため「政治団体からの寄附」に

含めない。

① 法人その他の団体が負担する党費又は会費は、寄附とみなされるのでこの欄に記載すること。

② 法人その他の団体は、政党・政治資金団体及び政党の支部以外の者に対しては寄附することができない。

※ 平成１１年１２月３１日までは、法人その他の団体は、政党、政治資金団体及び資金管理団体に対して

寄附することができた（同一の資金管理団体への寄附は年間５０万円まで）が、平成１２年１月１日から

は、政党及び政治資金団体に限られる（資金管理団体への寄附は禁止）こととなっている。
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＜様式（その８）、様式（その９）は記載例を省略＞

様式（その８） （寄附のうち寄附のあっせんによるものの内訳）

様式（その９） （政党匿名寄附の内訳（政党のみ対象））

『寄附のあっせん者の区分』には、あっせん者ごとに「個人によるあっせん」、「法人その他の団体によるあっ

せん」又は「政治団体によるあっせん」に分類し、それぞれ別葉とするほか、様式（その７）の記載要領に準じ

て記載すること。

※ 「寄附のあっせん」については、１４ページを参照してください。

様式（その２）に記載した「政党匿名寄附」の内訳であり、同一の日に同一の場所で受けた寄附ごとに、その

金額の合計額、年月日及び場所を記載すること。

※ 「政党匿名寄附」については、１４ページを参照してください。

様式（その ） （機関紙誌の発行その他の事業による収入のうち特定パーティーの対価に係る収入の内訳）

様式（その ） （政治資金パーティーの対価に係る収入の内訳）

① 政治資金パーティーのうち、特定パーティー（対価に係る収入が１千万円以上のもの）について、パー

ティーごとに、名称、開催年月日、開催場所、対価に係る収入の金額及び対価の支払をした者の数を記載

すること。

② 前年開催または翌年開催であっても、開催規模が１，０００万円以上又は１，０００万円以上と見込ま

れる政治資金パーティーは、当該年の収入が１，０００万円未満であっても記載すること。

③ 前年の収入がある場合には、備考欄にその人数・金額を記載すること。

④ 共催の場合には、備考欄に共催した団体の名称・金額を記載すること。

① 一の政治資金パーティーについて、同一の者から２０万円を超える収入があった場合に、その者の氏名、

住所、職業、対価の金額及び年月日を記載すること。

※ なお、令和９年 月 日以後に開催される政治資金パーティーの対価に係る収入で、同日以後に収受

されるものについては、５万円を超える収入があった場合に記載することになります。

② 「政治資金パーティーの名称」欄には、当該政治資金パーティーの名称を記載し、政治資金パーティー

ごとに別葉とすること。

③ 「対価の支払をした者の区分」欄には、「個人からの対価の支払」、「法人その他の団体からの対価の支

払」、「政治団体からの対価の支払」に分類して記載し、それぞれ別葉とすること。

④ 一の政治資金パーティーに係る２０万円以下（令和９年１月１日以後に開催される政治資金パーティー

については５万円以下）の対価の支払についても記載して差し支えないこと。

○×記念パーティー １ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０
×市○丁目△番

□号 ○△会館

選管四郎を励ます会

個人からの対価の支払い

山梨 花子 ２ ５ ０ ０ ０ ０ ○○市△△丁目×番□号 会社役員

前年収入

×人、○○円

１ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０
１ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０

２ ５ ０ ０ ０ ０

２ ５ ０ ０ ０ ０
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様式（その ） （機関紙誌の発行その他の事業による収入のうち特定パーティーの対価に係る収入の内訳）

様式（その ） （政治資金パーティーの対価に係る収入の内訳）

① 政治資金パーティーのうち、特定パーティー（対価に係る収入が１千万円以上のもの）について、パー

ティーごとに、名称、開催年月日、開催場所、対価に係る収入の金額及び対価の支払をした者の数を記載

すること。

② 前年開催または翌年開催であっても、開催規模が１，０００万円以上又は１，０００万円以上と見込ま

れる政治資金パーティーは、当該年の収入が１，０００万円未満であっても記載すること。

③ 前年の収入がある場合には、備考欄にその人数・金額を記載すること。

④ 共催の場合には、備考欄に共催した団体の名称・金額を記載すること。

① 一の政治資金パーティーについて、同一の者から２０万円を超える収入があった場合に、その者の氏名、

住所、職業、対価の金額及び年月日を記載すること。

※ なお、令和９年 月 日以後に開催される政治資金パーティーの対価に係る収入で、同日以後に収受

されるものについては、５万円を超える収入があった場合に記載することになります。

② 「政治資金パーティーの名称」欄には、当該政治資金パーティーの名称を記載し、政治資金パーティー

ごとに別葉とすること。

③ 「対価の支払をした者の区分」欄には、「個人からの対価の支払」、「法人その他の団体からの対価の支

払」、「政治団体からの対価の支払」に分類して記載し、それぞれ別葉とすること。

④ 一の政治資金パーティーに係る２０万円以下（令和９年１月１日以後に開催される政治資金パーティー

については５万円以下）の対価の支払についても記載して差し支えないこと。

○×記念パーティー １ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０
×市○丁目△番

□号 ○△会館

選管四郎を励ます会

個人からの対価の支払い

山梨 花子 ２ ５ ０ ０ ０ ０ ○○市△△丁目×番□号 会社役員

前年収入

×人、○○円

１ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０
１ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０

２ ５ ０ ０ ０ ０

２ ５ ０ ０ ０ ０
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様式（その ） （政治資金パーティーの対価に係る収入のうち対価の支払のあっせんによるものの内訳）

一の政治資金パーティーについて、同一の者が２０万円を超える対価支払のあっせん（※）があった場合

について、様式（その１１）に準じて記載すること。

なお、令和９年 月 日以後に開催される政治資金パーティーの対価に係る収入で、同日以後のあっせん

によるものについては、５万円を超える対価支払のあっせんがあった場合に記載することになります。

※ 政治資金パーティーの対価の支払いのあっせん

個人または団体が、特定の政治団体のために政治資金パーティーの対価として支払われる金銭等を集めて、

これを当該政治団体に提供すること。

□△記念パーテイー

政治団体からの対価の支払い

選管政治連盟 ６ ０ ０ ０ ０ ０ ～ □市×丁目○番△号 甲山 一郎

６ ０ ０ ０ ０ ０

６ ０ ０ ０ ０ ０

様式（その ） （支出項目別金額の内訳）

１ ０ ０ ０ ０ ０ ０
３ ５ ０ ０ ０ ０
６ ５ ０ ０ ０ ０

１ ５ ０ ０ ０ ０ ０
３ ５ ０ ０ ０ ０ ０

１ ２ ７ ２ ０ ０ ０

５ ５ ０ ０ ０ ０
５ ６ ０ ０ ０ ０
２ １ ０ ０ ０ ０

３ ５ ０ ０ ０ ０

５ ０ ０ ０ ０ ０ うち支部交付金 ２００，０００円

２ ８ ８ ２ ０ ０ ０
６ ３ ８ ２ ０ ０ ０

０

０
０

０

（１）～（４）の合計 ・・・Ａ

Ａ＋Ｂ ⇒（その２）の「支出総額」と一致

（１）～（６）の計・・・Ｂ

→内訳（その１４）は不要

資金管理団体及び国会議員関係政治

団体は、内訳（その１４）が必要。

様式（その１５）により、それぞれ、その内訳を記載すること。

① 「経常経費」について、資金管理団体による１件あたり５万円以上の支出（人件費を除く。）について、

その明細を様式（その１４）に記載し、領収書等の写しを添付しなければならないので注意すること。

また、国会議員関係政治団体に該当する場合、１件あたり１万円を超える支出（人件費を除く。）につい

て、その明細を様式（その１４）に記載し、領収書等の写しを添付しなければならない。

② 各支出項目において、当該政治団体の本部又は支部に対して供与した交付金に係る支出が含まれている

場合は、項目ごとにその額を「備考」欄に記載すること。これらの額の合計は、様式（その１６）の合計に

一致すること。

なお、当該政治団体の本部又は支部に供与した支出については、その名称を問わず、全てここでいう「交

付金」に含まれることとなるので注意すること。

当該政治団体の本部又は支部に対し

て供与した交付金に係る支出につい

ては、これらの項目ごとにその額を

「備考」欄に併せて記載。
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様式（その ） （支出項目別金額の内訳）

１ ０ ０ ０ ０ ０ ０
３ ５ ０ ０ ０ ０
６ ５ ０ ０ ０ ０

１ ５ ０ ０ ０ ０ ０
３ ５ ０ ０ ０ ０ ０

１ ２ ７ ２ ０ ０ ０

５ ５ ０ ０ ０ ０
５ ６ ０ ０ ０ ０
２ １ ０ ０ ０ ０

３ ５ ０ ０ ０ ０

５ ０ ０ ０ ０ ０ うち支部交付金 ２００，０００円

２ ８ ８ ２ ０ ０ ０
６ ３ ８ ２ ０ ０ ０

０

０
０

０

（１）～（４）の合計 ・・・Ａ

Ａ＋Ｂ ⇒（その２）の「支出総額」と一致

（１）～（６）の計・・・Ｂ

→内訳（その１４）は不要

資金管理団体及び国会議員関係政治

団体は、内訳（その１４）が必要。

様式（その１５）により、それぞれ、その内訳を記載すること。

① 「経常経費」について、資金管理団体による１件あたり５万円以上の支出（人件費を除く。）について、

その明細を様式（その１４）に記載し、領収書等の写しを添付しなければならないので注意すること。

また、国会議員関係政治団体に該当する場合、１件あたり１万円を超える支出（人件費を除く。）につい

て、その明細を様式（その１４）に記載し、領収書等の写しを添付しなければならない。

② 各支出項目において、当該政治団体の本部又は支部に対して供与した交付金に係る支出が含まれている

場合は、項目ごとにその額を「備考」欄に記載すること。これらの額の合計は、様式（その１６）の合計に

一致すること。

なお、当該政治団体の本部又は支部に供与した支出については、その名称を問わず、全てここでいう「交

付金」に含まれることとなるので注意すること。

当該政治団体の本部又は支部に対し

て供与した交付金に係る支出につい

ては、これらの項目ごとにその額を

「備考」欄に併せて記載。
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参考 支出項目の分類基準表

項目 項目別区分小分類の例 内容

１

経

常

経

費

人件費 総額を記載し、内訳・領収書は不

要

政治団体の職員（機関紙誌の発行その他の事

業に従事する者を除く。）に支払われる給料、

報酬、扶養手当・通勤手当・住居手当その他

の諸手当の類及び健康保険料・労働保険料そ

の他の各種保険料の類をいう。

光熱水費 ①資金管理団体は、内訳が必要

（５万円以上の支出には、領収

書等の写しを添付）

②国会議員関係政治団体は、内訳

が必要

（１万１円以上の支出には、領収

書等の写しを添付）

③上記以外の団体は、内訳・領収

書等は不要

電気・ガス・水道の使用料及びこれらの計器

使用料等をいう。

備品・

消耗品費

机、椅子、ロッカー、複写機、自動車（事務

所用に限る。）等の備品の類及び事務所用紙、

封筒、筆記具等の事務用品類、新聞、雑誌、

ガソリン（事務所用自動車用）等の消耗品の

類の購入費をいう。

事務所費 事務所の借料損料（地代・家賃など）、公租公

課、火災保険料等の各種保険料、電話使用料、

切手購入費、修繕料、政治資金監査報酬その

他これらに類する経費で、事務所の維持に通

常必要とされるもの。

項目 項目別区分小分類の例 内容

 
 
 
 
 
 
 
２

政

治

活

動

費 

組織活動費

 
組織対策費、大会費、行事費、渉

外費、交際費など（選挙に関する

ものを除く。） 

 
当該政治団体の組織活動に要する経費

（選挙に関するものを除く。）で、例え

ば、当該団体の大会費・行事費（臨時に

会費等を徴収しないで実施したもの）、

組織対策費（当該団体の日常の政治活

動を行う上で要する経費）、渉外費（他

団体との交渉、意見交換の経費、パーテ

ィーの会費など）、交際費（慶弔等の儀

礼的に支出する経費など）など。 
 

選挙関係費

 
公認推薦料、陣中見舞、選挙対策

費など 

 
選挙に関して支出される経費で、例え

ば、公認料・推薦料や陣中見舞として候

補者又は出納責任者に寄附したもの。

その他選挙に関して行われる政治活動

に要する経費（選挙時の確認団体の政

治活動費等）の類をいう。政治団体への

寄附は、政治活動に関する寄附として、

「⑸寄附・交付金」に区分される。 
 

機

関

そ誌

の紙

他の

の発

事行

業

ア 機関紙誌の

発行事業費

 
材料費、印刷費、荷造発送費、原

稿料、発行事業従事者の給与な

ど 

 
材料費、印刷費、荷造発送、原稿料、機

関紙誌の発行事業に従事する者に支払

われる給与、その他機関紙誌の発行に

要する経費の類をいう。 
 

 
イ 宣伝事業費 

 
遊説費、新聞・テレビ・ラジオの

広告費、ポスター・パンフレット

の作成費、宣伝用自動車の購入・

維持費など 

 
機関紙誌の発行以外の政策の普及宣伝

に要する経費（選挙に関するものを除

く。）で、例えば、遊説費、新聞・ラジ

オ・テレビ等の広告料、ポスター・ビラ・

パンフレット・団体の看板等の作成費、

ホームページ関係費、宣伝用自動車の

購入費用・維持費の類をいう。 
 

 
ウ 政治資金パ

ーティー開

催事業費 

 
会場借上費、記念品代、講演諸経

費パーティ名、事業名など 

 
政治資金パーティーの開催に要した経

費をいい、例えば、会場借上費、記念品

代、講演者への謝礼等の講演会に要し

た経費などでパーティー毎に別葉にま

とめる。 
 

 
エ その他の事

業費 

 
新年会・忘年会開催費、講演会開

催費、バザー開催費、バス旅行会

開催費など 

 
会費や売上など「３機関紙誌の発行そ

の他の事業による収入」に掲げた事業

に要した経費で、ア、イ、ウ以外の事業

について事業毎に別葉にまとめる（催

した事業のために会費を徴収したも

の）。 
 

調査研究費

 
研修会費、資料費、書籍購入費な

ど 

 
政治活動のために行う調査研究に要す

る経費で、例えば、研修会費、資料費、

書籍購入費、翻訳代の類をいう。 
 

寄附・交付金

 
寄附、交付金、会費など 

 
当該団体以外の政治団体等への政治活

動に関する寄附・会費・賛助金、当該政

治団体の本部又は支部の関係にある団

体間（政党を含む。）で、本部又は支部

に供与した交付金、会費、負担金の類を

いう。 
選挙に関して候補者（又は出納責任者）

に支出される経費は、「⑵選挙関係費」

である。 
 

その他の経費

 
借入金返済、貸付金など 

 
上記⑴～⑸に分類できない政治活動に

要する経費で、例えば、借入金の返済、

貸付金及び労務等の無償提供による寄

附を受けた場合の収入に対応する「金

銭以外のものによる寄附相当分」の類

をいう。 
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機

関

そ誌

の紙

他の

の発

事行

業

ア 機関紙誌の

発行事業費

 
材料費、印刷費、荷造発送費、原

稿料、発行事業従事者の給与な

ど 

 
材料費、印刷費、荷造発送、原稿料、機

関紙誌の発行事業に従事する者に支払

われる給与、その他機関紙誌の発行に

要する経費の類をいう。 
 

 
イ 宣伝事業費 

 
遊説費、新聞・テレビ・ラジオの

広告費、ポスター・パンフレット

の作成費、宣伝用自動車の購入・

維持費など 

 
機関紙誌の発行以外の政策の普及宣伝

に要する経費（選挙に関するものを除

く。）で、例えば、遊説費、新聞・ラジ

オ・テレビ等の広告料、ポスター・ビラ・

パンフレット・団体の看板等の作成費、

ホームページ関係費、宣伝用自動車の

購入費用・維持費の類をいう。 
 

 
ウ 政治資金パ

ーティー開

催事業費 

 
会場借上費、記念品代、講演諸経

費パーティ名、事業名など 

 
政治資金パーティーの開催に要した経

費をいい、例えば、会場借上費、記念品

代、講演者への謝礼等の講演会に要し

た経費などでパーティー毎に別葉にま

とめる。 
 

 
エ その他の事

業費 

 
新年会・忘年会開催費、講演会開

催費、バザー開催費、バス旅行会

開催費など 

 
会費や売上など「３機関紙誌の発行そ

の他の事業による収入」に掲げた事業

に要した経費で、ア、イ、ウ以外の事業

について事業毎に別葉にまとめる（催

した事業のために会費を徴収したも

の）。 
 

調査研究費

 
研修会費、資料費、書籍購入費な

ど 

 
政治活動のために行う調査研究に要す

る経費で、例えば、研修会費、資料費、

書籍購入費、翻訳代の類をいう。 
 

寄附・交付金

 
寄附、交付金、会費など 

 
当該団体以外の政治団体等への政治活

動に関する寄附・会費・賛助金、当該政

治団体の本部又は支部の関係にある団

体間（政党を含む。）で、本部又は支部

に供与した交付金、会費、負担金の類を

いう。 
選挙に関して候補者（又は出納責任者）

に支出される経費は、「⑵選挙関係費」

である。 
 

その他の経費

 
借入金返済、貸付金など 

 
上記⑴～⑸に分類できない政治活動に

要する経費で、例えば、借入金の返済、

貸付金及び労務等の無償提供による寄

附を受けた場合の収入に対応する「金

銭以外のものによる寄附相当分」の類

をいう。 
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様式（その ） （経常経費（人件費を除く。）の内訳）

※国会議員関係政治団体及び資金管理団体のみ必要

事務所の机購入 ５ ０ ０ ０ ０ ○○事務販売 ○○市◇丁目×－△△

ガソリン代 ５ ０ ０ ０ ０ ○○石油販売 △△市◇丁目×－○

自動車修理代金 １０ ０ ０ ０ ０ ○○自動車 □□市◇丁目×－○

２ ０００００

４５００００

６５００００

備品・消耗品費

① 様式（その１３）の支出項目ごとに分類し、「項目別区分」欄に、「光熱水費」、「備品・消耗品費」、「事務

所費」というように項目別の区分を記載し、それぞれ別葉とすること。

② 国会議員関係政治団体でなかった期間、又は資金管理団体として指定されていなかった期間に行った支

出については記載を要しないこと。

③ １件あたりの金額が５万円以上（国会議員関係政治団体にあっては１件あたりの金額が１万円を超える。

以下同じ。）の支出について、その支出を受けた者の氏名及び住所（団体にあっては、その名称及び主たる

事務所の所在地）並びに支出の目的・金額及び年月日を記載すること。また、５万円以上（１万円を超え

る）の支出については、必ず領収書の写しを添付すること（領収書を徴し難かった支出については、領収書

を徴し難かった支出の明細書を作成し、提出すること）。

④ 「その他の支出」欄には、１件あたりの金額が５万円未満（国会議員関係政治団体にあっては１万円以

下）の支出を一括してその合計金額を記載すること。

様式（その ） （政治活動費の内訳）

共通事項

ア 「政治活動費」の内訳であり、様式（その１３）の支出項目を適宜小分類し、記載すること。ま

た、小分類したものごとに別葉とすること。

イ １件あたりの金額が５万円以上（国会議員関係政治団体にあっては１件あたり１万円を超える

もの（以下同じ））の支出について、その支出を受けた者の氏名及び住所（団体にあっては、その

名称及び主たる事務所の所在地）並びに支出の目的・金額及び年月日を記載すること。

また、５万円以上（１万円を超える）の支出については、必ず領収書の写しを添付すること（領

収書を徴し難かった支出については、領収書を徴し難かった支出の明細書を作成し、提出するこ

と。）。

ウ 「項目別区分」欄には、「組織活動費（大会費）」というように小分類した費目まで記載すること

（小分類については、（その１３）の分類基準参照、ただし政治資金パーティーについては、これ

によらず、パーティーごとに分類すること。）。

また、「支出の目的」欄には、当該支出の目的を「会場借上費」、「弁当代」というように具体的

に記載すること。

エ 「その他の支出」欄には、１件あたりの金額が５万円未満（国会議員関係政治団体にあっては１

件１万円以下のもの）の支出を一括してその合計金額を記載すること。

１２ ０ ０ ０ ０ ○□弁当 ○○市□丁目△

１ ４ ０ ０ ０ ０ △△ホテル □□市○丁目××

８８ ０ ０ ０ ０ ○○印刷有限会社 ○○市◇丁目×－△△

６ ２ ０ ０ ０ ▽▽郵便局 □□市○丁目◇－×

趣意書印刷
〃 発送

組織活動費 組織対策費

１ ２ ５ ２ ０ ０ ０

１ ２ ７ ２ ０ ０ ０
２ ０ ０ ０ ０

会議飲み物代 ５ ０ ０ ０ ０ □□商店 △△市□丁目○―○○

会議弁当代

会議室使用料
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様式（その ） （政治活動費の内訳）

共通事項

ア 「政治活動費」の内訳であり、様式（その１３）の支出項目を適宜小分類し、記載すること。ま

た、小分類したものごとに別葉とすること。

イ １件あたりの金額が５万円以上（国会議員関係政治団体にあっては１件あたり１万円を超える

もの（以下同じ））の支出について、その支出を受けた者の氏名及び住所（団体にあっては、その

名称及び主たる事務所の所在地）並びに支出の目的・金額及び年月日を記載すること。

また、５万円以上（１万円を超える）の支出については、必ず領収書の写しを添付すること（領

収書を徴し難かった支出については、領収書を徴し難かった支出の明細書を作成し、提出するこ

と。）。

ウ 「項目別区分」欄には、「組織活動費（大会費）」というように小分類した費目まで記載すること

（小分類については、（その１３）の分類基準参照、ただし政治資金パーティーについては、これ

によらず、パーティーごとに分類すること。）。

また、「支出の目的」欄には、当該支出の目的を「会場借上費」、「弁当代」というように具体的

に記載すること。

エ 「その他の支出」欄には、１件あたりの金額が５万円未満（国会議員関係政治団体にあっては１

件１万円以下のもの）の支出を一括してその合計金額を記載すること。

１２ ０ ０ ０ ０ ○□弁当 ○○市□丁目△

１ ４ ０ ０ ０ ０ △△ホテル □□市○丁目××

８８ ０ ０ ０ ０ ○○印刷有限会社 ○○市◇丁目×－△△

６ ２ ０ ０ ０ ▽▽郵便局 □□市○丁目◇－×

趣意書印刷
〃 発送

組織活動費 組織対策費

１ ２ ５ ２ ０ ０ ０

１ ２ ７ ２ ０ ０ ０
２ ０ ０ ０ ０

会議飲み物代 ５ ０ ０ ０ ０ □□商店 △△市□丁目○―○○

会議弁当代

会議室使用料
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２ ０ ０ ０ ０ ０ 甲海 三郎 ○○市◇丁目×－△△

３ ０ ０ ０ ０ ０ 丙田 五郎 □□郡○○町◇◇番地

陣中見舞い
推薦料

選挙関係費

５ ０ ０ ０ ０ ０
５ ０ ０ ０ ０

６ ０ ０ ０ ０ 丁川 六子 □□県○○市◇丁目×－△△

１ ５ ０ ０ ０ ０ △△印刷株式会社 □□市○丁目◇－×

原稿料

印刷費

ア．機関紙誌等の発行事業費 ○○機関紙発行費

２ １ ０ ０ ０ ０

２ １ ０ ０ ０ ０
０

５ ５ ０ ０ ０ ０

１ ０ ０ ０ ０ ０ 甲谷七郞後援会 △△市○丁目◇－×

１ ０ ０ ０ ０ ０ 乙川八郞後援会 ××郡○○町◇□番地

１ ４ ５ ０ ０ ０ □□□会場 ○○市◇丁目×－△△会場借上費

３ ４ ５ ０ ０ ０

５ ０ ０ ０

寄附
寄附

寄附・交付金 寄附

３ ０ ０ ０ ０ ０

３ ０ ０ ０ ０ ０
０

３ ５ ０ ０ ０ ０

ウ．政治資金パーティー開催事業費 月 日□□□会場山梨太郎を励ます会

講師謝礼 ５ ０ ０ ０ ０ ▽▽○○ □□市○丁目◇－×

寄附

１ ０ ０ ０ ０ ０ △□を支援する会 □□市○丁目◇－×

案内印刷代 １０ ０ ０ ０ ０ ○○○出版 △市□□丁目○□

食事代 ５ ０ ０ ０ ０ □□□会場 ○○市◇丁目×－△△
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１ ０ ０ ０ ０ ０ 甲谷七郞後援会 △△市○丁目◇－×

１ ０ ０ ０ ０ ０ 乙川八郞後援会 ××郡○○町◇□番地

１ ４ ５ ０ ０ ０ □□□会場 ○○市◇丁目×－△△会場借上費

３ ４ ５ ０ ０ ０

５ ０ ０ ０

寄附
寄附

寄附・交付金 寄附

３ ０ ０ ０ ０ ０

３ ０ ０ ０ ０ ０
０

３ ５ ０ ０ ０ ０

ウ．政治資金パーティー開催事業費 月 日□□□会場山梨太郎を励ます会

講師謝礼 ５ ０ ０ ０ ０ ▽▽○○ □□市○丁目◇－×

寄附

１ ０ ０ ０ ０ ０ △□を支援する会 □□市○丁目◇－×

案内印刷代 １０ ０ ０ ０ ０ ○○○出版 △市□□丁目○□

食事代 ５ ０ ０ ０ ０ □□□会場 ○○市◇丁目×－△△
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様式（その ） （本部又は支部に対して供与した交付金に係る支出の内訳）

※該当となる支出がある場合は提出が必要

支部交付金 １０００００ ○○党□□支部 ○○市◇◇一丁目△番□号

支部交付金

２０００００
２０００００

１０００００ ○○党□□支部 ○○市◇◇一丁目△番□号

当該政治団体の本部又は支部に対して供与した交付金に係る支出について、（その１３）の支出項目ごとに、

その本部又は支部の名称及び主たる事務所の所在地並びに当該交付金の金額及び供与した年月日を記載するこ

と（（その１４、１５）のうち、該当するものを再掲する）。

寄附・交付金 交付金

支部交付金

支部交付金 １０００００ ○○党□□支部 ○○市◇◇一丁目△番□号

１ ０ ００００ ○○党□□支部 ○○市◇◇一丁目△番□号

本部又は支部への交付金がある場合は、この様式のほかに（その１６）を提出すること（内容はこの様式の再掲）。

様式（その ） （資産等の総括表）※必ず提出

当該政治団体が、１２月３１日において有する資産等の項目ごとの有無について「□」内に「✓」を

記入する（収支が「０」の団体にあっても必ず記載すること。）。

様式（その ） （資産等の項目別内訳）

① 様式（その１７）において「有」とした資産等について、次の例により項目別に、それぞれの資

産等の価額等を記載すること。なお、「項目別区分」欄には「土地」、「建物」というように様式（そ

の１７）の該当する項目を記載し、それぞれの区分ごとに別葉とすること。

② 各資産等の記載方法は、次のとおりである。

資産項目 記載方法

土地 所在、面積、取得の価額及び取得年月日を記載するものとし、所在を

「摘要」欄に、面積を「備考」欄に記載すること。 
建物 所在、床面積、取得の価額及び取得年月日を記載するものとし、所在

を「摘要」欄に、床面積を「備考」欄に記載すること。 
建物の所有を

目的とする地

上権又は土地

の賃借権 

当該権利に係る土地の所在、面積、権利の取得の価額及び取得年月日

を記載するものとし、所在及び地上権又は賃借権を「摘要」欄に、面積

を「備考」欄に記載すること。 

動産 取得の価額が１００万円を超える動産については、品目、数量、取得

の価額及び取得年月日を記載するものとし、品目を「摘要」欄に、数量

を「備考」欄に記載すること。 
預金又は貯金 残高を記載するものとし、「摘要」欄には「残高」と記載すること。

（年月日の記載は不要） 
金銭信託 信託している金銭の額及び信託の設定年月日を記載するものとし、

「摘要」欄には、「金銭信託」と記載すること。 
有価証券 種類、銘柄、数量、取得の価額及び取得年月日を記載するものとし、

種類を「摘要」欄に、銘柄及び数量を「備考」欄に記載すること。 
出資による権

利 
出資先、出資先ごとの金額及び出資年月日を記載するものとし、出資

先を「摘要」欄に記載すること。 
貸付金 貸付先ごとの残高が１００万円を超える貸付金については、貸付先及

び貸付先ごとの残高を記載するものとし、貸付先を「摘要」欄に記載す

ること。 
敷金 支払われた金額が１００万円を超える敷金については、支払先、敷金

の額及び支払年月日を記載するものとし、支払先を「摘要」欄に記載す

ること。 
施設の利用に

関する権利 
取得の価額が１００万円を超える施設の利用に関する権利について

は、種類、対象となる施設の名称、取得の価額及び取得年月日を記載す

るものとし、種類を「摘要」欄に、施設の名称を「備考」欄に記載する

こと。 
借入金 借入先ごとの残高が１００万円を超える借入金については、借入先及

び借入先ごとの残高を記載するものとし、借入先を「摘要」欄に記載す

ること。 
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様式（その ） （資産等の総括表）※必ず提出

当該政治団体が、１２月３１日において有する資産等の項目ごとの有無について「□」内に「✓」を

記入する（収支が「０」の団体にあっても必ず記載すること。）。

様式（その ） （資産等の項目別内訳）

① 様式（その１７）において「有」とした資産等について、次の例により項目別に、それぞれの資

産等の価額等を記載すること。なお、「項目別区分」欄には「土地」、「建物」というように様式（そ

の１７）の該当する項目を記載し、それぞれの区分ごとに別葉とすること。

② 各資産等の記載方法は、次のとおりである。

資産項目 記載方法

土地 所在、面積、取得の価額及び取得年月日を記載するものとし、所在を

「摘要」欄に、面積を「備考」欄に記載すること。 
建物 所在、床面積、取得の価額及び取得年月日を記載するものとし、所在

を「摘要」欄に、床面積を「備考」欄に記載すること。 
建物の所有を

目的とする地

上権又は土地

の賃借権 

当該権利に係る土地の所在、面積、権利の取得の価額及び取得年月日

を記載するものとし、所在及び地上権又は賃借権を「摘要」欄に、面積

を「備考」欄に記載すること。 

動産 取得の価額が１００万円を超える動産については、品目、数量、取得

の価額及び取得年月日を記載するものとし、品目を「摘要」欄に、数量

を「備考」欄に記載すること。 
預金又は貯金 残高を記載するものとし、「摘要」欄には「残高」と記載すること。

（年月日の記載は不要） 
金銭信託 信託している金銭の額及び信託の設定年月日を記載するものとし、

「摘要」欄には、「金銭信託」と記載すること。 
有価証券 種類、銘柄、数量、取得の価額及び取得年月日を記載するものとし、

種類を「摘要」欄に、銘柄及び数量を「備考」欄に記載すること。 
出資による権

利 
出資先、出資先ごとの金額及び出資年月日を記載するものとし、出資

先を「摘要」欄に記載すること。 
貸付金 貸付先ごとの残高が１００万円を超える貸付金については、貸付先及

び貸付先ごとの残高を記載するものとし、貸付先を「摘要」欄に記載す

ること。 
敷金 支払われた金額が１００万円を超える敷金については、支払先、敷金

の額及び支払年月日を記載するものとし、支払先を「摘要」欄に記載す

ること。 
施設の利用に

関する権利 
取得の価額が１００万円を超える施設の利用に関する権利について

は、種類、対象となる施設の名称、取得の価額及び取得年月日を記載す

るものとし、種類を「摘要」欄に、施設の名称を「備考」欄に記載する

こと。 
借入金 借入先ごとの残高が１００万円を超える借入金については、借入先及

び借入先ごとの残高を記載するものとし、借入先を「摘要」欄に記載す

ること。 
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残高 １ ０ ０ ０ ０ ０ ０

預金又は貯金

△○銀行□×支店 １ ５ ０ ０ ０ ０ ０

借入金

様式（その ） （不動産の利用の現況）

様式（その ） （宣誓書）※必ず提出

当該政治団体の会計責任者が記名押印又は署名し、作成日を記入すること。

代表者については、解散時のみ記名押印又は署名すること。

○ ○

山梨太郎後援会

乙山 花子

乙
山

※ 本人署名の場合は押印不要

資金管理団体については、その有する資産等のうち不動産（様式（その１７）のアからウまでの資産をいう。）

の利用の現況について項目別に分類したうえで記載すること。

なお、「項目別区分」欄には、該当する項目を記載し、それぞれ別様とすること。
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様式（その ） （不動産の利用の現況）

様式（その ） （宣誓書）※必ず提出

当該政治団体の会計責任者が記名押印又は署名し、作成日を記入すること。

代表者については、解散時のみ記名押印又は署名すること。

○ ○

山梨太郎後援会

乙山 花子

乙
山

※ 本人署名の場合は押印不要

資金管理団体については、その有する資産等のうち不動産（様式（その１７）のアからウまでの資産をいう。）

の利用の現況について項目別に分類したうえで記載すること。

なお、「項目別区分」欄には、該当する項目を記載し、それぞれ別様とすること。
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収支報告書の添付書類について（規正法第１２条第２項、第１９条の１１、規正規則第９条）

領収書の写しを添付しなければならない経費の支出について、領収書を徴し難い事情があったとき

には、次の様式に明細等を記載し、提出すること。

領収書を徴し難かった支出の明細書

備考

１ この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ列４番とすること。

２ 会計責任者本人が提出する場合にあっては本人確認書類の提示又は提出を、その代理人が提出する場合にあっては当該代理人

の権限を証する書面及び本人確認書類の提示又は提出を行うこと。ただし、会計責任者本人の署名その他の措置を講ずる場合は、

この限りでない。

３ ｢支出の目的｣欄には、収支報告書記載要領 の例により分類して記載すること。

金融機関への振込みによる支出に係るものについては、この様式に金融機関が作成した振込みの明

細書の写しをもって、領収書等を徴し難かった支出の明細書に代えることができること。

振込明細書に係る支出目的書

※ 本人署名の場合は押印不要

寄附 １ ０ ０ ０ ０ ０

０

銀行振込のため。

山梨太郎後援会

乙山 花子 乙
山

寄附

会議飲み物代

政治団体の名称

会計責任者の氏名

５ ０ ０ ０ ０

０

参 考

「領収書等」と「払込金受領証」の取扱いについて

① 「領収書等」とは、支出の目的、金額及び年月日が記載されており、かつ直接の支出の相手方から
発行された書面とされている。

② 「払込金受領証」とは、金融機関、コンビニエンスストア等で払込みをした場合の受領証。支出の
目的、金額、年月日がすべて記載されている場合には、当該払込金受領証の写しを提出することに

なる。

③ 「払込金受領証」において、支出の金額及び年月日は記載されているが、支出の目的が記載されて
いない場合には、受領印を確認し、支払った場所に応じて、次のとおり当該書面の取扱いが異なる

ことに留意が必要。

○ 払込金受領証の取扱い

受領者

記載

金融機関（ゆうちょ銀行含む）

で支払った場合

コンビニエンスストアなど

金融機関以外で支払った場合

支出の目的が記載

されている場合

払込金受領証の写しの添付のみ

支出の目的が記載

されていない場合

① 会計責任者が当該払込金受領証の

余白に支出の目的を追記するか、

② 「支出目的書」の添付が必要

領収書等を徴し難かった支出の明細

書を作成

○ 例

払込金受領証 払込金受領証

 

受領 
○.○.○ 
○コンビニ 

出納済 
○.○.○ 
○銀行○支店 

 

①会計責任者が当該払込金受領

証の余白に支出の目的を追記す

るか、 

②「支出目的書」の添付が必要 

領収書等を徴し難かった

支出の明細書を作成 
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参 考

「領収書等」と「払込金受領証」の取扱いについて

① 「領収書等」とは、支出の目的、金額及び年月日が記載されており、かつ直接の支出の相手方から
発行された書面とされている。

② 「払込金受領証」とは、金融機関、コンビニエンスストア等で払込みをした場合の受領証。支出の
目的、金額、年月日がすべて記載されている場合には、当該払込金受領証の写しを提出することに

なる。

③ 「払込金受領証」において、支出の金額及び年月日は記載されているが、支出の目的が記載されて
いない場合には、受領印を確認し、支払った場所に応じて、次のとおり当該書面の取扱いが異なる

ことに留意が必要。

○ 払込金受領証の取扱い

受領者

記載

金融機関（ゆうちょ銀行含む）

で支払った場合

コンビニエンスストアなど

金融機関以外で支払った場合

支出の目的が記載

されている場合

払込金受領証の写しの添付のみ

支出の目的が記載

されていない場合

① 会計責任者が当該払込金受領証の

余白に支出の目的を追記するか、

② 「支出目的書」の添付が必要

領収書等を徴し難かった支出の明細

書を作成

○ 例

払込金受領証 払込金受領証

 

受領 
○.○.○ 
○コンビニ 

出納済 
○.○.○ 
○銀行○支店 

 

①会計責任者が当該払込金受領

証の余白に支出の目的を追記す

るか、 

②「支出目的書」の添付が必要 

領収書等を徴し難かった

支出の明細書を作成 
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政治資金監査報告書 ※国会議員関係政治団体のみ必要

国会議員関係政治団体の会計責任者は、収支報告書を提出するときは、あらかじめ、登録政治資金

監査人の監査を受け、登録政治資金監査人が作成した政治資金監査報告書を提出しなければなりませ

ん（規正法第第１９条の１３、第１９条の１４）。

なお、令和 年 月 日以降に提出する収支報告書から、会計責任者は、政治資金監査報告書もオ

ンラインで提出する必要があるため、登録政治資金監査人から電子署名を付与した政治資金監査報告

（電子データ）の交付を受けることが必要になりますのでご留意ください。

【「登録政治資金監査人」とは】

登録政治資金監査人とは、政治資金監査を行う者として、弁護士、公認会計士、税理士のうち総務省

の政治資金適正化委員会に登録された者をいいます。政治資金適正化委員会が行う政治資金に関する

研修を修了した登録政治資金監査人が、政治資金監査を行うこととされています。

無償提供を受けた場合について

Ｑ 労務や事務所の無償提供を受けた場合、寄附にあたりますか。また、寄附にあたる場合、収支

報告書にはどのように記載すればよいですか。

Ａ 法において「寄附」とは、「金銭、物品その他の財産上の利益の供与又は交付で、党費又は

会費その他債務の履行としてされるもの以外のもの」と定められており、労務や事務所の無償提

供を受けた場合、労務の対価や事務所の利用料相当分の「財産上の利益」が生じますので、利用

等の実態からその対価や利用料を支払うことが社会通念上相当であるようなときは、「寄附」に

あたります。

この場合、収支報告書には、これらを時価に見積もった金額を「寄附」として記載し、備考欄

に「無償提供」と記載して下さい。しかし、このままでは、法の会計帳簿や収支報告書が現金主

義を取っているにもかかわらず、これらの利益が永続的に収入（及び繰越額）に含まれてしまい

ますので同額を支出にも計上する必要があります。この場合、支出の項目は政治活動費の「その

他の経費」（様式（その ））とし、支出の目的欄には「金銭以外のものによる寄附相当分」と

記載し、金額欄に収入と同額を記載して下さい。また、この支出については、経理上の処理であ

るため、領収書等も徴すことができないと考えられますので、「徴難明細書」の領収書等を徴し

難かった事情に「無償提供のため」と記載し、対応することとなります。

なお、無償提供であっても「寄附」に該当する場合は、「法人その他の団体からの寄附」の禁

止など法の寄附制限の対象となります。

行番号 項　　　目 摘　　　要 金　　　額 年　月　日 領収書等を徴し難かった事情

領収書等を徴し難かった支出の明細書

支　出　の　目　的

○ 無償提供を受けた場合の記載例（事務所の無償提供）

① 収入

② 支出

③ 領収書等を徴し難かった支出の明細書

個 人

山田 太郎 １ ５ ０ ０ ０ ０ ○○市◇◇一丁目△番□号 会社役員

その他の経費 金銭以外のものによる寄附相当分

金銭以外のものによる

寄附相当分 １ ５ ０ ０ ０ ０ 山田 太郎 ○○市◇◇一丁目△番□号

金銭以外のもの

による寄附相当分
その他の経費 １ ５ ０ ０ ０ ０

 
無償提供のため

事務所

無償提供

事務所の無償提供を受けた場合、寄附の内訳（その７）に事務所の利用料相当分を時価に換算した金額を記載

し、備考欄に「事務所の無償提供」と記載すること。

①の収入は実際の収入ではないため、翌年への繰越額が実際の金額と不一致となる。

そのため、経理上の処理のため、支出に同額を計上する。

支出の項目は政治活動費のその他の経費（その１５）とし、支出の目的欄には「金銭以外のものによる寄附

相当分」と記入すること。

②の支出は金銭を伴わない支出であり、領収書等を徴することができないと考えられるため、

「領収書等を徴し難かった支出の明細書」（第１５号様式）を作成する。このとき、「領収書等を徴し難かった事

情」に「無償提供のため」と記載すること。

第１５号様式（第９条関係）
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行番号 項　　　目 摘　　　要 金　　　額 年　月　日 領収書等を徴し難かった事情

領収書等を徴し難かった支出の明細書

支　出　の　目　的

○ 無償提供を受けた場合の記載例（事務所の無償提供）

① 収入

② 支出

③ 領収書等を徴し難かった支出の明細書

個 人

山田 太郎 １ ５ ０ ０ ０ ０ ○○市◇◇一丁目△番□号 会社役員

その他の経費 金銭以外のものによる寄附相当分

金銭以外のものによる

寄附相当分 １ ５ ０ ０ ０ ０ 山田 太郎 ○○市◇◇一丁目△番□号

金銭以外のもの

による寄附相当分
その他の経費 １ ５ ０ ０ ０ ０

 
無償提供のため

事務所

無償提供

事務所の無償提供を受けた場合、寄附の内訳（その７）に事務所の利用料相当分を時価に換算した金額を記載

し、備考欄に「事務所の無償提供」と記載すること。

①の収入は実際の収入ではないため、翌年への繰越額が実際の金額と不一致となる。

そのため、経理上の処理のため、支出に同額を計上する。

支出の項目は政治活動費のその他の経費（その１５）とし、支出の目的欄には「金銭以外のものによる寄附

相当分」と記入すること。

②の支出は金銭を伴わない支出であり、領収書等を徴することができないと考えられるため、

「領収書等を徴し難かった支出の明細書」（第１５号様式）を作成する。このとき、「領収書等を徴し難かった事

情」に「無償提供のため」と記載すること。

第１５号様式（第９条関係）
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６ 寄附に関する制限

寄附の量的制限
量的制限には、総枠制限と個別制限があります。
金銭等によらない寄附（自動車、事務所、労務等の無償提供）も含めて寄附の量的制限が適用

されます。

① 総枠制限（規正法第２１条の３）
個人のする寄附の限度額は、政党及び政治資金団体に対しては、年間合わせて２千万円、そ
の他の政治団体及び公職の候補者等に対しては、年間１千万円と定められています。

会社、労働組合、その他の団体等のする寄附の限度額は、資本金や組合員数に応じて、政党
及び政治資金団体に対して年間合わせて７５０万円から１億円までとなっています。
政治団体のする寄附については、制限が設けられていません。

② 個別制限（規正法第２２条）
個人は、政党及び政治資金団体へは個別制限はありませんが、その他の政治団体へは年間  
１５０万円、政治家への寄附も年間１５０万円までと制限されています（選挙運動に関する金
銭等による寄附もこの範囲内となる）。
会社、労働組合、その他の団体は、政党及び政治資金団体への個別制限はありませんが、そ
の他の政治団体へは禁止されています。
政治家が指定している資金管理団体へ、政治家自身の自己資金を寄附する場合には、「総枠
制限」（１千万円）のみで、個別制限はありません。

平成１８年１月１日から、個々の政治団体（政党・政治資金団体を除く）間の寄附は、年間
５，０００万円以内に制限されています。

③ 総枠制限及び個別制限のないもの
次のものは、総枠制限及び個別制限の適用はありません。
ア 個々の政治団体（政党・政治資金団体を除く）間以外の政治団体のする寄附

（公職選挙法（以下「公選法」と言う。）第１９９条の５第１項但し書き）
また、政治家の後援会は、政治家の選挙区内の者に寄附することは一部の例外（政治団体、 
親族に対する寄附等）を除き禁止されています。
イ 特定寄附（規正法第２１条の３第４項、同法第２２条第３項）
特定寄附とは、政治家が政党から受けた政治活動に関する寄附を、自分の指定した資金 
管理団体へする寄附をいいます。

ウ 個人が遺贈によってする寄附（規正法第２１条の３第４項、同法第２２条第３項）

会社等の寄附の制限（規正法第２１条第１項）
会社、労働組合、職員団体その他の団体は、政党及び政治資金団体以外の者に対しては、政治
活動に関する寄附をすることができません。

政治家への寄附の禁止（規正法第２１条の２）
政党を除き、何人も政治家への金銭等（金銭及び有価証券）による寄附は原則として禁止され
ています。
物品等は、会社、労働組合、その他の団体を除き、年間の総枠・個別制限の範囲内で寄附でき
ます。
金銭等による政治家個人への寄附は、個人及び政治団体は選挙運動に関する金銭等による寄附

のみ可能です。従って、選挙運動に関するもの以外の金銭等による政治家個人への寄附は、政治
家本人の後援会であっても禁止されています。 
 
注 政党から公職の候補者個人に対してされる寄附の禁止

政党がする公職の候補者個人への政治活動（選挙運動を除く。）に関する金銭等による寄
附が禁止されます。（令和９年１月１日から適用） 

政党その他の政治団体への政治資金の流れ

個 

 

 

 

 

人 

Ａ枠

（政党・政治資金団体

に対する寄附の総枠）

年間合計 万円以内 

総枠の範囲内で 

個別制限なし 

  政      党 

政治資金団体 

総枠の範囲内で 

個別制限なし 

 Ａ枠

（政党・政治資金団体

に対する寄附の総枠）

年間合計 万円以内～

    １億円以内 

企

業 

・ 

労

働

組

合

等 

 

 

Ｂ枠

（政治団体・政治家に対

する寄附の総枠）

年間合計 万円以内 

年間 150万円以内 資金管理団体      禁止 

 一切禁止

（政治団体・政治家への

寄附は一切禁止）

  

年間 150万円以内 
その他の政治団体 禁止 

※ 個々の政治団体（政党・政治資金団体を除く）間の寄附は、年間５，０００万円以内。 H ～

公職の候補者（現職、候補者となろうとする者を含む）への政治資金の流れ 

個 

 

 

 

 

人 

Ａ枠 

（政党・政治資金団体

に対する寄附の総枠）

年間合計 万円以内 

 
 

政     党 
 

 Ａ枠

（政党・政治資金団体

に対する寄附の総枠）

年間合計 万円以内～

    １億円以内 

企

業 

 ・ 

労

働

組

合

等 

個別制限及び 

 総枠制限なし 

Ｂ枠

（政治団体・政治家に対

する寄附の総枠）

年間合計 万円以内  

年間 150万円以内                       

（金銭・有価証券によ 

政   治   家 

（公職の候補者） 

      禁止 

一切禁止

（政治団体・政治家への

寄附は一切禁止） 

る寄附は禁止※）  個別制限及び    （金銭・有価証券による 

総枠制限なし    寄附は禁止※） 

 その他の政治団体  

※物品等による寄附であればすることができる。また、選挙運動に関するもののみ、金銭等による寄附ができる。 

 
寄附の量的制限の概要 

寄附者 

 

 

受領者 

 個     人 会社・労働組合・職員団体・その他の団体 政  治  団  体 

  政党 その他の政治団体 

総枠制限 個別制限 総枠制限 個別制限 
総枠個別 

制限 

総枠 

制限 

個別 

制限 

政党・政治資金

団体 

年間 

2，000万円 
制限なし 

資本金・組合員数等 

(※4)に応じて 

年間 750万円～1億円 

制限なし 
制 

 

限 

 

な 

 

し 

  

制限なし 

資金管理団体 
年間 

1，000万円 

(※2) 

公職の候補者に

対するものは金

銭等に限り禁止

（※3） 

年間 

150万円(※1) 

禁     止 

 
年間 

5，000万円 資金管理団体以

外の政治団体 

年間 

150万円  

公職の候補者 

金銭等に限り禁

止(※3) 

年間 150万円 

金銭等に限り禁止(※3) 

その他は制限なし 

※１ 資金管理団体の届出をした公職の候補者が、その資金管理団体に対してする寄附については、個別制限がなく、総枠制限が限度となる。 

※２ 資金管理団体の届出をした公職の候補者が、その資金管理団体に対してする特定寄附については、制限はない。

※３ 選挙運動に関するものについては、金銭及び有価証券による寄附ができる。 

※４ その他の団体については、「前年における年間の経費の額」に応じて総枠制限がある。 

（注）個人の遺贈による寄附については、総枠制限及び個別制限は適用されない。 
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政党その他の政治団体への政治資金の流れ

個 

 

 

 

 

人 

Ａ枠

（政党・政治資金団体

に対する寄附の総枠）

年間合計 万円以内 

総枠の範囲内で 

個別制限なし 

  政      党 

政治資金団体 

総枠の範囲内で 

個別制限なし 

 Ａ枠

（政党・政治資金団体

に対する寄附の総枠）

年間合計 万円以内～

    １億円以内 

企

業 

・ 

労

働

組

合

等 

 

 

Ｂ枠

（政治団体・政治家に対

する寄附の総枠）

年間合計 万円以内 

年間 150万円以内 資金管理団体      禁止 

 一切禁止

（政治団体・政治家への

寄附は一切禁止）

  

年間 150万円以内 
その他の政治団体 禁止 

※ 個々の政治団体（政党・政治資金団体を除く）間の寄附は、年間５，０００万円以内。 H ～

公職の候補者（現職、候補者となろうとする者を含む）への政治資金の流れ 

個 

 

 

 

 

人 

Ａ枠 

（政党・政治資金団体

に対する寄附の総枠）

年間合計 万円以内 

 
 

政     党 
 

 Ａ枠

（政党・政治資金団体

に対する寄附の総枠）

年間合計 万円以内～

    １億円以内 

企

業 

 ・ 

労

働

組

合

等 

個別制限及び 

 総枠制限なし 

Ｂ枠

（政治団体・政治家に対

する寄附の総枠）

年間合計 万円以内  

年間 150万円以内                       

（金銭・有価証券によ 

政   治   家 

（公職の候補者） 

      禁止 

一切禁止

（政治団体・政治家への

寄附は一切禁止） 

る寄附は禁止※）  個別制限及び    （金銭・有価証券による 

総枠制限なし    寄附は禁止※） 

 その他の政治団体  

※物品等による寄附であればすることができる。また、選挙運動に関するもののみ、金銭等による寄附ができる。 

 
寄附の量的制限の概要 

寄附者 

 

 

受領者 

 個     人 会社・労働組合・職員団体・その他の団体 政  治  団  体 

  政党 その他の政治団体 

総枠制限 個別制限 総枠制限 個別制限 
総枠個別 

制限 

総枠 

制限 

個別 

制限 

政党・政治資金

団体 

年間 

2，000万円 
制限なし 

資本金・組合員数等 

(※4)に応じて 

年間 750万円～1億円 

制限なし 
制 

 

限 

 

な 

 

し 

  

制限なし 

資金管理団体 
年間 

1，000万円 

(※2) 

公職の候補者に

対するものは金

銭等に限り禁止

（※3） 

年間 

150万円(※1) 

禁     止 

 
年間 

5，000万円 資金管理団体以

外の政治団体 

年間 

150万円  

公職の候補者 

金銭等に限り禁

止(※3) 

年間 150万円 

金銭等に限り禁止(※3) 

その他は制限なし 

※１ 資金管理団体の届出をした公職の候補者が、その資金管理団体に対してする寄附については、個別制限がなく、総枠制限が限度となる。 

※２ 資金管理団体の届出をした公職の候補者が、その資金管理団体に対してする特定寄附については、制限はない。

※３ 選挙運動に関するものについては、金銭及び有価証券による寄附ができる。 

※４ その他の団体については、「前年における年間の経費の額」に応じて総枠制限がある。 

（注）個人の遺贈による寄附については、総枠制限及び個別制限は適用されない。 
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寄附の質的制限
次に掲げるものは、政治活動に関する寄附が禁止されています。

① 特定会社等の寄附の禁止（規正法第２２条の３）
ア 国又は地方公共団体から、補助金、負担金、利子補給その他の給付金の交付の決定を受け 
た会社その他の法人は、交付の決定を受けた日から１年間は政治活動に関する寄附をする 
ことができません。
イ 国又は地方公共団体から、資本金、基本金その他これに準ずるものの出資又は拠出を受 
けている会社その他の法人は、政治活動に関する寄附をすることができません。

ウ ア、イについて、国との関連のみを有する会社等は、地方公共団体の長及び議会の議員に 
関する団体に寄附することまでは禁止されていません。
同様に、地方公共団体との関連のみを有する会社等が、国会議員や当該地方公共団体以外 
の長及び議会の議員に関する団体に寄附することは禁止されません。
エ 何人も上記ア、イの規定の適用を受けるものであることを知りながら、その者に対して、 
政治活動に関する寄附をすることを勧誘し、要求してはなりません。
また、上記ア、イの規定に違反してされる寄附であることを知りながら寄附を受けること 
もできません。 

② 赤字会社の寄附の禁止（規正法第２２条の４）
３事業年度以上にわたり継続して欠損を生じている会社は、その欠損が埋められるまでの
間、政治活動に関する寄附ができません。

③ 外国人などからの寄附の受領禁止（規正法第２２条の５）
外国人・外国法人又はその主たる構成員が外国人若しくは外国法人である団体からの寄附を
受けることはできません（主たる構成員が外国人又は外国法人である日本法人のうち上場会社
であってその発行する株式が証券取引所において５年以上継続して上場されている者等から
の寄附を除く。）。また、令和９年１月１日から、外国人・外国法人等は、外国人・外国法人
等であること又は特例上場日本法人でないことについて、これを偽って政治活動に関する寄附
をすることはできません。 

④ 匿名寄附の禁止（規正法第２２条の６）
何人も、本人以外の名義又は匿名による政治活動に関する寄附はできません。ただし、匿名
の寄附について、街頭又は一般に公開される講演会などの会場において、政党又は政治資金団
体に対してする１千円以下のものは可能です。

寄附のあっせん等に関する制限

① 寄附のあっせんに係る威迫的行為の禁止（規正法第２２条の７第１項）
何人も、政治活動に関する寄附のあっせんをする場合、相手方に対して業務、雇用その他の
関係又は組織の影響力を利用して威迫する等不当にその意思を拘束するような方法での当該
寄附のあっせんに係る行為は禁止されています。

② 寄附をしようとする者の意思に反するチェック・オフの禁止（規正法第２２条の７第２項）
政治活動に関する寄附のあっせんをする者は、寄附をしようとする者の意思に反して、その
者の賃金、工賃、下請代金その他性質上これに類するものから、控除による方法で当該寄附を
集めることは禁止されています。

③ 公務員の地位利用による寄附等への関与等の制限（規正法第２２条の９）
国又は地方公共団体の一般職等の公務員は、その地位を利用して、政治活動に関する寄附を
求めたり、受けたり、他の者がする政治活動に関する寄附に関与することは禁止されています。
また、政治資金パーティーの対価の支払いに関しても同様の規制が設けられています。

※ この他に、公職選挙法の寄附禁止の規定（199条～200条）にも注意してください。 
 

渡切りの方法による支出の禁止等（規正法第８条の２の２）
政治団体の経費の支出は、当該政治団体の役職員又は構成員に対する渡切りの方法によっては、
することができないものとされています。 
政治資金の収支の報告に当たっては、真実の記載をしなければならず、収支の状況を明らかに
しないようにするため支出の相手方として政治団体の役職員又は構成員を記載する等政治活動の
公明の確保に支障を及ぼすような記載をしてはならないとされています。

〈参考〉公職選挙法による寄附の制限一覧

寄 附 を し て は な ら な い 者 禁  止  期  間 禁  止  の  内  容 

①国と請負その他特別の利益を伴う契約の当事者

公選法 条①

契約の当事者である間

衆議院議員及び参議院議員の選挙に関して

②地方公共団体と請負その他特別の利益を伴う契約

の当事者 公選法 条①
当該地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に関して

③国から利子補給金の交付を受け融資を行っている

者から融資を受けている会社その他の法人

公選法 条②
利子補給金の交付決定の通知を受けた

日から、現実に金額の給付のあった日か

ら起算して１年を経過した日までの間

衆議院議員及び参議院議員の選挙に関して

④地方公共団体から利子補給金の交付を受け融資を

行っている者から融資を受けている会社その他の法人

公選法 条②

当該地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に関して

⑤公職の候補者等

公選法 条の２
時期を問わず

当該選挙区内にある者に対して

例 外

政治団体に対してする場合（政治団体が後援団体である

ときは、⑨、⑩に掲げる期間は禁止される。）

公職の候補者等の親族に対してする場合

公職の候補者等が専ら政治上の主義又は施策を普及す

るため選挙区内で行う講習会その他の政治教育のための集

会に関し必要やむを得ない実費の補償（食事についての実費

の補償を除く）としてする場合

政治団体が後援団体であるときは、⑨、⑩に掲げる期間は禁

止される。

（この講習会等には参加者に対して饗応接待が行われるよ

うな集会は含まれないし、この講習会等が選挙区外で行われ

る場合も例外には当たらない。また、⑨、⑩に掲げる期間に

行われる場合も禁止される。）

⑥公職の候補者等がその役職員又は構成員である会

社その他の法人又は団体

公選法 条の３

時期を問わず

公職の候補者等の氏名を表示又は類推されるような方法

で、当該選挙区内にある者に対して

例 外 〔政治団体に対してする場合〕

⑦公職の候補者等の氏名又はその氏名が類推される

ような名称が表示されている会社、その他の法人又は

団体 公選法 条の４

当該選挙に関してその選挙区内にある者に対して

例 外 政治団体又は公職の候補者等に対してする場合

⑧後援団体（政治団体のうち、特定の公職の候補者

等の政治上の主義若しくは施策を支持し、又は特定の

公職の候補者等を推薦し、若しくは支持することがそ

の政治活動のうち主たるものであるもの）

公選法 条の５①

当該選挙区内にある者に対して

例 外

政治団体又は当該公職の候補者に対してする場合

団体の設立目的により行う行事や事業に関する寄附

（ ⑨、⑩に掲げる期間は禁止される。 また、花輪、供花、

香典、祝儀類も禁止される。）

⑨何人も

公選法 条の５②

・任期満了の日前 日

・解散の翌日

・選挙を行うべき事由が生じた旨選管が

告示した日の翌日

から当該選挙の投票日までの間

後援団体の集会（結成のための集会も含む。）、旅行行事

等において、当該選挙区内にある者に対して、饗応接待をし、

又は金銭、記念品、その他の物品を供与すること。

⑩公職の候補者等

公選法 条の５③
自己に係る後援団体（資金管理団体を除く。）に対して

（注） ⑤の場合、逆に何人も公職の候補者等に対して、公職の候補者等の選挙区内にある者に対する寄附を勧誘したり要求したりすることも禁止される。

（親族が公職の候補者等に要求する場合等は除く。）
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〈参考〉公職選挙法による寄附の制限一覧

寄 附 を し て は な ら な い 者 禁  止  期  間 禁  止  の  内  容 

①国と請負その他特別の利益を伴う契約の当事者

公選法 条①

契約の当事者である間

衆議院議員及び参議院議員の選挙に関して

②地方公共団体と請負その他特別の利益を伴う契約

の当事者 公選法 条①
当該地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に関して

③国から利子補給金の交付を受け融資を行っている

者から融資を受けている会社その他の法人

公選法 条②
利子補給金の交付決定の通知を受けた

日から、現実に金額の給付のあった日か

ら起算して１年を経過した日までの間

衆議院議員及び参議院議員の選挙に関して

④地方公共団体から利子補給金の交付を受け融資を

行っている者から融資を受けている会社その他の法人

公選法 条②

当該地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に関して

⑤公職の候補者等

公選法 条の２
時期を問わず

当該選挙区内にある者に対して

例 外

政治団体に対してする場合（政治団体が後援団体である

ときは、⑨、⑩に掲げる期間は禁止される。）

公職の候補者等の親族に対してする場合

公職の候補者等が専ら政治上の主義又は施策を普及す

るため選挙区内で行う講習会その他の政治教育のための集

会に関し必要やむを得ない実費の補償（食事についての実費

の補償を除く）としてする場合

政治団体が後援団体であるときは、⑨、⑩に掲げる期間は禁

止される。

（この講習会等には参加者に対して饗応接待が行われるよ

うな集会は含まれないし、この講習会等が選挙区外で行われ

る場合も例外には当たらない。また、⑨、⑩に掲げる期間に

行われる場合も禁止される。）

⑥公職の候補者等がその役職員又は構成員である会

社その他の法人又は団体

公選法 条の３

時期を問わず

公職の候補者等の氏名を表示又は類推されるような方法

で、当該選挙区内にある者に対して

例 外 〔政治団体に対してする場合〕

⑦公職の候補者等の氏名又はその氏名が類推される

ような名称が表示されている会社、その他の法人又は

団体 公選法 条の４

当該選挙に関してその選挙区内にある者に対して

例 外 政治団体又は公職の候補者等に対してする場合

⑧後援団体（政治団体のうち、特定の公職の候補者

等の政治上の主義若しくは施策を支持し、又は特定の

公職の候補者等を推薦し、若しくは支持することがそ

の政治活動のうち主たるものであるもの）

公選法 条の５①

当該選挙区内にある者に対して

例 外

政治団体又は当該公職の候補者に対してする場合

団体の設立目的により行う行事や事業に関する寄附

（ ⑨、⑩に掲げる期間は禁止される。 また、花輪、供花、

香典、祝儀類も禁止される。）

⑨何人も

公選法 条の５②

・任期満了の日前 日

・解散の翌日

・選挙を行うべき事由が生じた旨選管が

告示した日の翌日

から当該選挙の投票日までの間

後援団体の集会（結成のための集会も含む。）、旅行行事

等において、当該選挙区内にある者に対して、饗応接待をし、

又は金銭、記念品、その他の物品を供与すること。

⑩公職の候補者等

公選法 条の５③
自己に係る後援団体（資金管理団体を除く。）に対して

（注） ⑤の場合、逆に何人も公職の候補者等に対して、公職の候補者等の選挙区内にある者に対する寄附を勧誘したり要求したりすることも禁止される。

（親族が公職の候補者等に要求する場合等は除く。）
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７ 個人のする政治活動に関する寄附に対する課税上の優遇措置

租税特別措置法により、次の要件に該当する個人の寄附は、「特定寄附金」とみなされ、寄附金 
控除の対象となります（租税特別措置法第４１条の１８）。 

優遇措置の適用要件

  ① 適用団体

    個人のする寄附のうち次に掲げるものに限り適用があります。

  ア 次に掲げる団体に対する寄附

      ・政党（支部を含む。）
      ・政治資金団体（資金管理団体とは異なるので注意）
      ・政治上の主義・施策の推進・支持・反対を本来の目的とする団体で、国会議員が主宰するも 

の又はその主要な構成員が国会議員であるもの 
      ・特定の公職の候補者の推薦・支持・反対を本来の目的とする団体（後援団体）のうち、国会 

議員、県知事、県議の選挙における特定の候補者（当該候補者となろうとする者及び当該公 
職にある者を含む。）の推薦・支持を本来の目的とするもの。ただし、「被推薦書」及び「国

会議員関係政治団体に該当する旨の通知」の届出のない政治団体は、寄附金控除の対象とな

らない。また、当該者が公職にある者でない場合には、当該者が立候補した日の属する年と

その前年の２年間に限られる。 
      イ 国会議員、県知事、県議の選挙における公職の候補者の選挙運動に関する寄附

    ② 寄附者の氏名等の収支報告書による報告

        個人のする寄附について所得税の優遇措置の対象となる相手先の政治団体及び公職の候補

者は、上記の①の範囲のものに限られますが、優遇措置を受けるためには、寄附を受けた側

が規正法第１２条第１項・第１７条第１項の規定による収支報告書（政治団体収支報告書）

又は、公選法第１８９条の規定による収支報告書（選挙運動費用収支報告書）に寄附者の氏

名等の内訳を報告することが必要です。 

    ③ 適用除外

      ア 法の規定に違反する場合

          量的制限を超えてなされた寄附、他人名義の寄附等法の規定に違反するものは優遇措置の 
対象から除かれます。

      イ 寄附者に特別の利益が及ぶ場合

  上記①②の要件に該当するものであっても、寄附者に特別な利益が及ぶ場合は、対象とな
りません。どのようなケースが該当するかは、個別のケースに応じて税務署で判断されます

が、例えば、議員が自己の資金管理団体や後援会に寄附をする場合や議員がお互いに相手方

の後援会に寄附しあう場合などは、課税上の優遇措置の適用はありません。 

優遇措置を受けるための手続

      寄附者が課税上の優遇措置を受けようとするときの手続としては、寄附者が確定申告をするこ 
とと、確定申告に際して県選挙管理委員会（総務大臣届出団体の場合は総務大臣）が確認した「寄

附金控除のための書類」を添付することが必要です。

    この書類が確定申告に間に合わない場合には、とりあえずこの書類に代えて「寄附金の領収書 
（写）」を添付して申告し、後日この書類を寄附者が受けたとき速やかに税務署に提出してくださ 
い。

      なお、個人が特定の公職の候補者の後援団体等に対し寄附をした場合は「所得控除制度」のみ 
ですが、政党又は政治資金団体に対して寄附をした場合には「所得控除制度」と「税額控除制度」 
の選択ができます。詳細は、最寄りの税務署にお問い合わせください。 

８ 政治活動用事務所を表示する立札・看板の類の設置上の注意事項

立札・看板の類の総数の制限（公選法施行令第１１０条の５第１項）

選挙の種類によって、立札・看板の類の総数が次のように制限されています。

・候補者等又は後援団体の立札・看板の類の総数（本県の場合）

選 挙 の 種 類 候補者等（本人用） 後援団体用

衆議院議員（小選挙区） １０ １５

参議院議員（選挙区） １２ １８

山梨県知事 １２ １８

山梨県議会議員 ６ ６

市長・市議会議員 ６

町村長・町村議会議員 ４ ４

※ 同一の候補者等に係る後援団体が２以上あるときは、そのすべての団体を通じて上記の総数以内に限

られます。

※ 衆議院議員及び参議院議員の比例代表選出に係るものについては、総務省となります。

事務所ごとの立札・看板の類の数の制限（公選法第１４３条第１６項第１号）

・１つの事務所に掲示できる立札・看板の類は、候補者等（本人用）、後援団体用それぞれ２枚

以内です。

・看板等の両面を使用する場合は、１つの看板で２枚に数えます。

立札・看板の類の規格（公選法第１４３条第１７項）

・大きさ １５０ ×４０ 以内

（注）足をつける場合は、その足の部分を含みます。縦長、横長のいずれでもかまいません。

ビルの窓等に直接書く場合には、１５０ ×４０ 以内の枠を設ける必要があります。

あんどん形式のものや広告塔のようなものは、立札・看板の類とは認められないため設

置できません。

証票の貼付（公選法第１４３条第１７項）

事務所の立札・看板の類には、当該選挙を管理する選挙管理委員会の交付する証票を貼付しな

ければなりませんので、看板等を設置する場合は事前に関係の選挙管理委員会に証票の申請を

行ってください。

違法な設置

規格内の立札・看板の類で交付を受けた証票を貼付したものであっても、事務所の実態のない

場所に掲示してあるものや証票の有効期限が切れている証票を貼付したものは違反となりますの

で注意してください。

また、選挙運動期間前に掲示したものであれば、選挙期間中も掲示しておくことができますが、

選挙運動期間中に新たに掲示することはできません。

県選挙管理委員会 

市町村選挙管理委員会 
６ 
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８ 政治活動用事務所を表示する立札・看板の類の設置上の注意事項

立札・看板の類の総数の制限（公選法施行令第１１０条の５第１項）

選挙の種類によって、立札・看板の類の総数が次のように制限されています。

・候補者等又は後援団体の立札・看板の類の総数（本県の場合）

選 挙 の 種 類 候補者等（本人用） 後援団体用

衆議院議員（小選挙区） １０ １５

参議院議員（選挙区） １２ １８

山梨県知事 １２ １８

山梨県議会議員 ６ ６

市長・市議会議員 ６

町村長・町村議会議員 ４ ４

※ 同一の候補者等に係る後援団体が２以上あるときは、そのすべての団体を通じて上記の総数以内に限

られます。

※ 衆議院議員及び参議院議員の比例代表選出に係るものについては、総務省となります。

事務所ごとの立札・看板の類の数の制限（公選法第１４３条第１６項第１号）

・１つの事務所に掲示できる立札・看板の類は、候補者等（本人用）、後援団体用それぞれ２枚

以内です。

・看板等の両面を使用する場合は、１つの看板で２枚に数えます。

立札・看板の類の規格（公選法第１４３条第１７項）

・大きさ １５０ ×４０ 以内

（注）足をつける場合は、その足の部分を含みます。縦長、横長のいずれでもかまいません。

ビルの窓等に直接書く場合には、１５０ ×４０ 以内の枠を設ける必要があります。

あんどん形式のものや広告塔のようなものは、立札・看板の類とは認められないため設

置できません。

証票の貼付（公選法第１４３条第１７項）

事務所の立札・看板の類には、当該選挙を管理する選挙管理委員会の交付する証票を貼付しな

ければなりませんので、看板等を設置する場合は事前に関係の選挙管理委員会に証票の申請を

行ってください。

違法な設置

規格内の立札・看板の類で交付を受けた証票を貼付したものであっても、事務所の実態のない

場所に掲示してあるものや証票の有効期限が切れている証票を貼付したものは違反となりますの

で注意してください。

また、選挙運動期間前に掲示したものであれば、選挙期間中も掲示しておくことができますが、

選挙運動期間中に新たに掲示することはできません。

県選挙管理委員会 

市町村選挙管理委員会 
６ 
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９ 各種様式、記載例

頁

○ 政治団体設立届 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ４５

○ 被推薦書 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ４９

○ 一般的な後援団体の規約の例 ・・・・・・・・・・・・・・・・ ５１

○ 届出事項の異動届 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ５２

○ 政治団体解散届 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ５４

○ 政治団体支部解散届 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ５６

○ 資金管理団体指定届 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ５７

○ 〃 届出事項の異動届 ・・・・・・・・・・・・・・・ ５９

○ 〃 指定取消届 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ６１

○ 〃 でなくなった旨の届出 ・・・・・・・・・・・・・ ６３

○ 国会議員関係政治団体に該当する旨の通知 ・・・・・・・・・・ ６５

○ 〃 に該当しなくなった旨の通知・・・・・・・ ６７

○ 政党の状況等に関する届（政党支部用） ・・・・・・・・・・・ ６９

○ 支部証明書（政党支部用） ・・・・・・・・・・・・・・・・・ ７１

○ 政治活動用事務所を表示する看板等の証票交付申請書

（候補者等用、後援団体用） ・・・・・・・・・・・・・・・・ ７３

○ 寄附金（税額）控除のための書類 ・・・・・・・・・・・・・・ ７９

※ 各種届出及び報告をされる場合は、本様式を複写したものを使用していただいても差し支え

ありません。

なお、平成１０年１２月１１日に政省令が改正され、各様式における「政治団体印」は押印

する必要がなくなりました。また、代表者や会計責任者の氏名及び印の欄についても、本人が

署名した場合には押印する必要がなくなりました。

第１号様式（第１条関係）

令和　　　年　　　月　　　日

殿

政 治 団 体 の 名 称

事 務 所 の 所 在 地

代 表 者 の 氏 名

　政治資金規正法第６条第１項の規定により、下記のとおり届け出ます。

（ふりがな）

目 的 組織年月日

主 た る 活 動 区 域

（ふりがな）

氏　　　名

□　有

□　無

（ふりがな）

（ふりがな）

（ふりがな）

（ふりがな）

（ふりがな）

政 治 団 体 設 立 届

記

山 梨 県 選 挙 管 理 委 員 会

総 務 大 臣

（〒　　　　　）

（電話　　　　　　　　　　　）

代 表 者

会 計 責 任 者

生 年 月 日 選 任 年 月 日住 所 等

国 会 議 員 関 係 政 治 団 体

第 １ 項 第 ２ 号 に 係 る

政 治 資 金 規 正 法 第 １ ９ 条 の ７

国 会 議 員 関 係 政 治 団 体

第 １ 項 第 １ 号 に 係 る

主 た る 事 務 所
の 所 在 地

代表者である公職の候補者に係る公職の種類

課 税 上 の 優 遇 措 置 の
適 用 関 係 の 有 無

会 計 責 任 者 の
職 務 代 行 者

　大 ・ 昭 ・平

 　年　 月　 日

　令和　　年

　　　　月　　日

　大 ・ 昭 ・平

 　年　 月　 日

　令和　　年

　　　　月　　日

（〒　　　　　）

（電話　　　　　　　　　　　）

（〒　　　　　）

（電話　　　　　　　　　　　）

公職の候補者の氏名 公職の候補者に係る公職の種類

　大 ・ 昭 ・平

 　年　 月　 日

　令和　　年

　　　　月　　日

支 部 の 有 無
□　有

□　無

政 治 資 金 規 正 法 第 １ ９ 条 の ７

（〒　　　　　　　　）

　 （電話　　　　　　　　　　　）

国会議員関係政治団体の区分

　□政治資金規正法第１９条の７

　　第１項第１号に係る国会議員

　　関係政治団体

　別紙のとおり 　令和　　　年　　　月　　　日

　□政治資金規正法第１９条の７

　　第１項第２号に係る国会議員

　　関係政治団体

　□政治資金規正法第１９条の７

　　第１項第３号に係る国会議員

　　関係政治団体

名 称

政治団体の区分

　□政党

　□政党の支部

　□政治資金団体

　□政治資金規正法第１８条の２

　　第１項の規定による政治団体

　□その他の政治団体

　□その他の政治団体の支部

主宰する衆議院議員又は参議院議員の氏名 主宰する衆議院議員又は参議院議員に係る公職の種類

政 治 資 金 規 正 法 第 １ ９ 条 の ７

第 １ 項 第 ３ 号 に 係 る 主要な構成員である衆議院議員又は参議院議員の氏名 主要な構成員である衆議院議員又は参議院議員に係る公職の種類

国 会 議 員 関 係 政 治 団 体
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第１号様式（第１条関係）

令和　　　年　　　月　　　日

殿

政 治 団 体 の 名 称

事 務 所 の 所 在 地

代 表 者 の 氏 名

　政治資金規正法第６条第１項の規定により、下記のとおり届け出ます。

（ふりがな）

目 的 組織年月日

主 た る 活 動 区 域

（ふりがな）

氏　　　名

□　有

□　無

（ふりがな）

（ふりがな）

（ふりがな）

（ふりがな）

（ふりがな）

政 治 団 体 設 立 届

記

山 梨 県 選 挙 管 理 委 員 会

総 務 大 臣

（〒　　　　　）

（電話　　　　　　　　　　　）

代 表 者

会 計 責 任 者

生 年 月 日 選 任 年 月 日住 所 等

国 会 議 員 関 係 政 治 団 体

第 １ 項 第 ２ 号 に 係 る

政 治 資 金 規 正 法 第 １ ９ 条 の ７

国 会 議 員 関 係 政 治 団 体

第 １ 項 第 １ 号 に 係 る

主 た る 事 務 所
の 所 在 地

代表者である公職の候補者に係る公職の種類

課 税 上 の 優 遇 措 置 の
適 用 関 係 の 有 無

会 計 責 任 者 の
職 務 代 行 者

　大 ・ 昭 ・平

 　年　 月　 日

　令和　　年

　　　　月　　日

　大 ・ 昭 ・平

 　年　 月　 日

　令和　　年

　　　　月　　日

（〒　　　　　）

（電話　　　　　　　　　　　）

（〒　　　　　）

（電話　　　　　　　　　　　）

公職の候補者の氏名 公職の候補者に係る公職の種類

　大 ・ 昭 ・平

 　年　 月　 日

　令和　　年

　　　　月　　日

支 部 の 有 無
□　有

□　無

政 治 資 金 規 正 法 第 １ ９ 条 の ７

（〒　　　　　　　　）

　 （電話　　　　　　　　　　　）

国会議員関係政治団体の区分

　□政治資金規正法第１９条の７

　　第１項第１号に係る国会議員

　　関係政治団体

　別紙のとおり 　令和　　　年　　　月　　　日

　□政治資金規正法第１９条の７

　　第１項第２号に係る国会議員

　　関係政治団体

　□政治資金規正法第１９条の７

　　第１項第３号に係る国会議員

　　関係政治団体

名 称

政治団体の区分

　□政党

　□政党の支部

　□政治資金団体

　□政治資金規正法第１８条の２

　　第１項の規定による政治団体

　□その他の政治団体

　□その他の政治団体の支部

主宰する衆議院議員又は参議院議員の氏名 主宰する衆議院議員又は参議院議員に係る公職の種類

政 治 資 金 規 正 法 第 １ ９ 条 の ７

第 １ 項 第 ３ 号 に 係 る 主要な構成員である衆議院議員又は参議院議員の氏名 主要な構成員である衆議院議員又は参議院議員に係る公職の種類

国 会 議 員 関 係 政 治 団 体
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【後援会を新たに設立する場合】

第１号様式（第１条関係）

令和　●　年　１　月　７　日

殿

政 治 団 体 の 名 称 県庁一郎後援会

事 務 所 の 所 在 地 甲府市丸の内一丁目６番１号

代 表 者 の 氏 名 県庁　一郎

　政治資金規正法第６条第１項の規定により、下記のとおり届け出ます。

（ふりがな）

　　　けんちょういちろうこうえんかい

　　県　庁　一　郎　後　援　会

目 的 組織年月日

　　　　甲府市丸の内一丁目６番１号

主 た る 活 動 区 域

（ふりがな）

氏　　　名

けんちょう　いちろう

かい　はなこ

せんかん　たろう

□　有

□　無

（ふりがな）

（ふりがな）

（ふりがな）

（ふりがな）

（ふりがな）

政 治 団 体 設 立 届

総 務 大 臣

山 梨 県 選 挙 管 理 委 員 会

記

名 称

政治団体の区分

　□政党

　□政党の支部

　□政治資金団体

　□政治資金規正法第１８条の２

　　第１項第３号に係る国会議員

　　第１項の規定による政治団体

　□その他の政治団体

　□その他の政治団体の支部

国会議員関係政治団体の区分

　□政治資金規正法第１９条の７

　　第１項第１号に係る国会議員

　　関係政治団体

　□政治資金規正法第１９条の７

　　第１項第２号に係る国会議員

　　関係政治団体

　□政治資金規正法第１９条の７

　　関係政治団体

　別紙のとおり 　令和　　　年　　　月　　　日

主 た る 事 務 所
の 所 在 地

（〒　４００－８５０１　）

　 （電話　 　　）

　令和　●年

　　１月　５日甲斐　花子
甲府市城東▲丁目▲番▲号

（電話　055-▲▲▲-××■■　）

　　甲府市

住 所 等 生 年 月 日 選 任 年 月 日

（〒　 　） 　大 ・ 昭 ・平

●年　３月　３日

　令和　●年

　　１月　５日県庁　一郎
甲府市丸の内●丁目●番●号

（電話　055-●●●-■■▲▲　）

会 計 責 任 者

（〒　 　） 　大 ・ 昭 ・平

●年　５月　５日

代 表 者

会 計 責 任 者 の
職 務 代 行 者

（〒　 　） 　大 ・ 昭 ・平

●年　７月　７日

　令和　●年

　　１月　５日選管　太郎
甲府市国母■丁目■番■号

（電話　055-■■■-●●××　）

公職の候補者に係る公職の種類

第 １ 項 第 ２ 号 に 係 る

支 部 の 有 無
課 税 上 の 優 遇 措 置 の
適 用 関 係 の 有 無

□　有

□　無

政 治 資 金 規 正 法 第 １ ９ 条 の ７ 代表者である公職の候補者に係る公職の種類

政 治 資 金 規 正 法 第 １ ９ 条 の ７

第 １ 項 第 １ 号 に 係 る

国 会 議 員 関 係 政 治 団 体

政 治 資 金 規 正 法 第 １ ９ 条 の ７ 公職の候補者の氏名

国 会 議 員 関 係 政 治 団 体

主宰する衆議院議員又は参議院議員の氏名 主宰する衆議院議員又は参議院議員に係る公職の種類

第 １ 項 第 ３ 号 に 係 る 主要な構成員である衆議院議員又は参議院議員の氏名 主要な構成員である衆議院議員又は参議院議員に係る公職の種類

国 会 議 員 関 係 政 治 団 体

県
庁

政治団体の区分

　□政治資金規正法第１８条の２

　□政党

　□政党の支部

　□政治資金団体

　□政治資金規正法第１８条の２

　　第１項の規定による政治団体

　□その他の政治団体

　□その他の政治団体の支部

　□政党

　□政党の支部

　□その他の政治団体の支部

　　　　甲府市丸の内一丁目６番１号

　別紙のとおり

４００－８５０１

　別紙のとおり

務
　　　　甲府市丸の内一丁目６番１号

　別紙のとおり

（〒　

　　　　甲府市丸の内一丁目６番１号

４００－８５０１

　　　　甲府市丸の内一丁目６番１号

（ふりがな）

氏　　　名

けんちょう　いちろう

　　甲府市

【政党の支部を新たに設立する場合】

第１号様式（第１条関係）

令和　●　年　１　月　７　日

殿

政 治 団 体 の 名 称 県庁党甲府支部

事 務 所 の 所 在 地 甲府市丸の内一丁目６番１号

代 表 者 の 氏 名 山梨　次郎

　政治資金規正法第６条第１項の規定により、下記のとおり届け出ます。

（ふりがな）

　　　けんちょうとうこうふしぶ

　　県　庁　党　甲　府　支　部
　　（本部：県庁党）

目 的 組織年月日

　　　　甲府市丸の内一丁目６番１号

主 た る 活 動 区 域

（ふりがな）

氏　　　名

やまなし　じろう

せんきょ　はなみ

めいすい　さぶろう

□　有

□　無

（ふりがな）

（ふりがな）

（ふりがな）

（ふりがな）

（ふりがな）

政 治 団 体 設 立 届

総 務 大 臣

山 梨 県 選 挙 管 理 委 員 会

記

名 称

政治団体の区分

　□政党

　□政党の支部

　□政治資金団体

　□政治資金規正法第１８条の２

　　第１項第３号に係る国会議員

　　第１項の規定による政治団体

　□その他の政治団体

　□その他の政治団体の支部

国会議員関係政治団体の区分

　□政治資金規正法第１９条の７

　　第１項第１号に係る国会議員

　　関係政治団体

　□政治資金規正法第１９条の７

　　第１項第２号に係る国会議員

　　関係政治団体

　□政治資金規正法第１９条の７

　　関係政治団体

　別紙のとおり 　令和　●　年　１　月　５　日

主 た る 事 務 所
の 所 在 地

（〒　４００－８５０１　）

　 （電話　 　　）

　令和　●年

　　１月　５日選挙　花美
甲府市城東▲丁目▲番▲号

（電話　055-▲▲▲-××■■　）

　　　甲府市

住 所 等 生 年 月 日 選 任 年 月 日

（〒　400-0856　） 　大 ・ 昭 ・平

●年　２月１４日

　令和　●年

　　１月　５日山梨　次郎
甲府市伊勢●丁目●番●号

（電話　055-●●●-■■▲▲　）

会 計 責 任 者

（〒　 　） 　大 ・ 昭 ・平

●年１０月３１日

代 表 者

会 計 責 任 者 の
職 務 代 行 者

（〒　 　） 　大 ・ 昭 ・平

●年１２月２５日

　令和　●年

　　１月　５日明推　三郎
甲府市大里町■丁目■番■号

（電話　055-■■■-●●××　）

公職の候補者に係る公職の種類

第 １ 項 第 ２ 号 に 係 る

支 部 の 有 無
課 税 上 の 優 遇 措 置 の
適 用 関 係 の 有 無

□　有

□　無

政 治 資 金 規 正 法 第 １ ９ 条 の ７ 代表者である公職の候補者に係る公職の種類

政 治 資 金 規 正 法 第 １ ９ 条 の ７

第 １ 項 第 １ 号 に 係 る

国 会 議 員 関 係 政 治 団 体

政 治 資 金 規 正 法 第 １ ９ 条 の ７ 公職の候補者の氏名

国 会 議 員 関 係 政 治 団 体

主宰する衆議院議員又は参議院議員の氏名 主宰する衆議院議員又は参議院議員に係る公職の種類

第 １ 項 第 ３ 号 に 係 る 主要な構成員である衆議院議員又は参議院議員の氏名 主要な構成員である衆議院議員又は参議院議員に係る公職の種類

国 会 議 員 関 係 政 治 団 体

山
梨

政党の支部の場合、添付書類として規約の他に「政党の状況等に関

する届」（第 号様式）と「支部証明書」（第 号様式）が必要
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【政党の支部を新たに設立する場合】

第１号様式（第１条関係）

令和　●　年　１　月　７　日

殿

政 治 団 体 の 名 称 県庁党甲府支部

事 務 所 の 所 在 地 甲府市丸の内一丁目６番１号

代 表 者 の 氏 名 山梨　次郎

　政治資金規正法第６条第１項の規定により、下記のとおり届け出ます。

（ふりがな）

　　　けんちょうとうこうふしぶ

　　県　庁　党　甲　府　支　部
　　（本部：県庁党）

目 的 組織年月日

　　　　甲府市丸の内一丁目６番１号

主 た る 活 動 区 域

（ふりがな）

氏　　　名

やまなし　じろう

せんきょ　はなみ

めいすい　さぶろう

□　有

□　無

（ふりがな）

（ふりがな）

（ふりがな）

（ふりがな）

（ふりがな）

政 治 団 体 設 立 届

総 務 大 臣

山 梨 県 選 挙 管 理 委 員 会

記

名 称

政治団体の区分

　□政党

　□政党の支部

　□政治資金団体

　□政治資金規正法第１８条の２

　　第１項第３号に係る国会議員

　　第１項の規定による政治団体

　□その他の政治団体

　□その他の政治団体の支部

国会議員関係政治団体の区分

　□政治資金規正法第１９条の７

　　第１項第１号に係る国会議員

　　関係政治団体

　□政治資金規正法第１９条の７

　　第１項第２号に係る国会議員

　　関係政治団体

　□政治資金規正法第１９条の７

　　関係政治団体

　別紙のとおり 　令和　●　年　１　月　５　日

主 た る 事 務 所
の 所 在 地

（〒　４００－８５０１　）

　 （電話　 　　）

　令和　●年

　　１月　５日選挙　花美
甲府市城東▲丁目▲番▲号

（電話　055-▲▲▲-××■■　）

　　　甲府市

住 所 等 生 年 月 日 選 任 年 月 日

（〒　400-0856　） 　大 ・ 昭 ・平

●年　２月１４日

　令和　●年

　　１月　５日山梨　次郎
甲府市伊勢●丁目●番●号

（電話　055-●●●-■■▲▲　）

会 計 責 任 者

（〒　 　） 　大 ・ 昭 ・平

●年１０月３１日

代 表 者

会 計 責 任 者 の
職 務 代 行 者

（〒　 　） 　大 ・ 昭 ・平

●年１２月２５日

　令和　●年

　　１月　５日明推　三郎
甲府市大里町■丁目■番■号

（電話　055-■■■-●●××　）

公職の候補者に係る公職の種類

第 １ 項 第 ２ 号 に 係 る

支 部 の 有 無
課 税 上 の 優 遇 措 置 の
適 用 関 係 の 有 無

□　有

□　無

政 治 資 金 規 正 法 第 １ ９ 条 の ７ 代表者である公職の候補者に係る公職の種類

政 治 資 金 規 正 法 第 １ ９ 条 の ７

第 １ 項 第 １ 号 に 係 る

国 会 議 員 関 係 政 治 団 体

政 治 資 金 規 正 法 第 １ ９ 条 の ７ 公職の候補者の氏名

国 会 議 員 関 係 政 治 団 体

主宰する衆議院議員又は参議院議員の氏名 主宰する衆議院議員又は参議院議員に係る公職の種類

第 １ 項 第 ３ 号 に 係 る 主要な構成員である衆議院議員又は参議院議員の氏名 主要な構成員である衆議院議員又は参議院議員に係る公職の種類

国 会 議 員 関 係 政 治 団 体

山
梨

政党の支部の場合、添付書類として規約の他に「政党の状況等に関

する届」（第 号様式）と「支部証明書」（第 号様式）が必要

　□政党

　□政党の支部

　□政治資金団体

　□政治資金規正法第１８条の２

　　第１項の規定による政治団体

　□その他の政治団体

　□その他の政治団体の支部

国会議員関係政治団体の区分

　□政治資金規正法第１９条の７

　□政治資金団体

　　第１項の規定による政治団体

　□その他の政治団体

　□その他の政治団体の支部

　□政治資金規正法第１９条の７

　　第１項第１号に係る国会議員

　　関係政治団体

　□政治資金規正法第１９条の７

　□政治資金団体

　□政治資金規正法第１８条の２

　　第１項の規定による政治団体

　□その他の政治団体

　□その他の政治団体の支部

　　関係政治団体

　□政治資金規正法第１９条の７

　　第１項第２号に係る国会議員

組織年月日

　　　　甲府市丸の内一丁目６番１号　　　　甲府市丸の内一丁目６番１号

（ふりがな）

　別紙のとおり

４００－８５０１

甲府市

（〒　400-0856　

甲府市伊勢●丁目●番●号

域 　　　

者

（ふりがな）

氏　　　名氏　　　名

やまなし　じろうやまなし　じろう

せんきょ　はなみ

選挙　花美

山梨　次郎
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【国会議員関係政治団体（１号団体かつ２号団体）を新たに設立する場合】

第１号様式（第１条関係）

令和　●　年　１　月　７　日

殿

政 治 団 体 の 名 称 甲州春男後援会

事 務 所 の 所 在 地 甲府市丸の内一丁目６番１号

代 表 者 の 氏 名 甲州　春男

　政治資金規正法第６条第１項の規定により、下記のとおり届け出ます。

（ふりがな）

　　　こうしゅうはるおこうえんかい

　　甲　州　春　男　後　援　会

目 的 組織年月日

　　　　甲府市丸の内一丁目６番１号

主 た る 活 動 区 域

（ふりがな）

氏　　　名

こうしゅう　はるお

いんでん　なつえ

ふじさん　あきこ

□　有

□　無

衆議院議員（候補者等）

（ふりがな） こうしゅうはるお 　　衆議院議員（候補者等）

甲州　春男

（ふりがな）

（ふりがな）

（ふりがな）

（ふりがな）

政 治 団 体 設 立 届

総 務 大 臣

山 梨 県 選 挙 管 理 委 員 会

記

名 称

政治団体の区分

　□政党

　□政党の支部

　□政治資金団体

　□政治資金規正法第１８条の２

　　第１項第３号に係る国会議員

　　第１項の規定による政治団体

　□その他の政治団体

　□その他の政治団体の支部

国会議員関係政治団体の区分

　□政治資金規正法第１９条の７

　　第１項第１号に係る国会議員

　　関係政治団体

　□政治資金規正法第１９条の７

　　第１項第２号に係る国会議員

　　関係政治団体

　□政治資金規正法第１９条の７

　　関係政治団体

　別紙のとおり 　令和　●　年　１　月　５　日

主 た る 事 務 所
の 所 在 地

（〒　４００－８５０１　）

　 （電話　 　　）

　令和　●年

　　１月　５日印伝　夏江
甲府市貢川▲丁目▲番▲号

（電話　055-▲▲▲-××■■　）

　　　山梨県内

住 所 等 生 年 月 日 選 任 年 月 日

（〒　 　） 　大 ・ 昭 ・平

●年　３月２１日

　令和　●年

　　１月　５日甲州　春男
甲府市飯田●丁目●番●号

（電話　055-●●●-■■▲▲　）

会 計 責 任 者

（〒　 　） 　大 ・ 昭 ・平

●年　８月１３日

代 表 者

会 計 責 任 者 の
職 務 代 行 者

（〒　 　） 　大 ・ 昭 ・平

●年　９月２３日

　令和　●年

　　１月　５日富士山　秋子
甲府市塩部■丁目■番■号

（電話　055-■■■-●●××　）

公職の候補者に係る公職の種類

支 部 の 有 無
課 税 上 の 優 遇 措 置 の
適 用 関 係 の 有 無

□　有

□　無

政 治 資 金 規 正 法 第 １ ９ 条 の ７ 代表者である公職の候補者に係る公職の種類

第 １ 項 第 １ 号 に 係 る

国 会 議 員 関 係 政 治 団 体

政 治 資 金 規 正 法 第 １ ９ 条 の ７ 公職の候補者の氏名

国 会 議 員 関 係 政 治 団 体

第 １ 項 第 ２ 号 に 係 る

主宰する衆議院議員又は参議院議員に係る公職の種類

第 １ 項 第 ３ 号 に 係 る 主要な構成員である衆議院議員又は参議院議員の氏名 主要な構成員である衆議院議員又は参議院議員に係る公職の種類

国 会 議 員 関 係 政 治 団 体

政 治 資 金 規 正 法 第 １ ９ 条 の ７

主宰する衆議院議員又は参議院議員の氏名

甲
州

「国会議員関係政治団体に該当する旨の通知」（第 号様式）

の添付が必要

　□その他の政治団体

　□その他の政治団体の支部

国会議員関係政治団体の区分

　□政治資金規正法第１９条の７

　　第１項第１号に係る国会議員

　　関係政治団体

　□政治資金規正法第１９条の７

　　第１項第２号に係る国会議員

　□政治資金規正法第１９条の７

　　第１項第３号に係る国会議員

　□政治資金規正法第１９条の７

　　関係政治団体

　□政治資金規正法第１９条の７

　　第１項第２号に係る国会議員

　　関係政治団体

　□政治資金規正法第１９条の７

　　関係政治団体

●

　□政治資金規正法第１９条の７

　　第１項第１号に係る国会議員

　　関係政治団体

　□政治資金規正法第１９条の７

　　第１項第２号に係る国会議員

　　関係政治団体

　令和　組織年月日

　　　　甲府市丸の内一丁目６番１号

所

　）

甲府市飯田●丁目●番●号

055-●●●-■■▲▲

（ふりがな）

氏　　　名

こうしゅう　はるお

いんでん　なつえ

印伝　夏江
甲府市貢川▲丁目▲番▲号

055-▲▲▲-××■■

甲州　春男
甲府市飯田●丁目●番●号

055-●●●-■■▲▲

（〒　

甲府市塩部■丁目■番■号

者

いんでん　なつえ

印伝　夏江

ふじさん　あきこ

印伝　夏江

富士山　秋子

ふじさん　あきこ

□　有

□　無

富士山　秋子

 
 

第８号様式（第２条関係）

被 推 薦 書

令和 年 月 日

政治団体の名称

代表者の氏名 殿

公職の種類

氏 名 ㊞

住 所

私（私達）は、令和 年 月 日から貴団体の推薦（支持）を受けていま

す。

（備考）

１ この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ列４番とすること。

２ 「公職の種類」には、都道府県の議会の議員若しくは長又は指定都市の議会の議員若しくは長の

区分により、その職にある者にあつては「山梨県議会議員（現職）」、その職の候補者及び候補者と

なろうとする者にあつては「山梨県議会議員（候補者等）」の例により記載すること。

３ 「氏名」欄は、記名押印又は署名とし、署名は必ず本人が自署すること。

４ 被推薦者が多数の場合には、別紙として添付すること。

５ 公職の種類に異動があつた場合には、「公職の種類」に異動後の公職の種類及び異動年月日を「山

梨県議会議員（候補者等）（令和 年 月 日から）」の例により記載すること。
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第８号様式（第２条関係）

被 推 薦 書

令和 年 月 日

政治団体の名称

代表者の氏名 殿

公職の種類

氏 名 ㊞

住 所

私（私達）は、令和 年 月 日から貴団体の推薦（支持）を受けていま

す。

（備考）

１ この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ列４番とすること。

２ 「公職の種類」には、都道府県の議会の議員若しくは長又は指定都市の議会の議員若しくは長の

区分により、その職にある者にあつては「山梨県議会議員（現職）」、その職の候補者及び候補者と

なろうとする者にあつては「山梨県議会議員（候補者等）」の例により記載すること。

３ 「氏名」欄は、記名押印又は署名とし、署名は必ず本人が自署すること。

４ 被推薦者が多数の場合には、別紙として添付すること。

５ 公職の種類に異動があつた場合には、「公職の種類」に異動後の公職の種類及び異動年月日を「山

梨県議会議員（候補者等）（令和 年 月 日から）」の例により記載すること。
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第８号様式（第２条関係）

被 推 薦 書

令和 ●年 ６月 １日

政治団体の名称 選管政策フォーラム

代表者の氏名 甲山 太郎 殿

公職の種類 山梨県議会議員（現職）

（令和●年６月１日から）

氏 名 乙川 花子 ㊞

住 所 甲府市寿町●丁目●番●号

私（私達）は、令和 ●年 ４月 １日から貴団体の推薦（支持）を受けています。

（備考）

１ この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ列４番とすること。

２ 「公職の種類」には、都道府県の議会の議員若しくは長又は指定都市の議会の議員若しくは長の

区分により、その職にある者にあつては「山梨県議会議員（現職）」、その職の候補者及び候補者と

なろうとする者にあつては「山梨県議会議員（候補者等）」の例により記載すること。

３ 「氏名」欄は、記名押印又は署名とし、署名は必ず本人が自署すること。

４ 被推薦者が多数の場合には、別紙として添付すること。

５ 公職の種類に異動があつた場合には、「公職の種類」に異動後の公職の種類及び異動年月日を「山

梨県議会議員（候補者等）（令和 年 月 日から）」の例により記載すること。

乙
川

公職の種類の異動に伴い、「被推薦書」

を再度提出する場合、公職の種類の異

動年月日を記載すること。

・「政治団体設立届」に添付する場合、組織年月日と同じ日付を記載

・公職の種類の異動に伴い「被推薦書」を再度提出する場合、当初提出

した日付と同じ日付を記載

■ ■ ■ ■ ■ ■ 規 約

（名称）

第１条 本会は、■■■■■■と称する。

（事務所）

第２条 本会の事務所は、山梨県■■市（山梨県■■郡■■町）に置く。

（目的）

第３条 本会は、■■ ■■ 氏の政治活動を支援することを目的とする。

（事業）

第４条 本会の目的を達成するために、次の事業を行う。

一 研究会、講演会等の開催

二 会報等の発刊及び配布

三 ■■■■■■■■■■

四 会員相互の親睦を図る事業

五 その他本会の目的の達成のために必要な事業

（会員）

第５条 本会は、本会の目的に賛同し、入会申込書を提出した者をもって会員とする。

（役員）

第６条 本会に次の役員をおく。

一 会長 １名

二 副会長 ■名

三 幹事 ■名

四 会計責任者 １名

五 会計責任者の職務代行者 １名

六 監事 ■名

（役員の選出及び任期）

第７条 役員は、総会において選出する。

２ 役員の任期は、１年とする。ただし、再任を妨げない。

（会議）

第８条 本会の会議は、総会及び役員会とし、会長がこれを招集する。

２ 総会は、年１回開催する。ただし、必要がある場合には、臨時に開催するものとする。

３ 役員会は、必要に応じ開催する。

（経費）

第９条 本会の経費は、会費、寄附金その他の収入をもって充てる。

２ 本会の会費は、年■■■円とする。

（会計年度及び会計監査）

第 条 本会の会計年度は、毎年１月１日から１２月３１日までとする。

２ 会計責任者は、本会の経理につき年１回監事による監査を受け、その監査意見書を付

して総会に報告する。

（規約の改廃）

第 条 本規約の改廃は、総会において決定する。

（補則）

第 条 本規約の定めの無い事項については、役員会で決定する。

附 則

本規約は、令和■■年■■月■■日から実施する。

市町村名までで足りる。 

・肩書は入れない。

・戸籍名で記載する。

設立届の「組織年月日」及び各役員の「選

任年月日」と原則として一致します。 
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■ ■ ■ ■ ■ ■ 規 約

（名称）

第１条 本会は、■■■■■■と称する。

（事務所）

第２条 本会の事務所は、山梨県■■市（山梨県■■郡■■町）に置く。

（目的）

第３条 本会は、■■ ■■ 氏の政治活動を支援することを目的とする。

（事業）

第４条 本会の目的を達成するために、次の事業を行う。

一 研究会、講演会等の開催

二 会報等の発刊及び配布

三 ■■■■■■■■■■

四 会員相互の親睦を図る事業

五 その他本会の目的の達成のために必要な事業

（会員）

第５条 本会は、本会の目的に賛同し、入会申込書を提出した者をもって会員とする。

（役員）

第６条 本会に次の役員をおく。

一 会長 １名

二 副会長 ■名

三 幹事 ■名

四 会計責任者 １名

五 会計責任者の職務代行者 １名

六 監事 ■名

（役員の選出及び任期）

第７条 役員は、総会において選出する。

２ 役員の任期は、１年とする。ただし、再任を妨げない。

（会議）

第８条 本会の会議は、総会及び役員会とし、会長がこれを招集する。

２ 総会は、年１回開催する。ただし、必要がある場合には、臨時に開催するものとする。

３ 役員会は、必要に応じ開催する。

（経費）

第９条 本会の経費は、会費、寄附金その他の収入をもって充てる。

２ 本会の会費は、年■■■円とする。

（会計年度及び会計監査）

第 条 本会の会計年度は、毎年１月１日から１２月３１日までとする。

２ 会計責任者は、本会の経理につき年１回監事による監査を受け、その監査意見書を付

して総会に報告する。

（規約の改廃）

第 条 本規約の改廃は、総会において決定する。

（補則）

第 条 本規約の定めの無い事項については、役員会で決定する。

附 則

本規約は、令和■■年■■月■■日から実施する。

市町村名までで足りる。 

・肩書は入れない。

・戸籍名で記載する。

設立届の「組織年月日」及び各役員の「選

任年月日」と原則として一致します。 
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第11号様式（第４条関係）

令和　　　年　　　月　　　日

殿

政 治 団 体 の 名 称

事 務 所 の 所 在 地

代 表 者 の 氏 名

　届出事項に異動があったので、政治資金規正法第７条の規定により、下記のとおり届け出ます。

異 動 事 項 異動年月日

政治団体の名称

（〒　　　　　　　　）　電話（　　　　　　　　　　　）

主たる事務所の

所 在 地

区 分 氏 名

（〒　　　　　　　　）　電話（　　　　　　　　　　　）

（ふ りが な）

代 表 者

　生年月日　　大・昭・平　　　年　　　月　　　日

（〒　　　　　　　　）　電話（　　　　　　　　　　　）

（ふ りが な）

会 計 責 任 者

　生年月日　　大・昭・平　　　年　　　月　　　日

（〒　　　　　　　　）　電話（　　　　　　　　　　　）

（ふ りが な）

会計 責任 者の

職 務 代 行 者

　生年月日　　大・昭・平　　　年　　　月　　　日

　□　規約 □　主たる活動区域

そ の 他 　□　支部の有無 □　課税上の優遇措置

　□　その他（ 　　　　　　　）

（備考）

１　この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ列４番とすること。
２　代表者本人が届け出る場合にあつては本人確認書類の提示又は提出を、その代理人が届け出る場合にあつては当該代理人
　の権限を証する書面及び本人確認書類の提示又は提出を行うこと。ただし、代表者本人の署名その他の措置を講ずる場合
　は、この限りでない。
３　既に政治団体設立届を提出している政治団体が国会議員関係政治団体に該当することとなつた場合には、法第19条の７第
　１項第１号に係る国会議員関係政治団体にあつてはその代表者である公職の候補者に係る公職の種類を、同項第２号に係る
　国会議員関係政治団体にあつては同号の公職の候補者の氏名及び当該公職の候補者に係る公職の種類を、それぞれ異動事項
　に記載すること。
４　法第19条の７第１項第２号に係る国会議員関係政治団体が法第19条の８第２項の規定による通知を受け、当該国会議員関
　係政治団体に該当しなくなつた旨の届出をする場合には、当該通知に係る文書を併せて提出すること。
５　政治団体設立届の際に併せて提出した法第６条第２項に規定する綱領、党則、規約その他の政令で定める文書（法第18条
　の２第１項の規定による政治団体にあつては、開催計画書その他の政令で定める文書）のうち、令第５条第４号に掲げる文
　書の内容に異動があつた場合には、別紙に必要事項を記載の上、提出すること。それ以外の文書の内容に異動があつた場合
　には、異動後の文書を提出すること。

内 容

新 　令和　　年

　　　　月　　日旧

届 出 事 項 の 異 動 届

総 務 大 臣

山 梨 県 選 挙 管 理 委 員 会

記

旧

新 　令和　　年

　　　　月　　日

　令和　　年

　　　　月　　日

国会 議員 関係
政 治 団 体 の
区 分

新 　令和　　年

　　　　月　　日
旧

新 　令和　　年

　　　　月　　日
旧

［ 新 ］ の 住 所 等

新

旧

　令和　　年

　　　　月　　日

新

旧

　令和　　年

　　　　月　　日
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第11号様式（第４条関係）

令和　●年　　１０月　１０日

殿

政 治 団 体 の 名 称 県庁政策研究会

事 務 所 の 所 在 地 甲府市丸の内一丁目６番１号

代 表 者 の 氏 名 県庁　太郎

　届出事項に異動があったので、政治資金規正法第７条の規定により、下記のとおり届け出ます。

異 動 事 項 異動年月日

けんちょうせいさくけんきゅうかい

県庁政策研究会
政治団体の名称

選管政策研究会

（〒　 　）　電話（　 　　）

主たる事務所の 甲府市丸の内一丁目６番１号

所 在 地 甲府市丸の内二丁目１７

区 分 氏 名

けんちょう　たろう （〒　 　）　電話（　 　）

（ふ りが な）

代 表 者 甲府市丸の内一丁目６番１号

　生年月日　　大・昭・平　●年　　８月　　８日

（〒　　　　　　　　）　電話（　　　　　　　　　　　）

（ふ りが な）

会 計 責 任 者

　生年月日　　大・昭・平　　　年　　　月　　　日

（〒　　　　　　　　）　電話（　　　　　　　　　　　）

（ふ りが な）

会計 責任 者の

職 務 代 行 者

　生年月日　　大・昭・平　　　年　　　月　　　日

　□　規約 □　主たる活動区域

そ の 他 　□　支部の有無 □　課税上の優遇措置

　□　その他（ 　　　　　　　）

（備考）

１　この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ列４番とすること。
２　代表者本人が届け出る場合にあつては本人確認書類の提示又は提出を、その代理人が届け出る場合にあつては当該代理人
　の権限を証する書面及び本人確認書類の提示又は提出を行うこと。ただし、代表者本人の署名その他の措置を講ずる場合
　は、この限りでない。
３　既に政治団体設立届を提出している政治団体が国会議員関係政治団体に該当することとなつた場合には、法第19条の７第
　１項第１号に係る国会議員関係政治団体にあつてはその代表者である公職の候補者に係る公職の種類を、同項第２号に係る
　国会議員関係政治団体にあつては同号の公職の候補者の氏名及び当該公職の候補者に係る公職の種類を、それぞれ異動事項
　に記載すること。
４　法第19条の７第１項第２号に係る国会議員関係政治団体が法第19条の８第２項の規定による通知を受け、当該国会議員関
　係政治団体に該当しなくなつた旨の届出をする場合には、当該通知に係る文書を併せて提出すること。
５　政治団体設立届の際に併せて提出した法第６条第２項に規定する綱領、党則、規約その他の政令で定める文書（法第18条
　の２第１項の規定による政治団体にあつては、開催計画書その他の政令で定める文書）のうち、令第５条第４号に掲げる文
　書の内容に異動があつた場合には、別紙に必要事項を記載の上、提出すること。それ以外の文書の内容に異動があつた場合
　には、異動後の文書を提出すること。

新 　令和●年

　　１０月　５日
旧

届 出 事 項 の 異 動 届

総 務 大 臣

山 梨 県 選 挙 管 理 委 員 会

記

内 容

国会 議員 関係
政 治 団 体 の
区 分

新 　令和　　年

　　　　月　　日旧

新 　令和●年

　　１０月　５日旧

新 　令和　　年

　　　　月　　日
旧

　令和●年

　　１０月　５日

［ 新 ］ の 住 所 等

新 　令和●年

　　１０月　５日
旧

新 　令和　　年

　　　　月　　日
旧

県庁　太郎

選管　一郎

県
庁

　　１０月　５日

　令和●年

　）

　生年月日　　大・昭・平　●年　　８月　　８日

（〒　　　　　　　　）　電話（　　　　　　　　　　　）

住 所 等

　令和●年

　）　電話（　

　生年月日　　大・昭・平　●年　　８月　　８日

（〒　　　　　　　　）　電話（　　　　　　　　　　　）

の

　生年月日　　大・昭・平　●年　　８月　　８日　生年月日　　大・昭・平　●年　　８月　　８日　生年月日　　大・昭・平　●年　　８月　　８日

（〒　　　　　　　　）　電話（　　　　　　　　　　　）

　生年月日　　大・昭・平　　　年　　　月　　　日

（〒　　　　　　　　）　電話（　　　　　　　　　　　）

　生年月日　　大・昭・平　　　年　　　月　　　日

　生年月日　　大・昭・平　●年　　８月　　８日

　生年月日　　大・昭・平　　　年　　　月　　　日

　□　支部の有無

１　この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ列４番とすること。

　□　規約

他

　□　規約

　□　支部の有無

　□　その他（　□　その他（

１　この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ列４番とすること。１　この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ列４番とすること。
２　代表者本人が届け出る場合にあつては本人確認書類の提示又は提出を、その代理人が届け出る場合にあつては当該代理人
　の権限を証する書面及び本人確認書類の提示又は提出を行うこと。ただし、代表者本人の署名その他の措置を講ずる場合

３　既に政治団体設立届を提出している政治団体が国会議員関係政治団体に該当することとなつた場合には、法第19条の７第
　１項第１号に係る国会議員関係政治団体にあつてはその代表者である公職の候補者に係る公職の種類を、同項第２号に係る

資金管理団体の場合、公職の種類、政治団体の名称、主たる事務所の所在地、代表者

の氏名に異動があるときは、「資金管理団体の異動届」も提出すること。
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第 号様式（第 条関係）

政 治 団 体 解 散 届

令和 年 月 日

総 務 大 臣

殿

山梨県選挙管理委員会

政 治 団 体 の 名 称

事 務 所 の 所 在 地

代 表 者 の 氏 名

会計責任者の氏名

令和 年 月 日に解散をしたので、政治資金規正法第１７条第１項の規

定により届け出ます。

（備考）

１ この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ列４番とすること。

２ 代表者及び会計責任者本人が届け出る場合にあつては本人確認書類の提示又は提出を、これらの者

の代理人が届け出る場合にあつては当該代理人の権限を証する書面及び本人確認書類の提示又は提出

を行うこと。ただし、代表者及び会計責任者本人の署名その他の措置を講ずる場合は、この限りでな

い。

３ 目的の変更その他により政治団体でなくなつた旨の届出及び法第１８条の２第１項の規定による政

治団体が法第６条第１項の規定により届け出た政治資金パーティーの開催を中止した旨の届出は、こ

の様式に準じて行うこと。

４ この届出の提出する場合には、法第１７条第１項に規定する収入及び支出並びに資産等に関する事

項を記載した報告書を提出すること。

 

 

第 号様式（第 条関係）

政 治 団 体 解 散 届

令和 ● 年 １０月 ２５日

総 務 大 臣

殿

山梨県選挙管理委員会

政 治 団 体 の 名 称 選管政策フォーラム

事 務 所 の 所 在 地 甲府市寿町●丁目●番●号

代 表 者 の 氏 名 甲山 太郎

会計責任者の氏名 乙山 花子

令和 ●年 ９月 ３０日に解散をしたので、政治資金規正法第１７条第１項の規定

により届け出ます。

（備考）

１ この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ列４番とすること。

２ 代表者及び会計責任者本人が届け出る場合にあつては本人確認書類の提示又は提出を、これらの者

の代理人が届け出る場合にあつては当該代理人の権限を証する書面及び本人確認書類の提示又は提出

を行うこと。ただし、代表者及び会計責任者本人の署名その他の措置を講ずる場合は、この限りでな

い。

３ 目的の変更その他により政治団体でなくなつた旨の届出及び法第１８条の２第１項の規定による政

治団体が法第６条第１項の規定により届け出た政治資金パーティーの開催を中止した旨の届出は、こ

の様式に準じて行うこと。

４ この届出の提出する場合には、法第１７条第１項に規定する収入及び支出並びに資産等に関する事

項を記載した報告書を提出すること。

乙
川

甲
山

資金管理団体に指定している場合は、この届出とあわせて「資金管理団体でなく

なった旨の届」（別記第２５号様式）を提出すること。

解散年分の収支報告書もあわせて提出すること。
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第 号様式（第 条関係）

政 治 団 体 解 散 届

令和 ● 年 １０月 ２５日

総 務 大 臣

殿

山梨県選挙管理委員会

政 治 団 体 の 名 称 選管政策フォーラム

事 務 所 の 所 在 地 甲府市寿町●丁目●番●号

代 表 者 の 氏 名 甲山 太郎

会計責任者の氏名 乙山 花子

令和 ●年 ９月 ３０日に解散をしたので、政治資金規正法第１７条第１項の規定

により届け出ます。

（備考）

１ この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ列４番とすること。

２ 代表者及び会計責任者本人が届け出る場合にあつては本人確認書類の提示又は提出を、これらの者

の代理人が届け出る場合にあつては当該代理人の権限を証する書面及び本人確認書類の提示又は提出

を行うこと。ただし、代表者及び会計責任者本人の署名その他の措置を講ずる場合は、この限りでな

い。

３ 目的の変更その他により政治団体でなくなつた旨の届出及び法第１８条の２第１項の規定による政

治団体が法第６条第１項の規定により届け出た政治資金パーティーの開催を中止した旨の届出は、こ

の様式に準じて行うこと。

４ この届出の提出する場合には、法第１７条第１項に規定する収入及び支出並びに資産等に関する事

項を記載した報告書を提出すること。

乙
川

甲
山

資金管理団体に指定している場合は、この届出とあわせて「資金管理団体でなく

なった旨の届」（別記第２５号様式）を提出すること。

解散年分の収支報告書もあわせて提出すること。



－ 56 －

 

 

第 号様式（第 条関係）

政 治 団 体 支 部 解 散 届

令和 年 月 日

総 務 大 臣

殿

山梨県選挙管理委員会

政 治 団 体 の 名 称

事 務 所 の 所 在 地

代 表 者 の 氏 名

本政治団体の下記の支部は、令和 年 月 日に解散をしたので、政治資

金規正法第 条第５項の規定により、当該支部の代表者及び会計責任者であつた者に代わ

って同法第 条第１項の届出をします。

記

１ 政治団体の支部の名称

２ 支部の事務所の所在地

３ 支部の代表者の氏名

４ 支部の会計責任者の氏名

（備考）

１ この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ列４番とすること。

２ 代表者本人が届け出る場合にあつては本人確認書類の提示又は提出を、その代理人が届け出る場合

にあつては当該代理人の権限を証する書面及び本人確認書類の提示又は提出を行うこと。ただし、代

表者本人の署名その他の措置を講ずる場合は、この限りでない。

３ この届出の際は、当該支部の代表者及び会計責任者であつた者に対し、この届出をした旨を通知す

ること。また、当該支部の代表者及び会計責任者であつた者は、解散の日から 日以内（当該支部が

国会議員関係政治団体であつた場合にあつては 日以内）に法第 条第１項に規定する収入及び支出

に関する事項を記載した報告書を提出すること。

第 号様式（第 条関係）

資 金 管 理 団 体 指 定 届

令和 年 月 日

総 務 大 臣

殿

山梨県選挙管理委員会

公職の種類

氏 名

住 所

令和 年 月 日に資金管理団体として下記の政治団体を指定したので、

政治資金規正法第 条第２項の規定により届け出ます。

記

１ 資金管理団体の名称

２ 主たる事務所の所在地

３ 代表者の氏名

宣 誓 書

私は、上記の記載が真実であることを誓います。

令和 年 月 日

氏 名

（備考）

１ この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ列４番とすること。

２ 公職の候補者本人が届け出る場合にあつては本人確認書類の提示又は提出を、その代理人が届け出

る場合にあつては当該代理人の権限を証する書面及び本人確認書類の提示又は提出を行うこと。ただ

し、公職の候補者本人の署名その他の措置を講ずる場合は、この限りでない。

３ 「公職の種類」欄には、衆議院議員、参議院議員又は地方公共団体の議会の議員若しくは長の区分

により、その職については選挙区において選挙することとされている場合には当該選挙区名を付して、

その職にある者にあつては「衆議院議員 山梨県第○区選挙区（現職）」、その職の候補者又は候補者

となろうとする者にあつては「衆議院議員 南関東選挙区（候補者等）」の例により記載すること。



－ 57 －

第 号様式（第 条関係）

資 金 管 理 団 体 指 定 届

令和 年 月 日

総 務 大 臣

殿

山梨県選挙管理委員会

公職の種類

氏 名

住 所

令和 年 月 日に資金管理団体として下記の政治団体を指定したので、

政治資金規正法第 条第２項の規定により届け出ます。

記

１ 資金管理団体の名称

２ 主たる事務所の所在地

３ 代表者の氏名

宣 誓 書

私は、上記の記載が真実であることを誓います。

令和 年 月 日

氏 名

（備考）

１ この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ列４番とすること。

２ 公職の候補者本人が届け出る場合にあつては本人確認書類の提示又は提出を、その代理人が届け出

る場合にあつては当該代理人の権限を証する書面及び本人確認書類の提示又は提出を行うこと。ただ

し、公職の候補者本人の署名その他の措置を講ずる場合は、この限りでない。

３ 「公職の種類」欄には、衆議院議員、参議院議員又は地方公共団体の議会の議員若しくは長の区分

により、その職については選挙区において選挙することとされている場合には当該選挙区名を付して、

その職にある者にあつては「衆議院議員 山梨県第○区選挙区（現職）」、その職の候補者又は候補者

となろうとする者にあつては「衆議院議員 南関東選挙区（候補者等）」の例により記載すること。
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第 号様式（第 条関係）

資 金 管 理 団 体 指 定 届

令和 ●年 ８月 ８日

総 務 大 臣

殿

山梨県選挙管理委員会

公職の種類 山梨県議会議員（現職）

氏 名 甲州 花子

住 所 甲府市中央●丁目１番１号

令和 ●年 ８月 ５日に資金管理団体として下記の政治団体を指定したので、政

治資金規正法第 条第２項の規定により届け出ます。

記

１ 資金管理団体の名称

甲州花子後援会

２ 主たる事務所の所在地

甲府市中央●丁目２番２号

３ 代表者の氏名

甲州 花子

宣 誓 書

私は、上記の記載が真実であることを誓います。

令和 ●年 ８月 ８日

氏 名 甲 州 花 子

（備考）

１ この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ列４番とすること。

２ 公職の候補者本人が届け出る場合にあつては本人確認書類の提示又は提出を、その代理人が届け出

る場合にあつては当該代理人の権限を証する書面及び本人確認書類の提示又は提出を行うこと。ただ

し、公職の候補者本人の署名その他の措置を講ずる場合は、この限りでない。

３ 「公職の種類」欄には、衆議院議員、参議院議員又は地方公共団体の議会の議員若しくは長の区分

により、その職については選挙区において選挙することとされている場合には当該選挙区名を付して、

その職にある者にあつては「衆議院議員 山梨県第○区選挙区（現職）」、その職の候補者又は候補者

となろうとする者にあつては「衆議院議員 南関東選挙区（候補者等）」の例により記載すること。

甲
州 

甲
州 

第 号様式（第 条関係）

資 金 管 理 団 体 届 出 事 項 の 異 動 届

令和 年 月 日

総 務 大 臣

殿

山梨県選挙管理委員会

氏 名

住 所

届出事項に異動があつたので、政治資金規正法第 条第３項第３号の規定により、下記

のとおり届け出ます。

記

１ 資金管理団体の名称

２ 異動事項

３ 内 容

新

旧

４ 異動年月日

宣 誓 書

私は、上記の記載が真実であることを誓います。

令和 年 月 日

氏 名

（備考）

１ この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ列４番とすること。

２ この届出は資金管理団体の届出をした者が行うこと。

３ 資金管理団体の届出をした者本人が届け出る場合にあつては本人確認書類の提示又は提出を、その

代理人が届け出る場合にあつては当該代理人の権限を証する書面及び本人確認書類の提示又は提出を

行うこと。ただし、資金管理団体の届出をした者本人の署名その他の措置を講ずる場合は、この限り

でない。
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第 号様式（第 条関係）

資 金 管 理 団 体 届 出 事 項 の 異 動 届

令和 年 月 日

総 務 大 臣

殿

山梨県選挙管理委員会

氏 名

住 所

届出事項に異動があつたので、政治資金規正法第 条第３項第３号の規定により、下記

のとおり届け出ます。

記

１ 資金管理団体の名称

２ 異動事項

３ 内 容

新

旧

４ 異動年月日

宣 誓 書

私は、上記の記載が真実であることを誓います。

令和 年 月 日

氏 名

（備考）

１ この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ列４番とすること。

２ この届出は資金管理団体の届出をした者が行うこと。

３ 資金管理団体の届出をした者本人が届け出る場合にあつては本人確認書類の提示又は提出を、その

代理人が届け出る場合にあつては当該代理人の権限を証する書面及び本人確認書類の提示又は提出を

行うこと。ただし、資金管理団体の届出をした者本人の署名その他の措置を講ずる場合は、この限り

でない。
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第 号様式（第 条関係）

資 金 管 理 団 体 届 出 事 項 の 異 動 届

令和 ●年 ７月 ６日

総 務 大 臣

殿

山梨県選挙管理委員会

氏 名 山梨 三郎

住 所 甲府市朝気●丁目●番●号

届出事項に異動があつたので、政治資金規正法第 条第３項第３号の規定により、下記

のとおり届け出ます。

記

１ 資金管理団体の名称

山梨三郎を応援する会

２ 異動事項

主たる事務所の所在地

３ 内 容

新 甲府市池田●丁目●番●号

旧 甲府市飯田●丁目●番●号

４ 異動年月日

令和●年７月２日

宣 誓 書

私は、上記の記載が真実であることを誓います。

令和 ●年 ７月 ６日

氏 名 山 梨 三 郎

（備考）

１ この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ列４番とすること。

２ この届出は資金管理団体の届出をした者が行うこと。

３ 資金管理団体の届出をした者本人が届け出る場合にあつては本人確認書類の提示又は提出を、その

代理人が届け出る場合にあつては当該代理人の権限を証する書面及び本人確認書類の提示又は提出を

行うこと。ただし、資金管理団体の届出をした者本人の署名その他の措置を講ずる場合は、この限り

でない。

山
梨 

山
梨 

この届出とあわせて「届出事項等の異動届」が必

要となる場合があるため、注意すること。

第 号様式（第 条関係）

資 金 管 理 団 体 指 定 取 消 届

令和 年 月 日

総 務 大 臣

殿

山梨県選挙管理委員会

氏 名

住 所

令和 年 月 日に下記の政治団体に対する資金管理団体の指定を取り消

したので、政治資金規正法第 条第３項第１号の規定により届け出ます。

記

１ 資金管理団体の名称

２ 主たる事務所の所在地

宣 誓 書

私は、上記の記載が真実であることを誓います。

令和 年 月 日

氏 名

（備考）

１ この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ列４番とすること。

２ この届出は資金管理団体の届出をした者が行うこと。

３ 資金管理団体の届出をした者本人が届け出る場合にあつては本人確認書類の提示又は提出を、その

代理人が届け出る場合にあつては当該代理人の権限を証する書面及び本人確認書類の提示又は提出を

行うこと。ただし、資金管理団体の届出をした者本人の署名その他の措置を講ずる場合は、この限り

でない。
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第 号様式（第 条関係）

資 金 管 理 団 体 指 定 取 消 届

令和 年 月 日

総 務 大 臣

殿

山梨県選挙管理委員会

氏 名

住 所

令和 年 月 日に下記の政治団体に対する資金管理団体の指定を取り消

したので、政治資金規正法第 条第３項第１号の規定により届け出ます。

記

１ 資金管理団体の名称

２ 主たる事務所の所在地

宣 誓 書

私は、上記の記載が真実であることを誓います。

令和 年 月 日

氏 名

（備考）

１ この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ列４番とすること。

２ この届出は資金管理団体の届出をした者が行うこと。

３ 資金管理団体の届出をした者本人が届け出る場合にあつては本人確認書類の提示又は提出を、その

代理人が届け出る場合にあつては当該代理人の権限を証する書面及び本人確認書類の提示又は提出を

行うこと。ただし、資金管理団体の届出をした者本人の署名その他の措置を講ずる場合は、この限り

でない。
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第 号様式（第 条関係）

資 金 管 理 団 体 指 定 取 消 届

令和 ●年 ３月 ２０日

総 務 大 臣

殿

山梨県選挙管理委員会

氏 名 選管 四郎

住 所 甲府市相生●丁目●番●号

令和 ●年 ３月 １５日に下記の政治団体に対する資金管理団体の指定を取り消し

たので、政治資金規正法第 条第３項第１号の規定により届け出ます。

記

１ 資金管理団体の名称 選管四郎後援会

２ 主たる事務所の所在地 甲府市酒折●丁目●番●号

宣 誓 書

私は、上記の記載が真実であることを誓います。

令和 ●年 ３月 ２０日

氏 名 選 管 四 郎

（備考）

１ この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ列４番とすること。

２ この届出は資金管理団体の届出をした者が行うこと。

３ 資金管理団体の届出をした者本人が届け出る場合にあつては本人確認書類の提示又は提出を、その

代理人が届け出る場合にあつては当該代理人の権限を証する書面及び本人確認書類の提示又は提出を

行うこと。ただし、資金管理団体の届出をした者本人の署名その他の措置を講ずる場合は、この限り

でない。

選
管

選
管

第 号様式（第 条関係）

資 金 管 理 団 体 で な く な つ た 旨 の 届

令和 年 月 日

総 務 大 臣

殿

山梨県選挙管理委員会

氏 名

住 所

下記の政治団体は、令和 年 月 日に（ ）

により、資金管理団体でなくなつたため、政治資金規正法第 条第３項第２号の規定によ

り届け出ます。

記

１ 資金管理団体の名称

２ 主たる事務所の所在地

宣 誓 書

私は、上記の記載が真実であることを誓います。

令和 年 月 日

氏 名

（備考）

１ この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ列４番とすること。

２ この届出は資金管理団体の届出をした者が行うこと。ただし、当該者が死亡した場合にあつては、

新たに選任された代表者が行うこと。

３ 資金管理団体の届出をした者（当該者が死亡した場合にあつては、新たに選任された代表者）本人

が届け出る場合にあつては本人確認書類の提示又は提出を、その代理人が届け出る場合にあつては当

該代理人の権限を証する書面及び本人確認書類の提示又は提出を行うこと。ただし、資金管理団体の

届出をした者（当該者が死亡した場合にあつては、新たに選任された代表者）本人の署名その他の措

置を講ずる場合は、この限りでない。

４ （ ）には「資金管理団体の届出をした者が公職の候補者でなくなつたこと」、「資金管理団体の

届出をした者が代表者でなくなつたこと」、「解散したこと」又は「法第 条第１項に規定する政治団

体でなくなつたこと」のいずれかを記載すること。

５ 資金管理団体の届出をした者が死亡した場合にあつては、（ ）には「資金管理団体の届出をした

者が死亡したこと」と記載すること。
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第 号様式（第 条関係）

資 金 管 理 団 体 で な く な つ た 旨 の 届

令和 年 月 日

総 務 大 臣

殿

山梨県選挙管理委員会

氏 名

住 所

下記の政治団体は、令和 年 月 日に（ ）

により、資金管理団体でなくなつたため、政治資金規正法第 条第３項第２号の規定によ

り届け出ます。

記

１ 資金管理団体の名称

２ 主たる事務所の所在地

宣 誓 書

私は、上記の記載が真実であることを誓います。

令和 年 月 日

氏 名

（備考）

１ この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ列４番とすること。

２ この届出は資金管理団体の届出をした者が行うこと。ただし、当該者が死亡した場合にあつては、

新たに選任された代表者が行うこと。

３ 資金管理団体の届出をした者（当該者が死亡した場合にあつては、新たに選任された代表者）本人

が届け出る場合にあつては本人確認書類の提示又は提出を、その代理人が届け出る場合にあつては当

該代理人の権限を証する書面及び本人確認書類の提示又は提出を行うこと。ただし、資金管理団体の

届出をした者（当該者が死亡した場合にあつては、新たに選任された代表者）本人の署名その他の措

置を講ずる場合は、この限りでない。

４ （ ）には「資金管理団体の届出をした者が公職の候補者でなくなつたこと」、「資金管理団体の

届出をした者が代表者でなくなつたこと」、「解散したこと」又は「法第 条第１項に規定する政治団

体でなくなつたこと」のいずれかを記載すること。

５ 資金管理団体の届出をした者が死亡した場合にあつては、（ ）には「資金管理団体の届出をした

者が死亡したこと」と記載すること。
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第 号様式（第 条関係）

資 金 管 理 団 体 で な く な つ た 旨 の 届

令和 ●年 １０月 １５日

総 務 大 臣

殿

山梨県選挙管理委員会

氏 名 県庁 一子

住 所 甲府市善光寺●丁目●番●号

下記の政治団体は、令和 ●年 １０月 １０日に（ 解散 ）に

より、資金管理団体でなくなつたため、政治資金規正法第 条第３項第２号の規定により

届け出ます。

記

１ 資金管理団体の名称 県庁政策研究会

２ 主たる事務所の所在地 甲府市徳行●丁目●番●号

宣 誓 書

私は、上記の記載が真実であることを誓います。

令和 ●年 １０月 １５日

氏 名 県庁 一子

（備考）

１ この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ列４番とすること。

２ この届出は資金管理団体の届出をした者が行うこと。ただし、当該者が死亡した場合にあつては、

新たに選任された代表者が行うこと。

３ 資金管理団体の届出をした者（当該者が死亡した場合にあつては、新たに選任された代表者）本人

が届け出る場合にあつては本人確認書類の提示又は提出を、その代理人が届け出る場合にあつては当

該代理人の権限を証する書面及び本人確認書類の提示又は提出を行うこと。ただし、資金管理団体の

届出をした者（当該者が死亡した場合にあつては、新たに選任された代表者）本人の署名その他の措

置を講ずる場合は、この限りでない。

４ （ ）には「資金管理団体の届出をした者が公職の候補者でなくなつたこと」、「資金管理団体の

届出をした者が代表者でなくなつたこと」、「解散したこと」又は「法第 条第１項に規定する政治団

体でなくなつたこと」のいずれかを記載すること。

５ 資金管理団体の届出をした者が死亡した場合にあつては、（ ）には「資金管理団体の届出をした

者が死亡したこと」と記載すること。

県
庁

県
庁

第 号様式（第 条関係）

国会議員関係政治団体に該当する旨の通知

令和 年 月 日

政治団体の名称

代表者の氏名 殿

公職の種類

氏 名 ○印

住 所

貴団体は、私を推薦し、又は支持することを本来の目的とする政治団体として、政治資

金規正法第 条の７第１項第２号に係る国会議員関係政治団体に令和 年 月 日

から該当するため同法第６条第１項又は第７条第１項の規定による届出をする必要がある

ので、同法第 条の８第１項の規定により通知します。

（備考）

１ この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ列４番とすること。

２ 「公職の種類」には、衆議院議員又は参議院議員の区分により、その職にある者にあつては「衆議

院議員（現職）」、その職の候補者及び候補者となろうとする者にあつては「衆議院議員（候補者等）」

の例により記載すること。

３ 「氏名」欄は、記名押印又は署名とし、署名は必ず本人が自署すること。

４ 国会議員関係政治団体に該当することとなつた年月日には、衆議院議員若しくは参議院議員に係る

公職の候補者となつた日又は政治団体から本来の目的として推薦し、若しくは支持されることとなつ

た日のいずれか遅い日を記載すること。

５ 公職の種類に異動があつた場合には、「公職の種類」に異動後の公職の種類及び異動年月日を「衆議

院議員（候補者等）（令和 年 月 日から）」の例により記載すること。
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第 号様式（第 条関係）

国会議員関係政治団体に該当する旨の通知

令和 年 月 日

政治団体の名称

代表者の氏名 殿

公職の種類

氏 名 ○印

住 所

貴団体は、私を推薦し、又は支持することを本来の目的とする政治団体として、政治資

金規正法第 条の７第１項第２号に係る国会議員関係政治団体に令和 年 月 日

から該当するため同法第６条第１項又は第７条第１項の規定による届出をする必要がある

ので、同法第 条の８第１項の規定により通知します。

（備考）

１ この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ列４番とすること。

２ 「公職の種類」には、衆議院議員又は参議院議員の区分により、その職にある者にあつては「衆議

院議員（現職）」、その職の候補者及び候補者となろうとする者にあつては「衆議院議員（候補者等）」

の例により記載すること。

３ 「氏名」欄は、記名押印又は署名とし、署名は必ず本人が自署すること。

４ 国会議員関係政治団体に該当することとなつた年月日には、衆議院議員若しくは参議院議員に係る

公職の候補者となつた日又は政治団体から本来の目的として推薦し、若しくは支持されることとなつ

た日のいずれか遅い日を記載すること。

５ 公職の種類に異動があつた場合には、「公職の種類」に異動後の公職の種類及び異動年月日を「衆議

院議員（候補者等）（令和 年 月 日から）」の例により記載すること。
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第 号様式（第 条関係）

国会議員関係政治団体に該当する旨の通知

令和 ●年 １２月 ３日

政治団体の名称 県庁次郎後援会

代表者の氏名 県庁 次郎 殿

公職の種類 衆議院議員（候補者等）

氏 名 県庁 次郎 ○印

住 所 甲府市緑が丘●丁目●番●号

貴団体は、私を推薦し、又は支持することを本来の目的とする政治団体として、政治資

金規正法第 条の７第１項第２号に係る国会議員関係政治団体に令和 ●年１２月 １日か

ら該当するため同法第６条第１項又は第７条第１項の規定による届出をする必要があるの

で、同法第 条の８第１項の規定により通知します。

（備考）

１ この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ列４番とすること。

２ 「公職の種類」には、衆議院議員又は参議院議員の区分により、その職にある者にあつては「衆議

院議員（現職）」、その職の候補者及び候補者となろうとする者にあつては「衆議院議員（候補者等）」

の例により記載すること。

３ 「氏名」欄は、記名押印又は署名とし、署名は必ず本人が自署すること。

４ 国会議員関係政治団体に該当することとなつた年月日には、衆議院議員若しくは参議院議員に係る

公職の候補者となつた日又は政治団体から本来の目的として推薦し、若しくは支持されることとなつ

た日のいずれか遅い日を記載すること。

５ 公職の種類に異動があつた場合には、「公職の種類」に異動後の公職の種類及び異動年月日を「衆議

院議員（候補者等）（令和 年 月 日から）」の例により記載すること。

県
庁

公職の種類の変更に伴い、「国会議員関係政治団体

に該当する旨の通知」を再度提出する場合、最初に

提出した「国会議員関係政治団体に該当する旨の通

知」に記載した日付と同じ日付を記載 

公職の種類を変更する場合： 
衆議院議員（現職）（令和●年●月●日から） 

第 号様式（第 条関係）

国会議員関係政治団体に該当しなくなつた旨の通知

令和 年 月 日

政治団体の名称

代表者の氏名 殿

氏 名 ○印

住 所

私が衆議院議員又は参議院議員に係る公職の候補者でなくなつたことにより、貴団体は

令和 年 月 日に政治資金規正法第 条の７第１項第２号に係る国会議員

関係政治団体に該当しなくなつたため同法第７条第１項の規定による届出をする必要があ

るので、同法第 条の８第２項の規定により通知します。

（備考）

１ この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ列４番とすること。

２ この通知は、法第 条の８第１項の規定による通知をした者が行うこと。

３ 「氏名」欄は、記名押印又は署名とし、署名は必ず本人が自署すること。

４ 国会議員関係政治団体に該当しなくなつた年月日には、衆議院議員又は参議院議員に係る公職の候

補者でなくなつた日を記載すること。



－ 67 －

第 号様式（第 条関係）

国会議員関係政治団体に該当しなくなつた旨の通知

令和 年 月 日

政治団体の名称

代表者の氏名 殿

氏 名 ○印

住 所

私が衆議院議員又は参議院議員に係る公職の候補者でなくなつたことにより、貴団体は

令和 年 月 日に政治資金規正法第 条の７第１項第２号に係る国会議員

関係政治団体に該当しなくなつたため同法第７条第１項の規定による届出をする必要があ

るので、同法第 条の８第２項の規定により通知します。

（備考）

１ この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ列４番とすること。

２ この通知は、法第 条の８第１項の規定による通知をした者が行うこと。

３ 「氏名」欄は、記名押印又は署名とし、署名は必ず本人が自署すること。

４ 国会議員関係政治団体に該当しなくなつた年月日には、衆議院議員又は参議院議員に係る公職の候

補者でなくなつた日を記載すること。
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第 号様式（第 条関係）

国会議員関係政治団体に該当しなくなつた旨の通知

令和 ●年 ２月 ９日

政治団体の名称 甲州三郎後援会

代表者の氏名 甲州 三郎 殿

氏 名 甲州 三郎 ○印

住 所 甲府市和戸町●丁目●番●号

私が衆議院議員又は参議院議員に係る公職の候補者でなくなつたことにより、貴団体は

令和 ●年 ２月 ５日に政治資金規正法第 条の７第１項第２号に係る国会議員

関係政治団体に該当しなくなつたため同法第７条第１項の規定による届出をする必要があ

るので、同法第 条の８第２項の規定により通知します。

（備考）

１ この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ列４番とすること。

２ この通知は、法第 条の８第１項の規定による通知をした者が行うこと。

３ 「氏名」欄は、記名押印又は署名とし、署名は必ず本人が自署すること。

４ 国会議員関係政治団体に該当しなくなつた年月日には、衆議院議員又は参議院議員に係る公職の候

補者でなくなつた日を記載すること。

国会議員関係政治団体に該当しなくなった日

付以降の寄附は寄附金控除対象外 

甲
州

第 号様式（第 条関係）

政 党 の 状 況 等 に 関 す る 届

令和 年 月 日

総 務 大 臣

殿

山梨県選挙管理委員会

政党の支部の名称

本支部を支部とする政党の状況等について、下記のとおり届け出ます。

記 
 

名 称

本支部を支部

とする政党

主たる事務所の

所 在 地

主たる活動区域

１以上の市町村の区域等を単位として設けられる支部 □

（備考）

１ この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ列４番とすること。

２ 「本支部を支部とする政党」欄には、当該支部を支部とする政党の名称、主たる事務所の所在地

及び主としてその活動を行う区域を記載すること。

３ １以上の市町村（特別区を含む。）の区域（指定都市にあつては、その区又は総合区の区域）又

は選挙区の区域を単位として設けられる支部にあつては、「□」内に「✓」を記入すること。
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第 号様式（第 条関係）

政 党 の 状 況 等 に 関 す る 届

令和 年 月 日

総 務 大 臣

殿

山梨県選挙管理委員会

政党の支部の名称

本支部を支部とする政党の状況等について、下記のとおり届け出ます。

記 
 

名 称

本支部を支部

とする政党

主たる事務所の

所 在 地

主たる活動区域

１以上の市町村の区域等を単位として設けられる支部 □

（備考）

１ この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ列４番とすること。

２ 「本支部を支部とする政党」欄には、当該支部を支部とする政党の名称、主たる事務所の所在地

及び主としてその活動を行う区域を記載すること。

３ １以上の市町村（特別区を含む。）の区域（指定都市にあつては、その区又は総合区の区域）又

は選挙区の区域を単位として設けられる支部にあつては、「□」内に「✓」を記入すること。
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第 号様式（第 条関係）

政 党 の 状 況 等 に 関 す る 届

令和 ●年 １１月 １１日

総 務 大 臣

殿

山梨県選挙管理委員会

政党の支部の名称 県庁党山梨県支部

本支部を支部とする政党の状況等について、下記のとおり届け出ます。

記 
 

名 称 県庁党

本支部を支部

とする政党

主たる事務所の

所 在 地
東京都千代田区●●

主たる活動区域 全国

１以上の市町村の区域等を単位として設けられる支部 □

（備考）

１ この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ列４番とすること。

２ 「本支部を支部とする政党」欄には、当該支部を支部とする政党の名称、主たる事務所の所在地

及び主としてその活動を行う区域を記載すること。

３ １以上の市町村（特別区を含む。）の区域（指定都市にあつては、その区又は総合区の区域）又

は選挙区の区域を単位として設けられる支部にあつては、「□」内に「✓」を記入すること。

第 号様式（第 条関係）

支 部 証 明 書

政党の支部の名称

主たる事務所の所在地

主 た る 活 動 区 域

上記の支部は、本政党の支部（ を単位として設けられる支部）であることを証

明する。

令和 年 月 日

政 党 の 名 称

主たる事務所の所在地

代 表 者 の 氏 名 ○印

（備考）

１ この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ列４番とすること。

２ １以上の市町村（特別区を含む。）の区域（指定都市にあつては、その区又は総合区の区域）又は選

挙区の区域を単位として設けられる支部にあつては、「本政党の○○県○○市を単位として設けられる

支部」というように記載すること。

３ 「代表者の氏名」欄は、記名押印又は署名とし、署名は必ず代表者本人が自署すること。



－ 71 －

第 号様式（第 条関係）

支 部 証 明 書

政党の支部の名称

主たる事務所の所在地

主 た る 活 動 区 域

上記の支部は、本政党の支部（ を単位として設けられる支部）であることを証

明する。

令和 年 月 日

政 党 の 名 称

主たる事務所の所在地

代 表 者 の 氏 名 ○印

（備考）

１ この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ列４番とすること。

２ １以上の市町村（特別区を含む。）の区域（指定都市にあつては、その区又は総合区の区域）又は選

挙区の区域を単位として設けられる支部にあつては、「本政党の○○県○○市を単位として設けられる

支部」というように記載すること。

３ 「代表者の氏名」欄は、記名押印又は署名とし、署名は必ず代表者本人が自署すること。
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第 号様式（第 条関係）

支 部 証 明 書

政党の支部の名称 選管党山梨支部

主たる事務所の所在地 山梨県甲府市屋形●丁目●番●号

主 た る 活 動 区 域 山梨県

上記の支部は、本政党の支部（ 山梨県 を単位として設けられる支部）であることを

証明する。

令和 ● 年 ７ 月 １ 日

政 党 の 名 称 選管党

主たる事務所の所在地 東京都千代田区●●●●●

代 表 者 の 氏 名 選管 太郎 ○印

（備考）

１ この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ列４番とすること。

２ １以上の市町村（特別区を含む。）の区域（指定都市にあつては、その区又は総合区の区域）又は選

挙区の区域を単位として設けられる支部にあつては、「本政党の○○県○○市を単位として設けられる

支部」というように記載すること。

３ 「代表者の氏名」欄は、記名押印又は署名とし、署名は必ず代表者本人が自署すること。

・政党の支部の設立 又は 
・政党の支部の名称、主たる事務所の所在地、

主たる活動区域、支部の単位に異動が生じた

場合に併せて提出 

・「政治団体設立届」における組織年月日 
・「届出事項等の異動届」における異動年月日 
と同日以降の日付となる。 

選
管

第１号様式

証 票 交 付 申 請 書

令和 年 月 日

山梨県選挙管理委員会委員長 殿

候補者等の氏名 ○印

住 所

（電話 ）

職 業

公職選挙法施行令第１１０条の５第４項の証票の交付を受けたいので、同条第５項の規

定により、下記のとおり申請します。

記

１ 公職の種類

２ 証票交付申請枚数 枚

３ 立札及び看板の類を掲示する事務所の所在地並びに事務所ごとの立札及び看板の類の枚数

事 務 所 の 所 在 地 立札及び看板の類の枚数 証票番号

※

※は、記入しないでください。
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第１号様式

証 票 交 付 申 請 書

令和 年 月 日

山梨県選挙管理委員会委員長 殿

候補者等の氏名 ○印

住 所

（電話 ）

職 業

公職選挙法施行令第１１０条の５第４項の証票の交付を受けたいので、同条第５項の規

定により、下記のとおり申請します。

記

１ 公職の種類

２ 証票交付申請枚数 枚

３ 立札及び看板の類を掲示する事務所の所在地並びに事務所ごとの立札及び看板の類の枚数

事 務 所 の 所 在 地 立札及び看板の類の枚数 証票番号

※

※は、記入しないでください。
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第１号様式

証 票 交 付 申 請 書

令和 ● 年 ６ 月 ６ 日

山梨県選挙管理委員会委員長 殿

候補者等の氏名 甲斐 次郎 ○印

住 所 甲府市下飯田●丁目●番●号

（電話 ■■■ △△×× ）

職 業 会社役員

公職選挙法施行令第１１０条の５第４項の証票の交付を受けたいので、同条第５項の規

定により、下記のとおり申請します。

記

１ 公職の種類 県議会議員

２ 証票交付申請枚数 ６ 枚

３ 立札及び看板の類を掲示する事務所の所在地並びに事務所ごとの立札及び看板の類の枚数

事 務 所 の 所 在 地 立札及び看板の類の枚数 証票番号

※

甲府市西田町●丁目●番●号 １

甲府市貢川●丁目●番●号 １

甲府市羽黒町●丁目●番●号 １

甲府市右左口町●丁目●番●号 １

甲府市増坪町●丁目●番●号 ２

※は、記入しないでください。

甲
斐

第２号様式の１

証 票 交 付 申 請 書

令和 年 月 日

山梨県選挙管理委員会委員長 殿

後援団体の名称

代表者の氏名 ○印

主たる事務所の所在地

（電話 ）

公職選挙法施行令第 条の５第４項の証票の交付を受けたいので、同条第５項の規定

により、下記のとおり申請します。

記

１ 推薦し、又は支持する候補者等の氏名、住所、職業及び公職の種類

氏 名

住 所

職 業

公職の種類

２ 政治団体としての届出先

３ 証票交付申請枚数 枚

４ 立札及び看板の類を掲示する事務所の所在地並びに事務所ごとの立札及び看板の類

の枚数
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第２号様式の１

証 票 交 付 申 請 書

令和 年 月 日

山梨県選挙管理委員会委員長 殿

後援団体の名称

代表者の氏名 ○印

主たる事務所の所在地

（電話 ）

公職選挙法施行令第 条の５第４項の証票の交付を受けたいので、同条第５項の規定

により、下記のとおり申請します。

記

１ 推薦し、又は支持する候補者等の氏名、住所、職業及び公職の種類

氏 名

住 所

職 業

公職の種類

２ 政治団体としての届出先

３ 証票交付申請枚数 枚

４ 立札及び看板の類を掲示する事務所の所在地並びに事務所ごとの立札及び看板の類

の枚数
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第２号様式の２

事 務 所 の 所 在 地 立札及び看板の類の枚数 証票番号

※

※は、記入しないでください。

上記の後援団体の本件証票交付申請については、公職選挙法施行令第 条の５第５項

の同意をします。

なお、私に係る後援団体のすべてを通じて既に交付された証票の枚数は 枚です。

令和 年 月 日

候補者等の氏名 ○印

 

 

第２号様式の１

証 票 交 付 申 請 書

令和 ● 年 １ 月 １５ 日

山梨県選挙管理委員会委員長 殿

後援団体の名称 山梨太郎後援会

代表者の氏名 甲州 三郎 ○印

主たる事務所の所在地 甲府市丸の内●丁目●番●号

（電話 ××× ◆◆▲▲ ）

公職選挙法施行令第 条の５第４項の証票の交付を受けたいので、同条第５項の規定

により、下記のとおり申請します。

記

１ 推薦し、又は支持する候補者等の氏名、住所、職業及び公職の種類

氏 名 山梨 太郎

住 所 甲府市和戸町●丁目●番●号

職 業 自営業

公職の種類 県議会議員

２ 政治団体としての届出先 山梨県選挙管理委員会

３ 証票交付申請枚数 ６ 枚

４ 立札及び看板の類を掲示する事務所の所在地並びに事務所ごとの立札及び看板の類

の枚数

甲
州
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第２号様式の１

証 票 交 付 申 請 書

令和 ● 年 １ 月 １５ 日

山梨県選挙管理委員会委員長 殿

後援団体の名称 山梨太郎後援会

代表者の氏名 甲州 三郎 ○印

主たる事務所の所在地 甲府市丸の内●丁目●番●号

（電話 ××× ◆◆▲▲ ）

公職選挙法施行令第 条の５第４項の証票の交付を受けたいので、同条第５項の規定

により、下記のとおり申請します。

記

１ 推薦し、又は支持する候補者等の氏名、住所、職業及び公職の種類

氏 名 山梨 太郎

住 所 甲府市和戸町●丁目●番●号

職 業 自営業

公職の種類 県議会議員

２ 政治団体としての届出先 山梨県選挙管理委員会

３ 証票交付申請枚数 ６ 枚

４ 立札及び看板の類を掲示する事務所の所在地並びに事務所ごとの立札及び看板の類

の枚数

甲
州
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第２号様式の２

事 務 所 の 所 在 地 立札及び看板の類の枚数 証票番号

※

甲府市酒折●丁目●番●号 １

甲府市千塚●丁目●番●号 １

甲府市東光寺●丁目●番●号 １

甲府市中小河原●丁目●番●号 １

甲府市古上条町●丁目●番●号 １

甲府市元紺屋町●丁目●番●号 １

※は、記入しないでください。

上記の後援団体の本件証票交付申請については、公職選挙法施行令第 条の５第５項

の同意をします。

なお、私に係る後援団体のすべてを通じて既に交付された証票の枚数は ０ 枚です。

令和 ● 年 １ 月 １５ 日

候補者等の氏名 山梨 太郎 ○印
山
梨

寄附金（税額）控除のための書類

この寄附金は、政治資金規正法第 条若しくは第 条又は公職選挙法第 条

の規定による報告書により報告されたものです。

（寄附をした者）

氏 名

住 所

寄 附 金 の 額
百万 十万 万 千 百 十 円

寄 附 年 月 日 令和 年 月 日

（注）寄附金の額には必ず￥をつけること。

寄附が１回の場合は、上記にその年月日を記載する。２回以上寄附を

した場合は空欄にし、下記の寄附の内訳を記載する。

（寄附を受けた団体）

名 称

所 在 地

団 体 の 区 分

（いずれか該当するものの番号を○で表示）

政党又は政治資金団体

（租税特別措置法第４１条の１８第１項第１号又は第２号）

左記以外の特定の政治団体

（租税特別措置法第４１条の１８第１項第３号又は第４号）

１ ２

租税特別措置法第 条の 第 項第 号

該当の場合

その団体の主宰者又は主要な構成員

である国会議員の氏名

租税特別措置法第 条の 第 項第 号

該当の場合

（同号イ該当の場合は（２）の記載は必要ありません）

その団体が推薦し又は支持する

者の氏名

上記 の者が立候補した選挙

名及び立候補年月日

選挙

令和 年 月 日

（注）現職の場合、 の記載は不要。

（寄附を受けた個人）

公 職 の 候 補 者

公職の候補者の氏名

上記 の者が立候補した選挙

名及び立候補年月日

選挙

令和 年 月 日

住 所

（寄附の内訳）

年 月 日 金 額 年 月 日 金 額 年 月 日 金 額

・ ・ 円 ・ ・ 円 ・ ・ 円

・ ・ 円 ・ ・ 円 ・ ・ 円

・ ・ 円 ・ ・ 円 ・ ・ 円

・ ・ 円 ・ ・ 円 ・ ・ 円

・ ・ 円 ・ ・ 円 ・ ・ 円

確 認 欄



－ 79 －

寄附金（税額）控除のための書類

この寄附金は、政治資金規正法第 条若しくは第 条又は公職選挙法第 条

の規定による報告書により報告されたものです。

（寄附をした者）

氏 名

住 所

寄 附 金 の 額
百万 十万 万 千 百 十 円

寄 附 年 月 日 令和 年 月 日

（注）寄附金の額には必ず￥をつけること。

寄附が１回の場合は、上記にその年月日を記載する。２回以上寄附を

した場合は空欄にし、下記の寄附の内訳を記載する。

（寄附を受けた団体）

名 称

所 在 地

団 体 の 区 分

（いずれか該当するものの番号を○で表示）

政党又は政治資金団体

（租税特別措置法第４１条の１８第１項第１号又は第２号）

左記以外の特定の政治団体

（租税特別措置法第４１条の１８第１項第３号又は第４号）

１ ２

租税特別措置法第 条の 第 項第 号

該当の場合

その団体の主宰者又は主要な構成員

である国会議員の氏名

租税特別措置法第 条の 第 項第 号

該当の場合

（同号イ該当の場合は（２）の記載は必要ありません）

その団体が推薦し又は支持する

者の氏名

上記 の者が立候補した選挙

名及び立候補年月日

選挙

令和 年 月 日

（注）現職の場合、 の記載は不要。

（寄附を受けた個人）

公 職 の 候 補 者

公職の候補者の氏名

上記 の者が立候補した選挙

名及び立候補年月日

選挙

令和 年 月 日

住 所

（寄附の内訳）

年 月 日 金 額 年 月 日 金 額 年 月 日 金 額

・ ・ 円 ・ ・ 円 ・ ・ 円

・ ・ 円 ・ ・ 円 ・ ・ 円

・ ・ 円 ・ ・ 円 ・ ・ 円

・ ・ 円 ・ ・ 円 ・ ・ 円

・ ・ 円 ・ ・ 円 ・ ・ 円

確 認 欄
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寄附金（税額）控除のための書類

この寄附金は、政治資金規正法第 条若しくは第 条又は公職選挙法第 条

の規定による報告書により報告されたものです。

（寄附をした者）

氏 名 甲 州 太 郎

住 所 甲府市湯村●丁目●番●号

寄 附 金 の 額
百万 十万 万 千 百 十 円

￥ ４ ０ ０ ０ ０

寄 附 年 月 日 令和 年 月 日

（注）寄附金の額には必ず￥をつけること。

寄附が１回の場合は、上記にその年月日を記載する。２回以上寄附を

した場合は空欄にし、下記の寄附の内訳を記載する。

（寄附を受けた団体）

名 称 選 管 花 子 後 援 会

所 在 地 甲府市蓬沢●丁目●番●号

団 体 の 区 分

（いずれか該当するものの番号を○で表示）

政党又は政治資金団体

（租税特別措置法第４１条の１８第１項第１号又は第２号）

左記以外の特定の政治団体

（租税特別措置法第４１条の１８第１項第３号又は第４号）

１ ２

租税特別措置法第 条の 第 項第 号

該当の場合

その団体の主宰者又は主要な構成員

である国会議員の氏名

租税特別措置法第 条の 第 項第 号

該当の場合

（同号イ該当の場合は（２）の記載は必要ありません）

その団体が推薦し又は支持する

者の氏名

選 管 花 子

上記 の者が立候補した選挙

名及び立候補年月日

●●●● 選挙

令和 ● 年 ● 月 ● 日

（注）現職の場合、 の記載は不要。

（寄附を受けた個人）

公 職 の 候 補 者

公職の候補者の氏名

上記 の者が立候補した選挙

名及び立候補年月日

選挙

令和 年 月 日

住 所

（寄附の内訳）

年 月 日 金 額 年 月 日 金 額 年 月 日 金 額

●・３・１ １０，０００円 ・ ・ 円 ・ ・ 円

●・６・１ １０，０００円 ・ ・ 円 ・ ・ 円

●・９・１ １０，０００円 ・ ・ 円 ・ ・ 円

●・１２・１ １０，０００円 ・ ・ 円 ・ ・ 円

・ ・ 円 ・ ・ 円 ・ ・ 円

確 認 欄【国会議員関係政治団体（候補者等）が寄附を複数回受領】

寄附金（税額）控除のための書類

この寄附金は、政治資金規正法第 条若しくは第 条又は公職選挙法第 条

の規定による報告書により報告されたものです。

（寄附をした者）

氏 名 甲 斐 次 郎

住 所 甲府市上石田●丁目●番●号

寄 附 金 の 額
百万 十万 万 千 百 十 円

￥ ３ ５ ０ ０ ０

寄 附 年 月 日 令和 ● 年 ● 月 ● 日

（注）寄附金の額には必ず￥をつけること。

寄附が１回の場合は、上記にその年月日を記載する。２回以上寄附を

した場合は空欄にし、下記の寄附の内訳を記載する。

（寄附を受けた団体）

名 称 選 管 党 山 梨 第 ３ 支 部

所 在 地 甲府市国母●丁目●番●号

団 体 の 区 分

（いずれか該当するものの番号を○で表示）

政党又は政治資金団体

（租税特別措置法第４１条の１８第１項第１号又は第２号）

左記以外の特定の政治団体

（租税特別措置法第４１条の１８第１項第３号又は第４号）

１ ２

租税特別措置法第 条の 第 項第 号

該当の場合

その団体の主宰者又は主要な構成員

である国会議員の氏名

租税特別措置法第 条の 第 項第 号

該当の場合

（同号イ該当の場合は（２）の記載は必要ありません）

その団体が推薦し又は支持する

者の氏名

上記 の者が立候補した選挙

名及び立候補年月日

選挙

令和 年 月 日

（注）現職の場合、 の記載は不要。

（寄附を受けた個人）

公 職 の 候 補 者

公職の候補者の氏名

上記 の者が立候補した選挙

名及び立候補年月日

選挙

令和 年 月 日

住 所

（寄附の内訳）

年 月 日 金 額 年 月 日 金 額 年 月 日 金 額

・ ・ 円 ・ ・ 円 ・ ・ 円

・ ・ 円 ・ ・ 円 ・ ・ 円

・ ・ 円 ・ ・ 円 ・ ・ 円

・ ・ 円 ・ ・ 円 ・ ・ 円

・ ・ 円 ・ ・ 円 ・ ・ 円

確 認 欄【政党の支部が寄附を１回受領】



－ 81 －

寄附金（税額）控除のための書類

この寄附金は、政治資金規正法第 条若しくは第 条又は公職選挙法第 条

の規定による報告書により報告されたものです。

（寄附をした者）

氏 名 甲 斐 次 郎

住 所 甲府市上石田●丁目●番●号

寄 附 金 の 額
百万 十万 万 千 百 十 円

￥ ３ ５ ０ ０ ０

寄 附 年 月 日 令和 ● 年 ● 月 ● 日

（注）寄附金の額には必ず￥をつけること。

寄附が１回の場合は、上記にその年月日を記載する。２回以上寄附を

した場合は空欄にし、下記の寄附の内訳を記載する。

（寄附を受けた団体）

名 称 選 管 党 山 梨 第 ３ 支 部

所 在 地 甲府市国母●丁目●番●号

団 体 の 区 分

（いずれか該当するものの番号を○で表示）

政党又は政治資金団体

（租税特別措置法第４１条の１８第１項第１号又は第２号）

左記以外の特定の政治団体

（租税特別措置法第４１条の１８第１項第３号又は第４号）

１ ２

租税特別措置法第 条の 第 項第 号

該当の場合

その団体の主宰者又は主要な構成員

である国会議員の氏名

租税特別措置法第 条の 第 項第 号

該当の場合

（同号イ該当の場合は（２）の記載は必要ありません）

その団体が推薦し又は支持する

者の氏名

上記 の者が立候補した選挙

名及び立候補年月日

選挙

令和 年 月 日

（注）現職の場合、 の記載は不要。

（寄附を受けた個人）

公 職 の 候 補 者

公職の候補者の氏名

上記 の者が立候補した選挙

名及び立候補年月日

選挙

令和 年 月 日

住 所

（寄附の内訳）

年 月 日 金 額 年 月 日 金 額 年 月 日 金 額

・ ・ 円 ・ ・ 円 ・ ・ 円

・ ・ 円 ・ ・ 円 ・ ・ 円

・ ・ 円 ・ ・ 円 ・ ・ 円

・ ・ 円 ・ ・ 円 ・ ・ 円

・ ・ 円 ・ ・ 円 ・ ・ 円

確 認 欄【政党の支部が寄附を１回受領】






